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大高俊一郎（国立ハンセン病資料館）

１．本稿の課題
　本稿は、主として団体来館者を対象として、国
立ハンセン病資料館（以下、資料館）の来館者分
析を試みるものである。このような課題設定を行
う理由は以下の通りである。
　周知のように2019年は、ハンセン病家族訴訟に
おいてハンセン病回復者家族が受けた差別につい
て国の責任を認める判決が出て確定した。その後、
判決で責任を問われた厚労・法務・文科三省と原
告との間で、今後の普及啓発のあり方等を協議す
る場が設けられた。そして、その場で原告側が強
く訴えたのが、原告のほとんどは匿名であり顔と
名前を公表しているのはわずか数名にすぎない
が、その理由は今でも差別を恐れて家族にハンセ
ン病患者が存在したことを周囲に明らかにできな
いからであるという現実である。このようなハン
セン病に対する差別のありようが変化していない
という状況をふまえ、これまでの国によるハンセ
ン病問題の普及啓発の効果が十分に上がっていな
いことが強く指摘された。そして、これまでの国
による普及啓発を見直し、実効性のある新たな普
及啓発の方針を策定すべきであるという要求が国
に突き付けられた（1）。
　国によるハンセン病問題の普及啓発と言うと
き、資料館の活動がその主要なものであることは
論をまたない。すなわち、上記のようなハンセン
病問題を取り巻く状況のなかで、資料館のこれま
での活動は厳しくチェックされるべきものとし
て、総体的に対象化されようとしていると言えよ
う。そして、その点検作業はおそらく外部からの
厳しい目で行われるであろうが、同時に資料館自
身による取り組みが必要であることも明白であ
る。
　一方で、以上に先立つ2017年度には、ハンセン
病資料館等運営企画検討会が「ハンセン病に関す

（1）	 「ハンセン病 啓発へ初協議」（『朝日新聞』2019年10月３日朝刊）。

る普及啓発の在り方について（提言）」（以下、「提
言」）をまとめ、そのなかで普及啓発に関する課
題と目指すべき方向性が示されている。本稿の問
題意識と重なる部分を整理すると、「提言」は従
来の資料館等による普及啓発を「待ちの姿勢」で
あったと指摘しつつ、普及啓発の対象者を拡大す
ることが必要であるとしている。具体的には、企
業、社会教育施設、NGO・NPO等が挙げられて
おり、同時に外部団体との連携強化の必要性も指
摘されている。さらに、効果的な普及啓発を行う
ためにＰＤＣＡサイクルを取り入れ、取組内容を
改善していくサイクルを生み出すことが必要であ
るとも指摘している。
　「提言」は、家族裁判以降の普及啓発の見直し
作業のなかで、それ自体が見直しの対象となる可
能性も考えられるが、現時点では資料館の普及啓
発の方向性を打ち出しているものとして、重みを
もつものである。したがって、本稿で団体来館者
の分析を行うにあたっては、「提言」で示されて
いる方向性に留意することとしたい。
　以上をふまえて本稿の目的を整理すると、これ
までの団体来館者の数量的分析を通して、従来の
資料館による普及啓発の特徴および問題点と、そ
れをふまえた今後の課題を明らかにしようとする
点にある。具体的には館内の団体来館者について
の記録を利用して、これまで資料館にはどのよう
な団体が、どのような地域から、どの程度来館し
ているのかを分析する（個人来館者は人数と地域
までは把握できるが、属性までは把握できない）。
そしてその分析を通して、これまでの取り組みに
どのような問題があったのか、さらにはそれをふ
まえて今後団体来館者数を増やしていくためには
どのような戦略が必要になるのかが見えてくると
思われる。

［論文］
国立ハンセン病資料館における普及啓発のあり方と今後の課題
―団体来館者分析を中心として―
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２．リニューアルオープン（2007年度）
以降の来館者の全体像
　最初に、【表１】から資料館が国立としてリ
ニューアルオープンした2007年度から2018年度ま
での、各年度来館者数および個人・団体来館者数
の内訳を確認しておこう。まずは全来館者の数字
であるが、2014年度までは緩やかな増加傾向にあ
り、2015年度に３万人を突破し、その年をピーク
として以後は2018年度まで３万人をやや超えた水
準で横ばい状態にあることが確認できる。この10
年間での来館者数の増加率は48.9％で、なかでも
2014年度から2015年度にかけての4665人、16.8％
の増加が最も大きい。この年は映画『あん』が公
開され、さらにNHKの『探検バクモン』が資料
館を取り上げたことで来館者数が大きく伸びたと
思われる。資料館が来館者を増やすための何らか
の取り組みを行いその成果が表れたということで
はなく（実際、この前後に特別な取り組みがなさ
れたわけではない）、影響力のあるメディアがハ
ンセン病問題を取り上げたことで社会全体のハン
セン病問題に対する関心が高まった結果であっ

た。
　全体として、資料館はリニューアル以降順調に
来館者数を伸ばしてきたが、2015年度以降の来館
者数は伸び悩んでいることが見てとれる。だとす
れば、現状を打破して再び来館者数を増加させて
いくにはどうすればよいのか、そのことを明確に
意図した戦略的な方策を組み立てることが、資料
館に突き付けられている課題であると言えよう。
なお、３万人強という年間来館者数については、
本稿の最後で改めて考察することにする。
　次に、個人来館者数と団体来館者数の比率につ
いてみていくが、その前提として資料館来館者の
「団体」の定義について触れておこう。実は「団体」
の定義は2013年度に変更となっている。それ以前
は人数に関係なく、予約のうえで何らかのプログ
ラム（自由見学以外）を利用した場合を「団体」
としてカウントしていた。例えば、展示を自由に
見学するだけの利用であれば数十人のグループで
も「個人」として、逆に予約のうえでDVDを視
聴すれば数名のグループでも「団体」としてカウ
ントしていた。しかし2013年度からは利用方法に

【表１】個人・団体別来館者数（2007年度～ 2018年度）
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012

個人 11591
（54.9）

13115
（56.9）

13650
（62.4）

14179
（63.0）

13698
（61.0）

15055
（60.3）

団体 9529
（45.1）

9929
（43.1）

8231
（37.6）

8336
（37.0）

8743
（39.0）

9902
（39.7）

合計 21120 23044 21881 22515 22441 24957
年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018

個人 12588
（48.8）

13063
（47.2）

15549
（48.0）

14054
（44.9）

14333
（45.3）

14629
（46.5）

団体 13217
（51.2）

14642
（52.8)

16821
（52.0）

17277
（55.1）

17327
（54.7）

16828
（53.5）

合計 25805 27705 32370 31331 31660 31457
【出典】『国立ハンセン病資料館年報　第１号　平成19（2007）年度』（国立ハンセン病資料館、2008年）、
『国立ハンセン病資料館年報　第２号　平成20（2008）年度』（同前、2009年）、『国立ハンセン病資料館
年報　第３号　平成21（2009）年度』（同前、2010年）、『国立ハンセン病資料館年報　第４号　平成22（2010）
年度』（同前、2012年）、『国立ハンセン病資料館年報　第５号　平成23（2011）年度』（同前、2012年）、『国
立ハンセン病資料館年報　第６号　平成24（2012）年度』（同前、2013年）、『国立ハンセン病資料館年報
　第７号　平成25（2013）年度』（同前、2015年）、『国立ハンセン病資料館　重監房資料館　平成26（2014）
年度　年報』（同前、2016年）、『国立ハンセン病資料館　重監房資料館　平成27（2015）年度　年報』（同
前、2017年）、『国立ハンセン病資料館　重監房資料館　平成28（2016）年度　年報』（同前、2019年）、『国
立ハンセン病資料館　重監房資料館　平成29（2017）年度　年報』（同前、2019年）より作成。※2018年
度は資料館の内部資料を用いた。
（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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かかわりなく、９人までは「個人」、10人以上は「団
体」というように、人数によって区分するように
なった。
　さて、年度ごとの個人来館者数と団体来館者数
の比率をみると、両者は概ね半々であるが、2012
年度までは個人来館者数がやや多かったのが2013
年度に逆転し、それ以降は団体来館者数がやや多
いという状態が続いている。2013年度を境とした
この変化は、おそらく上記の団体の定義の変更に
よるものであろう。「個人」としてカウントされ
ていた大人数のグループが「団体」として、「団体」
としてカウントされていた少人数のグループが
「個人」としてカウントされるようになったこと
で生じた変化である。
　いずれにしても、資料館の来館者は団体来館者
数が半数以上を占めているという点が特徴的であ
り、その大きな塊についての詳しい分析を試みる
意味は少なくないであろう。

３．団体来館者の分類と全体像
　次に、団体来館者に焦点を当てて詳しい分析を
試みることにしたいが、まずはいくつかの前提に
ついて確認しておこう。第一に分析の対象とする
期間についてであるが、本稿では2009年度から
2018年度までを対象とする。2008年度以前を対象
外とする理由は、その時期の団体来館者について
の記録が資料館内部に残されていないためであ
る。2009年度から資料館の運営団体が社会福祉法
人ふれあい福祉協会から公益財団法人日本科学技
術振興財団に変更となり、日本科学技術振興財団
による運営のもとで団体来館者についての記録が
作成・保存されるようになった。2016年度に運営
団体が公益財団法人日本財団に変更になってから
も、同じ方法による団体来館者の記録の作成・保
存は引き継がれている。資料館が国立になったの
は2007年であるが、2009年度以降の10年間の記録
を用いることで、資料館が国立になって以降の団
体来館者の動向は概ね把握できると思われる。
　第二に、本稿では団体来館者をいくつかグルー
プに分類したうえで分析することを試みるが、そ
の分類は以下の通りである。
〈教育〉	 小学校、中学校、高校、大学、専修学校、

教職員、教育委員会、社会教育・生涯学
習施設等

〈福祉〉	 民生委員、児童委員、社会福祉協議会、
各種福祉施設等

〈官公署〉国の機関（司法、ハンセン病関連施設は
除く）、地方自治体等

〈人権〉各種人権団体、人権擁護委員等
〈医療・保健〉医師、看護師、病院職員、医療・

保健関連団体等
〈ボランティア〉ボランティアグループ等
〈ハンセン病関連〉ハンセン病療養所、ハンセン

病およびハンセン病問題への取り組みを
主たる目的に掲げている団体等

〈宗教〉	 宗教団体
〈企業〉	 民間企業
〈その他法人・事業所〉公益財団やNPO等の法人、

協同組合等（ほかのグループに分類でき
るものは除く）

〈司法・弁護士〉裁判所、弁護士等
〈その他〉上記のいずれにもあてはまらない団体

　【表２】は上述の分類にもとづいて、来館した
団体の数をまとめたものである。一見して明らか
なように、〈教育〉が全体で1853件（51.1％）と
突出して高い比率を占めていることが見てとれ
る。以下、〈福祉〉の558件（15.4％）と〈官公署〉
263件（7.3％）と続くが、この３つの分類だけで
全体の73.8％、つまりほぼ四分の三を占めている。
しかし本稿では、大きいグループにだけ着目する
のではなく、細かく分析することに意義が認めら
れると思われるグループを取り上げていくことと
する。

４．〈教育〉の来館状況
　〈教育〉は全期間を通して、ほぼ安定して推移
してきているが、2017年度以降の近年の動向がや
や気になる。すなわち、2016年度の239件（50.0％）
をピークとして、その後の２年は連続して減少し
ている。とりわけ2018年度は前年度比で20件
（8.7％）の減少となっており落ち込み幅が大きい。
さらに、ピークである2016年度比では30件
（12.6％）の減少となっている。この減少が一時
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【表２】分類別団体来館件数・人数（2009年度～ 2018年度）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合計

教育

131	
（56.5）

136	
（60.2）

138	
（56.6）

162	
（58.1）

183	
（53.0）

201	
（50.3）

225	
（48.8）

239	
（50.0）

229	
（48.5）

209	
（43.1）

1853	
（51.1）

5681	
（69.0）

5902	
（70.8）

5883	
（67.3）

7028	
（71.0）

8361	
（63.3）

9701	
（66.3）

10480	
（62.3）

11297	
（65.5）

10899	
（62.9）

9610	
（57.1）

84842	
（64.6）

福祉

15	
（6.5）

17	
（7.5）

28	
（11.5）

26	
（9.3）

44	
（12.8）

63	
（15.8）

92	
（20.0）

89	
（18.5）

89	
（18.9）

95	
（19.6）

558	
（15.4）

392	
（4.8）

515	
（6.2）

788	
（9.0）

589	
（5.9）

1029	
（7.8）

1409	
（9.6）

2307	
（13.7）

2085	
（12.1）

1841	
（10.6）

1910	
（11.4）

12865	
（9.8）

官公署

28	
（12.1）

23	
（10.2）

23	
（9.4）

21	
（7.5）

27	
（7.8）

19	
（4.8）

28	
（6.1）

32	
（6.7）

26	
（5.5）

36	
（7.4）

263	
（7.3）

726	
（8.8）

581	
（7.0）

757	
（8.7）

786	
（7.9）

864	
（6.5）

592	
（4.0）

1009	
（6.0）

910	
（5.3）

954	
（5.5）

1370	
（8.1）

8549	
（6.5）

人権

6	
（2.6）

8	
（3.5）

9	
（3.7）

13	
（4.7）

11	
（3.2）

13	
（3.3）

12	
（2.6）

15	
（3.1）

15	
（3.2）

16	
（3.3）

118	
（3.3）

179	
（2.2）

367	
（4.4）

215	
（2.5）

326	
（3.3）

462	
（3.5）

425	
（2.9）

399	
（2.4）

543	
（3.1）

508	
（2.9）

415	
（2.5）

3839	
（2.9）

医療・保健

8	
（3.4）

5	
（2.2）

4	
（1.6）

8	
（2.9）

8	
（2.3）

13	
（3.3）

12	
（2.6）

18	
（3.8）

13	
（2.8）

18	
（3.7）

107	
（3.0）

172	
（2.1）

133	
（1.6）

47	
（0.5）

165	
（1.7）

173	
（1.3）

299	
（2.0）

296	
（1.8）

368	
（2.1）

207	
（1.2）

309	
（1.8）

2169	
（1.7）

ボランティア

4	
（1.7）

6	
（2.7）

8	
（3.3）

10
（3.6）

8	
（2.3）

13	
（3.3）

10	
（2.2）

13	
（2.7）

13	
（2.8）

16	
（3.3）

101	
（2.8）

126	
（1.5）

142	
（1.7）

242	
（2.8）

239	
（2.4）

274	
（2.1）

373	
（2.5）

355	
（2.1）

301	
（1.7）

314	
（1.8）

283	
（1.7）

2649	
（2.0）

ハンセン病
関連

2	
（0.9）

6	
（2.7）

10	
（4.1）

9	
（3.2)

11	
（3.2）

12	
（3.0）

17	
（3.7）

8	
（1.7）

10	
（2.1）

17	
（3.5）

102	
（2.8）

51	
（0.6）

137	
（1.6）

204	
（2.3）

141	
（1.4）

542	
（4.1）

240	
（1.6）

469	
（2.8）

276	
（1.6）

504	
（2.9）

733	
（4.4）

3297	
（2.5）

宗教

6	
（2.6）

6	
（2.7）

4	
（1.6）

7	
（2.5）

12	
（3.5）

16	
（4.0）

13	
（2.8）

7	
（1.5）

6	
（1.3）

11	
（2.3）

88	
（2.4）

136	
（1.7）

108	
（1.3）

94	
（1.1）

121	
（1.2）

502	
（3.8）

334	
（2.3）

317	
（1.9）

108	
（0.6）

153	
（0.9）

280	
（1.7）

2153	
（1.6）

企業

5	
（2.2）

6	
（2.7）

4	
（1.6）

3	
（1.1）

3	
（0.9）

5	
（1.3）

7	
（1.5）

12	
（2.5）

10	
（2.1）

10	
（2.1）

65	
（1.8）

83	
（1.0）

99	
（1.2）

66	
（0.8）

66	
（0.7）

36	
（0.3）

171	
（1.2）

150	
（0.9）

272	
（1.6）

329	
（1.9）

211	
（1.3）

1483	
（1.1）

その他法人・
事業所

2	
（0.9）

2	
（0.9）

3	
（1.2）

7	
（2.5）

8	
（2.3）

4	
（1.0）

8	
（1.7）

6	
（1.3）

8	
（1.7）

2	
（0.4）

50	
（1.4）

69	
（0.8）

51	
（0.6）

67	
（0.8）

125	
（1.3）

231	
（1.7）

167	
（1.1）

184	
（1.1）

144	
（0.8）

134	
（0.8）

54	
（0.3）

1226	
（0.9）

司法・弁護士

1	
（0.4）

4	
（1.8）

1	
（0.4）

4	
（1.4）

1	
（0.3）

2	
（0.5）

2	
（0.4）

7	
（1.5）

11	
（2.3）

10	
（2.1）

43	
（1.2）

37	
（0.4）

128	
（1.5）

44	
（0.5）

137	
（1.4）

32	
（0.2）

65	
（0.4）

37	
（0.2）

193	
（1.1）

421	
（2.4）

451	
（2.7）

1545	
（1.2）

その他

24	
（10.3）

7	
（3.1）

12	
（4.9）

9	
（3.2)

29	
（8.4）

39	
（9.8）

35	
（7.6）

34	
（7.1）

42	
（8.9）

45	
（9.3）

276	
（7.6）

579	
（7.0）

173	
（2.0）

336	
（3.8）

179	
（1.8）

711	
（5.4）

866	
（5.9）

818	
（4.9）

744	
（4.3）

1063	
（6.1）

1202	
（7.1）

6671	
（5.1）

合計
232 226 244 279 345 400 461 480 472 485 3624

8231 8336 8743 9902 13217 14642 16821 17241 17327 16828 131288

※上段が件数、下段が人数　（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
※2016年度の団体来館者数については【表1】で依拠した年報の集計ミスを修正している。
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的なものなのか大きな方向性の転換なのか、現時
点では判断が難しい。もう少し長いスパンで注視
していく必要があると思われるが、資料館に求め
られるのは、当然それを一時的なものにとどめる
ための努力である。
　【表３】は〈教育〉をさらに細かいグループに

分けて、全期間の来館件数と来館者数をまとめた
ものである。これによれば、〈教育〉のなかでの
大きなまとまりは、〈小学校〉、〈大学・短大・大
学院〉（大部分が大学学部）、〈看護学校〉（准看護
師養成学校を含む。大学・短大看護学部等は除く）
の３つである。件数では〈大学・短大・大学院〉

【表３】〈教育〉来館件数・人数内訳（2009年度～ 2018年度）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合計

小学校

19	
（14.5）

16	
（11.8）

22	
（15.9）

28	
（17.3）

31	
（16.9）

38	
（18.9）

45	
（20.0）

45	
（18.8）

47	
（20.5）

46	
（22.0）

337	
（18.2）

1695	
（29.8）

1413	
（23.9）

1893	
（32.2）

2497	
（35.5）

2726	
（32.6）

3539	
（36.5）

3620	
（34.5）

3619	
（32.0）

3731	
（34.2）

3621	
（37.7）

28354	
（33.4）

中学校

7	
（5.3）

9	
（6.6）

5	
（3.6）

8	
（4.9）

13	
（7.1）

9	
（4.5）

19	
（8.4）

17	
（7.1）

22	
（9.6）

15	
（7.2）

124	
（6.7）

900	
（15.8）

928	
（15.7）

532	
（9.0）

665	
（9.5）

1266	
（15.1）

1037	
（10.7）

1353	
（12.9）

1647	
（14.6）

2110	
（19.4）

1286	
（13.4）

11724	
（13.8）

高校

7	
（5.3）

10	
（7.4）

7	
（5.1）

6	
（3.7）

7	
（3.8）

9	
（4.5）

14	
（6.2）

14	
（5.9）

13	
（5.7）

17	
（8.1）

104	
（5.6）

282	
（5.0）

572	
（9.7）

320	
（5.4）

285	
（4.1）

257	
（3.1）

329	
（3.4）

706	
（6.7）

699	
（6.2）

285	
（2.6）

366	
（3.8）

4101	
（4.8）

大学・短大・
大学院

37	
（28.2）

40	
（29.4）

32	
（23.2）

37	
（22.8）

43	
（23.5）

46	
（22.9）

56	
（24.9）

67	
（28.0）

64	
（27.9）

56	
（26.8）

478	
（25.8）

1045	
（18.4）

1236	
（20.9）

1023	
（17.4）

1087	
（15.5）

1341	
（16.0）

1549	
（16.0）

2001	
（19.1）

2104	
（18.6）

2168	
（19.9）

1703	
（17.7）

15257	
（18.0）

看護学校

18	
（13.7）

21	
（15.4）

23	
（16.7）

30	
（18.5）

32	
（17.5）

32	
（15.9）

35	
（15.6）

37	
（15.5）

33	
（14.4）

33	
（15.8）

294	
（15.9）

742	
（13.1）

854	
（14.5）

941	
（16.0）

1108	
（15.8）

1268	
（15.2）

1205	
（12.4）

1269	
（12.1）

1427	
（12.6）

1294	
（11.9）

1372	
（14.3）

11480	
（13.5）

専修学校

10	
（7.6）

9	
（6.6）

9	
（6.5）

13	
（8.0）

11	
（6.0）

14	
（7.0）

12	
（5.3）

12	
（5.0）

12	
（5.2）

12	
（5.7）

114	
（6.2）

193	
（3.4）

270	
（4.6）

315	
（5.4）

440	
（6.3）

458	
（5.5）

641	
（6.6）

426	
（4.1）

426	
（3.8）

372	
（3.4）

297	
（3.1）

3838	
（4.5）

教職員・
PTA

13	
（9.9）

16	
（11.8）

20	
（14.5）

17	
（10.5）

10	
（5.5）

21	
（10.4）

16	
（7.1）

14	
（5.9）

14	
（6.1）

5	
（2.4）

146	
（7.9）

179	
（3.2）

279	
（4.7）

276	
（4.7）

398	
（5.7）

201	
（2.4）

520	
（5.4）

352	
（3.4）

311	
（2.8）

310	
（2.8）

180	
（1.9）

3006	
（3.5）

教育委員会

19	
（14.5）

12	
（8.8）

11	
（8.0）

19	
（11.7）

17	
（9.3）

19	
（9.5）

12	
（5.3）

16	
（6.7）

10	
（4.4）

12	
（5.7）

147	
（7.9）

629	
（11.1）

293	
（5.0）

357	
（6.1）

480	
（6.8）

392	
（4.7）

554	
（5.7）

357	
（3.4）

475	
（4.2）

288	
（2.6）

340	
（3.5）

4165	
（4.9）

社会教育・
生涯学習

1	
（0.8）

1	
（0.7）

5	
（3.6）

1	
（0.6）

6	
（3.3）

5	
（2.5）

4	
（1.8）

9	
（3.8）

9	
（3.9）

4	
（1.9）

45	
（2.4）

16	
（0.3）

17	
（0.3）

180	
（3.1）

22	
（0.3）

196	
（2.3）

201	
（2.1）

142	
（1.4）

370	
（3.3）

264	
（2.4）

82	
（0.9）

1490	
（1.8）

その他

0	
（0.0）

2	
（1.5）

4	
（2.9）

3	
（1.9）

13	
（7.1）

8	
（4.0）

12	
（5.3）

8	
（3.3）

5	
（2.2）

9	
（4.3）

64	
（3.5）

0	
（0.0）

40	
（0.7）

46	
（0.8）

46	
（0.7）

256	
（3.1）

126	
（1.3）

254	
（2.4）

219	
（1.9）

77	
（0.7）

363	
（3.8）

1427	
（1.7）

合計
131 136 138 162 183 201 225 239 229 209 1853

5681 5902 5883 7028 8361 9701 10480 11297 10899 9610 84842

※上段が件数、下段が人数　（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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が最も多く、人数では〈小学校〉が最も多くなっ
ている。これは、〈小学校〉は１団体当たりの人
数が多いが、〈大学・短大・大学院〉はゼミを単
位とした比較的少人数のグループが中心であるた
めである。
　看護学校の大部分は専修学校の一種であるの
で、その前提で専修学校全体をみると全期間で
408件（22.0％）、15318人（18.1％）となっている
が、単独で294件（15.9％）、11480人（13.5％）と
〈看護学校〉への集中が顕著である。この表には
掲げていないが、さらに〈専修学校〉の内訳をみ
ていくと、大部分が医療分野および教育・社会福
祉分野の専修学校である。以上のように、〈看護
学校〉と〈専修学校〉に着目すると、資料館は特
定の分野のキャリア教育の一環として頻繁に活用
されている様子がみてとれる。しかしながら一方
で、〈看護学校〉と〈専修学校〉の来館状況の推
移をみると、とりわけ2012年度以降は大きな変化
がない。ここではより詳しいデータは提示しない
が、〈看護学校〉と〈専修学校〉の団体来館者は
ほぼリピーターに支えられている。つまり、熱心
なリピーターが繰り返し来館しているとも言える
が、逆に言えば新規の団体来館者が乏しいという
ことでもある。しかしそうは言っても、〈看護学校〉
と〈専修学校〉は毎年来館者が入れ替わるので実
質的には毎回新しい人が来館するうえ、専門的な

親和性が高い分野であるために個々人の関心が高
いことも推測できるので、これまでの取り組みに
おいても普及啓発の効果は決して小さくはないで
あろう。
　一方で、〈大学・短大・大学院〉は団体来館者
ごとに専門性を詳細に把握することは難しい。し
かし概観的にみれば、医療・福祉系の学部・学科
も多いが、それ以外にも法学、社会学、歴史学、
教育学等の学部・学科も少なからず来館しており、
より広い専門分野の学生たちに利用されていると
言えよう。

５．小学校
　小中学校を中心とした学校教育は、次世代を担
う子どもたちへの普及啓発という観点から、資料
館の活動にとってとりわけ重要な意味を持つ。さ
らに、ハンセン病家族訴訟の判決のなかで文部科
学省の責任が指摘され、それを受けて同省は初等
中等教育局児童生徒課長と同局教育課程課長名で
「ハンセン病に関する教育の実施について（通知）」
（2019年８月30日）を各都道府県教育委員会等に
発し、「ハンセン病に対する偏見や差別の解消の
ための適切な教育」を実施するよう依頼している。
このような状況のもと、今後の普及啓発の新たな
方向性が検討されていくなかで、学校教育の役割
がこれまで以上に重視されるであろうことは容易

【表４】小学校地域別来館件数（2009年度～ 2018年度）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合計

東村山市 13	
（68.4）

11	
（68.8）

13	
（59.1）

14	
（50.0）

15	
（48.4）

18	
（47.4）

18	
（40.0）

16	
（35.6）

17	
（36.2）

16	
（34.8）

151	
（44.8）

清瀬市 3	
（15.8）

2	
（12.5）

0	
（0.0）

3	
（10.7）

4	
（12.9）

6	
（15.8）

9	
（20.0）

10	
（22.2）

9	
（17.0）

8	
（17.4）

53	
（15.7）

隣接市	
（東京都）

2	
（10.5）

2	
（12.5）

4	
（18.2）

3	
（10.7）

4	
（12.9）

5	
（13.2）

5	
（11.1）

5	
（11.1）

8	
（17.0）

7	
（15.2）

45	
（13.4）

東京都23区 0	
（0.0）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

1	
（3.2）

1	
（2.6）

2	
（4.4）

2	
（4.4）

0	
（0.0）

3	
（6.5）

9	
（2.7）

その他東京都 0	
（0.0）

1	
（6.3）

4	
（18.2）

8	
（28.6）

7	
（22.6）

8	
（21.1）

11	
（24.4）

10	
（22.2）

12	
（25.5）

10	
（21.7）

71	
（21.1）

その他 1	
（5.3）

0	
（0.0）

1	
（4.5）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

2	
（4.4）

2	
（4.3）

2	
（4.3）

8	
（2.4）

合計 19 16 22 28 31 38 45 45 47 46 337

※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
※〈隣接市（東京都）〉は東村山市に接する清瀬市以外の自治体（東久留米市、小平市、東大和市）
※〈その他東京都〉は大部分が多摩地域であるが、一部所在地を特定できない団体も含まれている。
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に想像できる。したがって、小中学校を中心とし
た学校教育との連携は、今後の資料館の普及啓発
にとってより重要な課題となることは明らかであ
る。
　そこで、〈教育〉のなかから小学校と公立中学
校の来館状況を抽出して、さらに詳しくみていき
たい。【表４】は、小学校の来館状況を地域別に
まとめたものである。全体としては徐々に来館件
数が増加し、2015年度以降は45件以上の水準で推
移している。なお、資料館では小学校、中学校、
高等学校が来館する際、無料で送迎バスを利用で
きるサービスを2010年10月から始めている（年間
の上限あり）。資料館に来館するほとんどの学校
はこの送迎バスを利用している。送迎バスサービ
スの影響が即時的に表れているわけではないが、
2011年度以降はゆるやかに来館件数が増加してい
るので、徐々に効果が広がっていったと言えよう。
　個別の地域でまず注目されるのが、東村山市か
らの来館状況である。同市の公立小学校は全部で
15校なので、2009年度から高い比率で来館してい
る（ただし、１校で複数回来館している小学校も
あるので、15件以上でも必ずしも全校が来館して
いるわけではない）。東村山市の全地域のなかで
の比率は低下傾向にあるが、これは早い時期から
飽和状態に達しているため、他の地域からの来館
が増加すれば同市の比率は低下するためである。
　清瀬市（2）（公立小学校数９校）についてみても、
当初は来館する小学校は部分的であったが、2015
年度から増加して（それ以前は実際に来館した学
校数は３校以下）ほぼ飽和状態に達している。東
村山市と清瀬市をあわせて全体の60.5％に達して
おり、小学校の団体来館者はこれら地元の自治体
に集中していることが明らかである。
　範囲を一回り広げた隣接市（東京都）をみると、
漸増傾向にはあるものの３つの自治体合計の数字
であることを考慮すると大きい数字ではない。一
方でそれ以外の多摩地域（その他東京）をみると、
当然ながらこれら全地域の学校数からみれば大き
い数字ではないが、2009年度は０件であったのが
2015年度以降は10件以上で推移しており、増加率

（2）	 資料館は東京都東村山市に所在しているが、清瀬市との境に位置しており正門前の道路の向かいは清瀬市になる。したがって本稿では、資料
館の地元という場合に清瀬市までを含めて考えており、そのため清瀬市も地域区分として独立させている。

としてはこの表のなかで最も大きい。東村山市、
清瀬市、隣接市（東京都）の合計で全体の
73.9％、さらにその他東京都をあわせると全体
95.0％にものぼり、小学校の来館は地元を中心と
した多摩地域が大部分であることが一目瞭然であ
る。時系列でみわたすと、当初は東村山市からの
来館が中心であったが、次第に周辺自治体からの
来館が増加し、清瀬市はほぼ東村山市と同程度の
水準まで増加し、同時にそれ以外の多摩地域から
の来館も増加しているが、全体の自治体数を考慮
すれば現状はまだ部分的であると整理できよう。
　東京都23区からの来館は10年間でわずか９件で
あるが、学校数でみると５校となる。当然、来館
するまでの距離や時間の問題を考慮しなければな
らないが、東京都23区の小学校にはほとんど利用
されていない実態が浮き彫りになっている。さら
に、その他の地域は、茨城県１校と新潟県１校が
４回ずつ来館している。ともに人権教育に熱心に
取り組んでいる小学校であるが、とりわけ茨城県
の古河市立古河第二小学校は、多磨全生園入所者
で語り部の平沢保治氏の母校ということもあり、
資料館への来館のみならず平沢氏を招いての交流
を行うなど、ハンセン病問題を通した人権教育に
力を入れている学校である。

６．中学校・高校
　中学校・高校を小学校と比較すると、母数が小
さいという背景もあるが来館件数がおよそ３分の
１程度に減少する。しかし、中学校は１校当たり
の人数が多いので、人数の比率が高くなっている。
また、2018年度は若干落ち込んだものの、2015年
度以降に増加していることもみてとれる。一方で、
高校は来館件数が中学校よりやや少ない程度であ
るが、来館人数が少ない。これは来館件数104件
のうち23件は普通科等に比べて人数が少ない看護
科（いずれも公立、推定の５件を含む）であるため
と、希望者や部活動等の少人数で来館するケース
が多いためである。公立と私立の内訳は、中学校
が公立89件、私立35件、高校が公立49件、私立55件
である。公立高校49件のうち23件は看護科で、な
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おかつ１校で20回来館している学校があるので、
高校は見かけの数字より来館者が限定的である。
　【表５】は公立中学校の地域別来館状況をまと
めたものである。中学校は東村山市が全７校、清
瀬市が全５校なので、これら地元では中学校にも
それなりに利用されていると言える。東村山市と
清瀬市については、ほとんどの小学校が来館する
ので、小学校と中学校それぞれでハンセン病問題
を学習する子どもが多く存在することになる。
　しかし、その外側の地域からの来館は、その母
数を考慮すれば微々たるものである。隣接市（東
京都）、東京都23区、その他東京都の合計は52件
であるが、実際に来館した学校数は19校である。
地元を除く多摩地域でも小学校にはある程度利用
されていても、中学校にはほとんど利用されてい
ないのである。なお、特定の学校が来館している
ということについては、私立の中学校も同じであ
る。10年間で35件の来館があるが、実際に来館し
た学校数は13校である。さらに、遠方の中学校や
高校が修学旅行の一環で来館するというケースは
ごく稀にしか存在しない。
　とは言え、中学校と高校は学校のスケジュール
が過密であることに加え、１学年の人数が多いな
どの、来館するうえでの困難な条件がある。来館
時に啓発用ビデオを視聴したりする資料館の映像
ホールは固定席が138席しかなく、１学年全員が

（3）	 儀同政一・金貴粉「国立ハンセン病資料館事業部社会啓発課の活動と展望」（『国立ハンセン病資料館 研究紀要』第６号、2019年）。

同時に着席できないという学校が多いだろう。ま
た、送迎バスサービスも中学校と高校は１校あた
り３台までとなっており、バスに乗り切れないと
いう学校もまれではないと思われる。2015年度か
ら2018年度12月までにおける出張講座の利用は、
小学校が15件（7.0％）2204人（7.8％）、中学校が
29件（13.6％）9500人（33.8％）となっており（3）、
中学校にとっては来館するより出張講座のほうが
利用しやすいケースが多いことを示唆している。
　このように、〈中学校〉と〈高校〉の来館を増
やそうとしても、解決しなければならない設備や
サービス面での課題があるが、それよりも深刻な
問題は、小学校、中学校、高校それぞれの対象に
応じた普及啓発の効果的な方法がどのようなもの
なかといった知見とノウハウを、資料館が持ち合
わせていないことである。資料館で行っている学
校の団体来館者への対応は、小学校、中学校、高
校とで大差はないし、調査研究も行われていない。
この点の知見とノウハウを蓄積することなしに
は、学校教育と連携しながらの普及啓発を効果的
に行っていくことはできないであろう。
　したがって、今後資料館が学校教育との連携を
強化しながら普及啓発を行っていくためには、人
権教育に取り組んでいる教師の実践に学ぶことや、
教育学的なアプローチから普及啓発の方法論を深
めていくといった努力が必要になると言えよう。

【表５】公立中学校地域別来館件数（2009年度～ 2018年度）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 合計

東村山市 3	
（60.0）

1	
（12.5）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

2	
（22.2）

0	
（0.0）

3	
（21.4）

3	
（21.4）

2	
（13.3）

1	
（9.1）

15	
（16.9）

清瀬市 0	
（0.0）

1	
（12.5）

1	
（33.3）

1	
（20.0）

1	
（11.1）

1	
（20.0）

3	
（21.4）

2	
（14.3）

2	
（13.3）

2	
（18.2）

14	
（15.7）

隣接市	
（東京都）

1	
（20.0）

2	
（25.0）

1	
（33.3）

1	
（20.0）

2	
（22.2）

1	
（20.0）

1	
（7.1）

3	
（21.4）

2	
（13.3）

3	
（27.3）

17	
（19.1）

東京都23区 0	
（0.0）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

1	
（20.0）

1	
（11.1）

1	
（20.0）

1	
（7.1）

1	
（7.1）

2	
（13.3）

2	
（18.2）

9	
（10.1）

その他東京都 1	
（20.0）

1	
（12.5）

1	
（33.3）

2	
（40.0）

2	
（22.2）

2	
（40.0）

3	
（21.4）

5	
（35.7）

6	
（40.0）

3	
（27.3）

26	
（29.2）

その他 0	
（0.0）

3	
（37.5）

0	
（0.0）

0	
（0.0）

1	
（11.1）

0	
（0.0）

3	
（21.4）

0	
（0.0）

1	
（6.7）

0	
（0.0）

8	
（9.0）

合計 5 8 3 5 9 5 14 14 15 11 89

※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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７．埼玉県からの小学校・中学校の来館
状況
　さて、この【表４】と【表５】から読み解くべ
き最も重要な点は、実はここに表れていない部分
にある。それは隣の埼玉県、とりわけ資料館から
歩いてでも行ける距離の所沢市から、この10年間
で１件たりとも小中学校が来館していないという
事実である。もちろん、地域ごとに優先すべき人
権課題が異なり、それぞれの学校がどのような
テーマを選択するのかは各学校が決めるべき事柄
である。しかし、それでも10年間で１件の来館も
ないという事実には驚くほかない。距離の問題で
言えば、所沢市、新座市、およびその周辺の自治
体からの来館は全く問題ない。
　今後このような状況を変えるべく、埼玉県を含
むこれまで来館がなかった地域の小中学校へのア
プローチを行っていくとすると、前述の「ハンセ
ン病に関する教育の実施について（通知）」は大
きな追い風となる。文科省や各教育委員会等とも
連携を深めつつ、これまで来館件数が増えてきた
エリアと件数をさらに押し広げていくことが重要
であり、所沢市を中心とした埼玉県および東京都
23区はその取り組みの進捗具合を判断するメルク
マールとして重要な意味をもつものとなる。換言
すれば、「提言」が指摘する資料館の「待ちの姿勢」
からの脱却を成し遂げるための一里塚でもある。

８．教職員・PTA、教育委員会
　一方で、特に連携を深めるべき教職員・PTA
および教育委員会の来館状況はどうか。【表６】
は10年間の合計来館件数を地域別にまとめたもの
である。この表は、すでにみた小中学校の地域別
来館件数を念頭におくと、非常に興味深い内容で
ある。まずは東村山市、清瀬市、隣接市（東京都）
といった地元とその周辺の地域からの来館は小中
学校同様に認められるが、小中学校と異なるのは、
それ以外の東京都23区、その他東京都のみならず
埼玉県をはじめとした関東各県からの来館件数も
多いという点である。このことが意味しているの
は、第一に教職員や教育委員会のレベルにおいて
は、比較的広い範囲の地域でハンセン病問題につ

いて関心が寄せられており、実際に資料館や多磨
全生園に足を運んでいるということである。しか
し第二に、そういった教職員や教育委員会レベル
におけるハンセン病問題への関心が、学校単位の
資料館への来館に結びついていないという点であ
る。もちろん、資料館への来館だけがハンセン病
問題の学習ではないし、距離的な問題もあるので
一概には言えないが、それでも埼玉県67件のうち
16件は所沢市、11件は新座市であり、これらの地
域からは送迎バスの利用等で資料館に来ることは
十分可能である。先にみたように、東村山市に隣
接する所沢市をはじめとした埼玉県からの小学校
と公立中学校の来館は10年間で１件もないが、そ
れは埼玉県の教員や教育委員会がハンセン病問題
に無関心であるわけではないことを、この表は物
語っている。所沢市や新座市などの資料館から近
い埼玉県の自治体および東京都23区など、距離の
面で学校単位での来館が可能な条件にある地域に
おける教職員や教育委員会がハンセン病問題への
関心を有しているのであれば、学校単位での資料
館の利用に結びつくよう働きかけていくことが、
資料館の取るべき行動ではないだろうか。
　以上に関連して、教職員・PTAおよび教育委
員会の月ごとの来館状況を確認しておくことは有
効であろう。【表７】によればこれらの団体の来
館は、７月と８月の夏期に集中している。資料館
ではすでに、教員を主な対象とする「ハンセン病
と人権」夏期セミナーを2015年度から実施してい

【表６】〈教職員・PTA〉〈教育委員会〉地域別来館件数
（2009年度～ 2018年度合計）

東村山市 16	
（5.5） 埼玉県 67	

（22.9）

清瀬市 13	
（4.5） 千葉県 10	

（3.4）
隣接市	
（東京都）

14	
（4.8） 神奈川県 7	

（2.4）

東京都23区 83	
（28.4） その他関東 17	

（5.8）

その他東京都 58	
（19.9） その他 7	

（2.4）

合計 292

※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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る（4）。また、教員を対象とした研修会等で出張講
座の依頼を受けるケースも多い。今後は以上の分
析をふまえて季節的な特徴を考慮しながら、教員
や教育委員会によるハンセン病問題への「関心」
が、実際の「教育実践」に結実していくような取
り組みをより充実させていくことが必要であろ
う。

９．〈福祉〉の来館状況
　〈教育〉に次ぐ大きなまとまりは〈福祉〉である。
全期間を通して〈教育〉とは大きな開きがあるも
のの、〈福祉〉は増加率が高いことが注目される。
2018年度は2009年度比で553.3％（80件）の増加
であり、2015年度以降は90件前後の水準を維持し
ている。〈福祉〉についてはもちろん団体来館の
件数が増加したことも明らかであるが、前述した
団体の定義変更の影響も無視できないと思われ
る。2013年度の〈福祉〉は、前年度比で69.2％（18
件）の増加となっており、この年のほかのどのグ
ループよりも顕著な増加である（【表２】）。本稿
ではこの点についての詳細な分析は行えないが、
2012年度以前において自由見学の形で10人以上の
グループで来館していた団体が相当数存在してい
たことが推測できる。
　【表８】は〈福祉〉をさらに細かいグループに
分類し地域別の来館件数をまとめたものである。

（4）	 「ハンセン病と人権」夏期セミナーについては、前掲儀同政一・金貴粉「国立ハンセン病資料館事業部社会啓発課の活動と展望」を参照。

〈福祉〉の中心は民生委員・児童委員と福祉施設
であるが、地域的な特徴は大きく異なる。民生委
員・児童委員は東京都と埼玉県を中心にしながら
関東地方全域へと分散している。一方で福祉施設
は、東村山市、清瀬市、隣接市（東京都）をあわ
せると73.5％にのぼり、地元とその周辺への集中
が顕著である。これは、これらの地域に福祉施設
が数多く存在していることが背景にあると思われ
る。ただ福祉施設からの来館と言っても、職員の
研修なのか施設入所者・利用者の外出なのかその
内訳まで提示することはできないが、後者がかな
りの部分を占めているのではないかと思われる。
前者と後者では同じ施設からの来館だとしても意
味が異なるので、今後本格的な来館者調査を実施
するとすればこの点を考慮する必要があるだろ
う。
　また福祉施設は、2012年度は９件133人の来館
であったのが、2013年度には24件（前年度比
266.7％）467人（同351.1％）と大幅に増加してお
り、団体の定義変更の影響を考慮すれば、2012年
度以前にも自由見学の形で利用されていたと思わ
れ、地元とその周辺の福祉施設からは安定的に利
用されてきたと言えよう。

【表７】〈教職員・PTA〉〈教育委員会〉月別来館件数（2009年度～ 2018年度合計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

教職員・PTA 1	
（0.7）

1	
（0.7）

7	
（4.8）

27	
（18.6）

60	
（41.4）

3	
（2.1）

8	
（5.5）

教育委員会 4	
（2.7）

2	
（1.4）

7	
（4.8）

27	
（18.4）

29	
（19.7）

4	
（2.7）

12	
（8.2）

合計 5	
（1.7）

3	
（1.0）

14	
（4.8）

54	
（18.5）

89	
（30.5）

7	
（2.4）

20	
（6.8）

11月 12月 1月 2月 3月 合計

教職員・PTA 12	
（8.3）

9	
（6.2）

8	
（5.5）

5	
（3.4）

4	
（2.8） 145

教育委員会 20	
（13.6）

13	
（8.8）

7	
（4.8）

17	
（11.6）

5	
（3.4） 147

合計 32	
（11.0）

22	
（7.5）

15	
（5.1）

22	
（7.5）

9	
（3.1） 292

※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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10．〈官公署〉の来館状況
　３番目に大きなまとまりの〈官公署〉は、国の
行政機関と自治体職員の研修が中心である。この
グループの内訳をみていくと、全体のなかでの数
字以上に興味深い実態が浮かび上がってくる。
　まず国の行政機関をみると、【表９】のとおり
厚労省と法務省が大半を占めている。それ以外で
は人事院、会計検査院、陸上自衛隊が数回来館し
ているのみである（毎年来館している防衛医科大
学校は、厳密には国の行政機関（施設等機関）で
あるが、本稿では一般の大学と同じく〈教育〉に
分類している）。確かにハンセン病療養所および
ハンセン病対策さらには社会福祉行政を所管して
いる厚労省と、人権擁護等を所管している法務省
が、職員研修という形で資料館の利用回数が多い
のは納得できる現象ではある。しかし一方で、ハ
ンセン病問題を通した職員研修は、その他の国の
行政機関でも有効なはずである。このことから、
厚労省と法務省以外の国の行政機関に対する普及
啓発を目的とした資料館からのアプローチは、今
後の重要な課題の一つであると言えるだろう。と

りわけ、ハンセン病家族訴訟の判決でその責任を
指摘された文科省については、今後資料館が学校
教育や社会教育との連携をさらに深めながら普及
啓発を実践していくという資料館の重要な課題に
取り組んでいくためにも、職員研修等の形で資料

【表８】〈福祉〉地域別来館件数（2009年度～ 2018年度合計）
民生委員・
児童委員

社会福祉
協議会 福祉施設 その他福祉 合計

東村山市 5	
（2.4）

7	
（12.3）

76	
（29.6）

6	
（17.1）

94	
（16.8）

清瀬市 1	
（0.5）

0	
（0.0）

28	
（10.9）

3	
（8.6）

32	
（5.7）

隣接市	
（東京都）

3	
（1.4）

2	
（3.5）

85	
（33.1）

1	
（2.9）

91	
（16.3）

東京都23区 42	
（20.1）

1	
（1.8）

22	
（8.6）

9	
（25.7）

74	
（13.3）

その他東京都 35	
（16.7）

3	
（5.3）

17	
（6.6）

4	
（11.4）

59	
（10.6）

埼玉県 48	
（23.0）

10	
（17.5）

8	
（3.1）

1	
（2.9）

67	
（12.0）

千葉県 10	
（4.8）

9	
（15.8）

3	
（1.2）

0	
（0.0）

22	
（3.9）

神奈川県 33	
（15.8）

19	
（33.3）

6	
（2.3）

3	
（8.6）

61	
（10.9）

その他関東 15	
（7.2）

5	
（8.8）

3	
（1.2）

3	
（8.6）

26	
（4.7）

その他 17	
（8.1）

1	
（1.8）

9	
（3.5）

5	
（14.3）

32	
（5.7）

合計 209 57 257 35 558

※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）

【表９】官公署来館件数内訳（2009年度
～ 2018年度合計）

件数
厚労省 64（24.2）
法務省 43（16.2）
その他国の機関 7（2.6）
横浜市 48（18.2）
東村山市 28（10.6）
松戸市 12（4.5）
長野県 10（3.8）
東京都 9（3.4）
神奈川県 9（3.4）
西東京市 8（3.0）
その他自治体 26（9.8）
合計 264
※（　）は％（小数点第二位を四捨五入）
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館を活用していただくための働きかけが急務なの
ではないだろうか。
　しかしその際、闇雲にアプローチを行うのでは
なく、個々の行政機関における職員研修について
の調査研究を行い、それぞれの行政機関のニーズ
と資料館が提供できるサービスがマッチするのか
どうかを検討することが重要であろう。
　一方で、地方自治体についても少数の自治体に
集中していることが指摘できる。横浜市、東村山
市、松戸市、長野県、東京都、神奈川県、西東京
市の７都県市で、〈官公署〉全体の47.0％を占め
ている。地方自治体に限れば、これら７都県市だ
けで全体の82.7％にものぼる。地方自治体は対象
が膨大な数に上るが、それだけにまだまだアプ
ローチを行う余地が大きく残されていると言えよ
う。なお、地方自治体の場合は職員研修のほかに、
自治体主催の資料館見学ツアーといったケースも
含まれている。東村山市、西東京市、神奈川県は
そのような取り組みに力を入れている。
　さて、地方自治体のなかで際立った特徴を示し
ているのが横浜市である。来館件数だけでみても
資料館地元の東村山市を大きく引き離している
が、特徴的なのはそれだけではない。すなわち、
横浜市以外で職員研修を目的として資料館を数多
く利用しているのは厚労省、法務省、東村山市、
松戸市であるが、それらはいずれも新人職員全員
に一斉に研修を受けさせるか、人権等を担当して
いる部署の職員が研修を受けるというのが主な方
法である。しかし横浜市の場合は、もちろん市民
局や健康福祉局といった人権や福祉を担当する部
署も来館しているが、それ以外にも水道局、道路
局、交通局、環境創造局、こども青少年局、各区
役所等、さまざまな部署が来館している。その背
景には、横浜市におけるユニークな人権研修の方
法がある。実は横浜市では、各部署に人権研修を
行うグループが設置されており、毎年どのような
テーマで人権研修を行うのかあるいはどのような
施設等を見学するのかは、各グループの判断に委
ねられているのだという。そして、グループごと

（5）	 資料館に来館した横浜市職員からの聞き取り。

（6）	 最高裁判所Webサイト「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について」（http://www.
courts.go.jp/about/siryo/hansenbyo_chousahoukokusyo_danwa/index.html）

の自由な判断の結果として、さまざまな部署がハ
ンセン病問題をテーマに選び、何度も資料館に来
館しているのである（5）。
　以上、横浜市のようなユニークなケースが認め
られるものの、〈官公署〉について総じて言えば
国の行政機関、地方自治体とも一部への集中が顕
著である。これは逆に言えば、特定のリピーター
によって団体来館者数が担保されており、それら
の団体からは資料館を活用した人権研修が有効で
あると認定されていることを示唆している。しか
し行政、とりわけ地方自治体については、もちろ
ん地域ごとの人権課題の優先順位はあるものの、
A市（例えば横浜市）での職員研修では有効性が
認められるが、B市やC県では認められないとい
うことは考えにくい。それならば、特に地方自治
体における潜在的なニーズは相当存在していると
考えるべきであり、これまでのようにただ座して
来館していただくのを待つだけではなく、資料館
から積極的なアプローチを仕掛けていくべきであ
ろう。

11．〈司法・弁護士〉の来館状況
　〈司法・弁護士〉は主に司法修習生や裁判所職
員の研修等で利用されている。【表２】のなかで
の存在感は小さいが、現在の国によるハンセン病
問題の普及啓発が、ハンセン病国賠訴訟熊本地裁
判決に立脚しているという点をふまえると、この
グループとハンセン病問題との親和性は極めて高
い。また、職業人口が僅少であるのでここに表れ
た数字だけから多寡を判断するのは難しい。ただ、
この10年の間にこのグループにとって、ハンセン
病問題との関連においてエポックメーキングな出
来事が生じており、その影響がこの表に反映して
いるのが注目される。それは、2016年４月25日、
いわゆる「特別法廷」について違法であったとす
る報告書を最高裁判所が公表したうえで謝罪を
行ったことである（6）。その点をふまえて〈司法・
弁護士〉の推移をみると、明らかに2016年度以降
の来館件数の水準が上昇していることが確認でき
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る。全体からすれば数値的なインパクトは小さい
が、社会全体におけるハンセン病問題の動向に来
館状況が左右される分かりやすい例である。
　今年度もハンセン病家族訴訟における原告勝訴
という画期的な出来事があったので、今後しばら
くはハンセン病問題に対する法曹界の関心は高い
水準を維持していくと思われるが、それが一過性
のものとならないよう注視していく必要があるだ
ろう。

12．〈企業〉の来館状況
　【表２】ではほとんど存在感がないが、逆にそ
れゆえに今後の普及啓発の方向性という観点から
着目したいのが〈企業〉である。〈企業〉につい
ては、「提言」でも普及啓発の主体的担い手とな
るべく働きかけるべき対象として位置づけられて
いる。「提言」では、資料館等への来訪者につい
て「企業関係者が少ないとの印象がある」として
いるが、この「印象」が数字で裏付けられたこと
になる。また「提言」では、「企業の人事担当者
や研修担当者向けのプログラムを開発」しハンセ
ン病問題についての学びを企業活動に反映させる
流れを作り出すことや、業種によっては「本業に
ハンセン病問題の普及啓発を組み入れ、社会貢献
とビジネスチャンスの一石二鳥」が可能となる流
れを作り出すことなどが提案されている。しかし
これらの提案をふまえた資料館側の対応はかなり
遅れており、早急に対策を講じたうえで実行に移
す必要がある。その際、企業活動に照らしてハン
セン病問題を研修等に取り入れることのメリット
を、業種の違いに応じて資料館が説明できなけれ
ばならない。CSRやSDGs等の議論を参照してい

く必要も出てくるだろう。
　解決すべき課題は多いが、〈企業〉という集合
体でみたときの社会への影響力の大きさ、そこで
働く人たちの人数と多様性、さらにこれまで資料
館にとってほとんど手つかずの領域であったこと
（伸びしろが大きい）を鑑みると、「提言」が提案
しているような取り組みが実現した場合に得られ
る普及啓発の効果は大きいと思われる。したがっ
て、ここにエネルギーを注いでアプローチしてい
く価値は十分あるのではないだろうか。

13．平日と休日の比較
　最後に、団体来館者来館日の平日と休日（土日
祝日）内訳にも簡単に触れておく。平日2851件
（78.7％）、休日773件（21.3％）となっており、団
体来館者の多くは平日に来館している。このこと
からトータルで来館者数を増やしていくために
は、平日には団体来館者の誘致につとめ、休日に
は個人来館者向けのイベントなどを実施し、資料
館に足を運んでいただくための工夫を行っていく
ことが有効であると考えられる。

14．まとめ
　団体来館者の分類ごとの分析と、それをふまえ
た今後の課題にはすでにふれたので、まとめにか
えて【表10】をもとに近年の年間来館者３万人強
という数字について考察してみたい。2018年度に
語り部継承のためのワーキンググループが、資料
館および全国のハンセン病療養所社会交流会館の
職員有志で組織され、当事者の語り部活動を実施
している施設の調査を行った（本誌掲載、田村朋
久「ハンセン病体験者の語り部継承に関する調査

【表10】他施設との入館者数比較
施設 入館者数（年度） 所在地

ひめゆり平和祈念資料館 555,546（2017） 沖縄県糸満市
広島平和記念資料館 325,397（2018） 広島県広島市
アイヌ民族博物館 194,237（2016） 北海道白老郡白老町

四日市公害と環境資料館 50,595（2017） 三重県四日市市
水俣病資料館 42,935（2018） 熊本県水俣市

国立ハンセン病資料館 31,457（2018） 東京都東村山市
イタイイタイ病資料館 28,252（2018） 富山県富山市
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報告」参照）。この表は、その調査対象となった
施設の近年の来館者数を比較したものである。も
ちろん普及啓発の効果を単純に数値のみで測定す
ることは不適切であるが、各施設の立地条件を念
頭においてみてみると、資料館の来館者数は惨憺
たる数字と言わざるを得ない。
　例えば筆者が調査を担当した水俣病資料館には
学芸員も置かれていないし、実物資料も所蔵して
いない。しかし、年間約４万人から５万人が水俣
病資料館を訪れている。県内の小学５年生すべて
が水俣病資料館を訪問して学習するという仕組み
（肥後っ子教室）も、関係機関との連携のもとで
出来上がっている。翻って資料館には何名もの学
芸員が配置され膨大な実物資料を収集していなが
ら、そのほとんどは未整理の状態で放置され続け
ている。さらに普及啓発の主要なツールとされて
いる展示についてみても、常設展示とその図録の
内容には多くの間違いが含まれ、それが2007年の
リニューアルオープン以来放置されてきたことが
分かっている（7）。来館者数についてはまさに「待
ちの姿勢」で、来館者を増やす必要性を確認して
そのための取り組みを始めたのも「提言」が出た
あとの2018年度になってからである。ハンセン病
問題を取り巻く不規則な外部要因に頼るだけで
は、更なる来館者数の増加（普及啓発の対象の拡
大）が見込めないことは明白である。
　以上から、これまでの資料館の活動が、ハンセ
ン病問題の普及啓発という目的に照らして目的合
理性の観点から理に適ったものであったのか、何
が本来の目的でその目的に近づくためにはどのよ
うな手段が有効なのか、厳しく問い直す必要に迫
られていると言えるのではないだろうか。

（7）	 『国立ハンセン病資料館 常設展示図録 2012』については、2018年３月Webサイトで正誤表を公表（http://www.hansen-dis.jp/
pictorial_record）。常設展示室については現在見直しの作業が進められている。
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木村　哲也（国立ハンセン病資料館）

１．はじめに―問題の所在
　国立ハンセン病資料館では、2019年11月９日～
12月１日にかけて、ギャラリー展「没後60年・志
樹逸馬展」を開催した（写真①②）。この展示の
担当者として、展示をつくる過程で明らかとなっ
た事実を、本稿にまとめておきたい。
　志樹逸馬（1917 ～ 1959年）は、ハンセン病療
養所を代表する詩人である。1930年に全生病院
（現・多磨全生園）に入院したのち、1933年に長
島愛生園に転園。長島詩謡会の代表もつとめた。
長島愛生園の園内誌『愛生』等に多くの詩を発表
し、詩人の藤本浩一、永瀬清子、大江満雄や、哲
学者の鶴見俊輔らと親交を結び、高く評価されて
いる。生前、個人詩集は出されなかったが、没後、
原田憲雄・原田禹雄編『志樹逸馬詩集』（方向社、
1960年）、小沢貞雄・長尾文雄編『島の四季』（編
集工房ノア、1984年）、若松英輔編『新編・志樹
逸馬詩集』（亜紀書房、2019年）の３冊の詩集が
編まれている。神谷美恵子『生きがいについて』（み
すず書房、1966年）で詩が引用され、広く知られ

（1）	 『童謡』２冊、『詩謡集』２冊、『詩集』２冊、『詩作ノート』13冊、『感想録』８冊、『如何に生きるか』４冊、『折にふれて』１冊、『日記』
15冊、『雑』６冊。合計53冊。

（2）	 ただし、遺稿ノートの内容そのままではなく、多くの場合、詩句に改変がなされていることも判明した。志樹逸馬没後であるため本人の手に
よるとは考えられず、いかなる経緯で改変が加えられたのか、今後の研究が待たれる。

るようになった。
　今回の展示にあたっては、志樹逸馬の遺族から
遺稿ノートすべてにあたる53冊の提供を受け
た（1）。これらのノートが一般に公開されるのは、
今回が初めてである。この中には、未発表と思わ
れる詩稿も相当数見られる。すでに活字となって
発表された作品であっても、異なるバージョンが
存在し、元になる草稿を時間をかけて推敲し、清
書して仕上げてゆく過程をたどることもできる貴
重な資料群である。本稿でも、これらの遺稿ノー
トを中心的な資料として扱う。
　没後に編まれた『志樹逸馬詩集』に61篇、『島
の四季』に51篇、『新編 志樹逸馬詩集』に123篇
収録されている詩は、ほとんどが志樹逸馬の遺稿
ノートから採られており（2）、園内誌に発表された
多くの作品の大部分は初出誌に載ったきり埋もれ
たままであることも、このたびの資料調査で明ら
かとなった。志樹逸馬の詩業の全貌が明らかとな
る日は、今後に俟たねばならない。
　今回、展示の準備過程で、志樹逸馬が使用した

［論文］
よみがえるハンセン病詩人・志樹逸馬
―遺稿ノートから明らかになったこと―

写真①②　ギャラリー展「没後60年・志樹逸馬展」の展示風景とポスター
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筆名が三通りあることも確認できた。初期には、
本名の宝山良三（1935年12月～ 1948年４月『愛生』
誌で使用。以下同じ）をはじめ、卯月香（1936年
５月～ 1939年３月使用）、志樹逸馬（1937年８月
～亡くなるまで）を並行して用い（3）、当初は、詩、
童謡、民謡、小曲など、ジャンルも定まっていな
かった。『愛生』をはじめとする園内誌に発表し
た作品は、宝山良三名義25篇、卯月香名義18篇、
志樹逸馬名義213篇の合計256篇である（4）。
　本論に入る前に、これまで、志樹逸馬について
論じられた先行研究を見ておきたい。さしあたり
以下の四本を挙げることができる。
　亀田政則は、志樹逸馬を「キリスト教詩人」と
してとらえ、志樹の詩作品にいかなる宗教哲学が
織り込まれているかを解明しようとしている（5）。
ただし、志樹逸馬の作品を時系列でたどることを
していないため、志樹作品の変化の相を理解する
には課題が残るものである。
　込山志保子は、遺族から提供を受けた遺稿ノー
トを通して初めての分析を行い、志樹の詩の表現
の特徴を、「生命（いのち）と死」「自らの存在と
価値」「孤独とユーモア」「自然界の見つめ方」「直
喩と暗喩と散文」「逸馬のイエス」の６点にまと
めて見せた（6）。今後も志樹作品を論じるうえで参
照されるべき論点である。しかし込山は、志樹に
とって重要だと思われるハンセン病そのものの影
響を「私には、その議論を論じるにふさわしくな
いように思う」として、検討から外している。志
樹作品とハンセン病との影響関係については、未
検討の課題として残されている。
　宮下祥子は、生涯にわたってハンセン病者と親
交があったことで知られる哲学者の鶴見俊輔に焦
点を当て、志樹逸馬との具体的な交際のありよう
を論じている（7）。やはり遺族から提供を受けた遺

（3）	 『ハンセン病文学全集７　詩二』（皓星社、2004年）巻末の「著者紹介」に、「志樹逸馬」「宝山良三」以外の筆名として「宝山良一」が挙げ
られているが、掲載誌及び作品名は確認できなかった。

（4）	 『志樹逸馬詩集』（方向社、1960年）所載の原田憲雄・原田禹雄「あとがき」で、志樹逸馬が作品を発表した園内誌として挙げているうち『愛
生』『多磨』（『山桜』を含む）、『菊池野』（ただし、作品発表があるのは『桧の影』）『姶良野』『高原』には作品が確認できるが、『楓』『青松』
には作品が確認できなかった。

（5）	 亀田政則「志樹逸馬の〈言語宇宙〉－≪根拠≫への憧憬と讃美」（『キリスト教的言語行為』勁草書房、1993年）。

（6）	 込山志保子「志樹逸馬の詩にみる信仰－こころのことばをきく」（『恵泉アカデミア』第10号、恵泉女学園大学人文会、2005年12月）。

（7）	 宮下祥子「鶴見俊輔のハンセン病者との関わりに見る思想－1953～ 1964年を中心に」（『同時代史研究』第10号、同時代史学会、2017年）。

（8）	 前掲、宮下「鶴見俊輔のハンセン病者との関わりに見る思想」にて引用されている廣川和花「ハンセン病史研究のパースペクティヴ－書評へ
のリプライにかえて」（『歴史科学』2013年１月）中の言葉。

（9）	 若松英輔『詩と出会う　詩と生きる』（NHK出版、2017年。増補版、2019年）。

稿ノートを通して、当初は相互理解に齟齬が見ら
れた二人が、やがて信頼関係で結ばれるまでの過
程を時系列でたどり、両者の交渉の具体的様相を
明らかにした。「ハンセン病問題研究が閉じられ
た世界で完結しているという問題点」（8）を乗り越
える試みとして、療養所の外部の知識人との相互
交渉を新たなテーマとして提示している。また、
志樹逸馬を理解するうえで時間軸を最初に持ち込
んだ研究ともいえる。
　若松英輔は、長島愛生園の精神科医であった神
谷美恵子に影響を与えたハンセン病者の代表とし
て志樹逸馬を取り上げ論じている（9）。神谷美恵子
という非病者の知識人が、ハンセン病者である志
樹逸馬からいかに学び、影響を受けて自らの思索
を深めたかを指摘している。こうした見方は、私
たち非病者の側がハンセン病問題からいかに学び
得るかという点で、今後ますます重要になると考
えられる。
　以上の先行研究の検討を通して、本稿のねらい
を以下のように定めることができる。①志樹逸馬
の詩作の過程を、時系列を意識してたどり直すこ
と。②志樹逸馬の詩に、ハンセン病の影響がどの
ようにあらわれているかを検討すること。③志樹
逸馬と交際のあった非病者との相互影響を明らか
にすること。以上の三点である。

２．1949年の転機
　志樹逸馬の詩作は、18歳になる1935年あたりか
ら始まる。当初は、先に見たとおり三つの筆名を
用い、童謡・民謡・小曲・詩と、ジャンルも定まっ
ていなかった。しかし32歳となる1949年から、筆
名は志樹逸馬のみの使用となる。この時点で、詩
人・志樹逸馬が誕生したといっても過言ではない。
この事実に注目して志樹逸馬が論じられたこと
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は、これまでなかった。
　もっとも、以下に見るように、志樹逸馬の周辺
にいた人たちのあいだで、そのことが意識されて
いなかったわけではない。
　例えば、『愛生』1949年８月号より詩の選者を
つとめた永瀬清子は、志樹逸馬の追悼文のなかで、
次のように志樹作品の詩風の変化を述べている。
「私が見はじめたはじめの頃は、エネルギツシユ
な詩、又いかにも病とあらがう感じの見えている
詩がありました。しかしその頃が曲がり角で、志
樹さんの詩は非常に内面的なものになり（以下
略）」（10）。
　また、愛生園の入所者で、詩の後輩であった島
田等は、志樹の追悼文のなかで、彼が「異例に長
い」「詩的経歴」を持ちながらも、「詩の中に自己
を確立」したのは、「それは戦後数年をへた昭和
二四、五年以後である」と、永瀬とほぼ一致した
見方を示している（11）。
　永瀬清子・島田等が共通して指摘している1949
年前後の変化について、本稿では、具体的な詩作
品を取りあげて検討してみたい。

（10）	 永瀬清子「志樹逸馬さんの死を悼む」（『愛生』1960年３月号）。

（11）	 島田等「共感と不満－志樹逸馬から受くべきもの」（『愛生』1960年３月号）。

（12）	 前掲、亀井「志樹逸馬の〈言語宇宙〉」。

（13）	 前掲、島田「共感と不満」。

３．病いとの格闘―詩「班斑の譜」創作
過程
　志樹逸馬がハンセン病にこだわり、病いとの闘
いを主題に多くの詩作をしていることは、複数の
指摘がある。亀井政則は、「二十八年間」「癩者」「ラ
イ者のねがい」「ハンセン氏病者のねがい」「肉体
と心」といった詩を取りあげ、直接・間接にハン
セン病に深く影響された表現に注目している（12）。
　また、島田等も、志樹逸馬の追悼文のなかで、「か
れを詩にかりたてた根源的な衝動を仮定すれば、
それは神でも愛でもなくらい

4 4

であった」と指摘し
ている（13）。
　しかし、その両者に、時系列を意識した実証は
ない。本稿では具体的な作品を取りあげ、創作過
程に注目しながら、志樹逸馬作品とハンセン病の
影響関係を明らかにしてみたい。
　ここで取り上げるのは、1949年前後に複数のテ
キストが残る詩「班

はん

斑
もん

の譜」という作品である。「班
斑」とは、化学療法による治療を受ける以前に特
有のハンセン病の皮膚症状である。「斑紋」と書
くのが一般的だが、本稿では志樹逸馬の表記にな

写真③④　詩「班斑」草稿（『詩作ノート３』1948年秋～ 1949年春）
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らって「班斑」と記す。
　志樹逸馬の遺稿ノートのうち、『詩作ノート３』
（1948年秋～ 1949年春）には、「班斑」というタ
イトルの草稿が残されている（作品①）（写真③
④）。これが、この詩に関する初出である（14）。
　なお、推敲の過程がわかるように、ノート中、
斜線で抹消されている箇所は、取消線で示すこと
にする。また、［　　］は筆者の注記である。
　ここには、志樹の思考や感情の揺れを示すよう
に、かなり錯綜した推敲の跡が見られる。
　この詩はやがて、「班斑の譜」と改題されて、『愛
生』1949年４月号に掲載される（15）（作品②）。藤
本浩一の選で「三席」に入選している。
　先のノートの草稿と比べると、整序されてはい
るが、「肉体に住む黒蜘蛛」「皮膚より噴く毒気」
「癩」といった字句が並び、「愛すべきか？」とい
う迷いともとれる自問がなされる。何よりも、ハ
ンセン病特有の皮膚症状である班斑は、「生きて

（14）	『詩作ノート３』（1948年秋～ 1949年春と表紙にある）。このノートのほかに、『詩集　その三』（1948年11月と表紙にある。『愛生』
1949年４月号に掲載されたバージョンの清書）、『詩集　その四』（1952年と表紙にある。『いのちの芽』に掲載されたバージョンの清書）
のノートが残されている。

（15）	 志樹逸馬「班斑の譜」（『愛生』1949年４月号）。

（16）	 大江満雄編『いのちの芽』（三一書房、1953年）。

いる」のである。いまだに深刻な病いとの格闘の
場から、この詩が生み出されていることがわかる。
　さらにこの作品は、大江満雄編『いのちの芽』
（三一書房、1953年）に収録される。ちなみに『い
のちの芽』とは、らい予防法闘争のさなかに刊行
された全国のハンセン病療養所の73人の詩人たち
の作品をおさめた合同詩集で、志樹逸馬は参加者
のなかでは最多の18篇の詩が採用されている。そ
の最初の一篇をこの詩が飾った。そのさい、次の
ような改変がなされた（16）（作品③）。
　前出のまがまがしい語句や迷いの言葉はすべて
削ぎ落とされ、わずか６行に整序されたかたちに
結晶している。病いとの格闘のさなかから詩を生
み出すというよりは、「しずかに読んでいる」自
己を遠隔から見つめるような変化が見られる。
　永瀬清子が指摘するように、「いかにも病とあ
らがう感じ」だったものが、「非常に内面的なも
のにな」っていることがわかる。
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　この時期の前後、彼の身上に何が起こったので
あろうか。
　ハンセン病との格闘にあたり、決定的な出来事
として、プロミン治療開始が挙げられる（17）。プロ
ミンはハンセン病の治療に効果を示した最初の化
学療法薬で、これによって、班斑のような皮膚症
状は急速に消滅することとなった。
　志樹逸馬による自伝的エッセイ「いかに生きる
か」（『思想の科学会報』1958年１月20日）の1949
年（月不明）の項目に、「新薬プロミン」につい
ての記述が登場する（18）。「治療室で、私は蒼い静
脈から冷たく腕に流れ込む透明な液体を凝っと見
守る。ああ、そのどんな小さな灯でもいい、それ
は数千年口を緘していた化石のつぶやきにもひと
しい喜びなのだと思う」と、その喜びを表現して
いる。また同年10月、「菠薐草を煮たり洗濯をし
たり、はじめて体が軽く動けているのに気がつく。

（17）	 多磨全生園入所者の詩人・歌人の光岡良二は、1949年に入るとプロミン治療をテーマとした短歌が多くなることを指摘し、敗戦とプロミン
による精神的・肉体的な解放のうえに患者と療養所の「戦後」が拓かれてゆくと述べている（光岡良二「書誌・『多磨』五十年史　連載第30回」
『多磨』第55巻第６号、1974年６月）。この文献は、星名宏修氏のご教示による。記して感謝申し上げる。

（18）	 志樹逸馬「いかに生きるか」（『思想の科学会報』1958年１月20日）。

（19）	 志樹逸馬「プロミン」（『詩作ノート３』1948年秋～ 1949年春と表紙にある）。

（20）	 志樹逸馬「プロミン」（『愛生』1951年12月号）。

プロミンが効いて来たのだと思う」と、治療効果
の実感を記している。
　志樹はまた、「班斑」の最初の草稿が書かれた『詩
作ノート３』（1948年秋～ 1949年春と表紙にある）
の中で、「班斑」よりも早い段階で「プロミン」
という詩の試作を４頁にわたって書きつけてい
る（19）。「快くなるだろうか？…私も/新薬・プロミ
ン注射/（悪魔がどこかで嘲笑っている）」の書き
出しからなるこの詩は、やはり病いとの格闘を主
題としている。この詩はそのままのかたちで発表
されることはなかったが、やがて「プロミン」と
いう同題の詩が、およそ２年後の『愛生』1951年
12月号に発表された（20）。この作品では、プロミン
治療によって、ハンセン病との格闘は、すっかり
「振りかえる過去」の話としてうたわれている。
　1948年秋～ 1949年春の草稿「班斑」、1949年版
「班斑の譜」（『愛生』）に見られた禍々しい字句、
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錯綜した思考過程は、そのまま化学療法以前のハ
ンセン病との格闘を意味しており、治療効果があ
らわれて以降、それらの迷いをあらわす語句はき
れいに消え、最終的にはわずか６行の完成形とし
て1953年版「班斑の譜」（『いのちの芽』）として
発表されたのである。
　転機となったプロミン治療が始まった1949年と
同年、『愛生』誌は、詩人・永瀬清子を詩の選者
として迎える。筆名を「志樹逸馬」のみに定める
のも1949年からのことである（21）。
　「班斑の譜」の創作過程における変化を、1948年・
1949年・1953年とたどってきた。この作品を仕上
げる試行錯誤を通して、詩人・志樹逸馬としての
誕生を見ることはできないだろうか（22）。

４．大江満雄との交流の軌跡－詩「癩者」
創作過程
　志樹逸馬は生前から、園外のさまざまな人に見
いだされ、親交を結び、自身の文学を育んでいっ
た（23）。本稿では、詩人・大江満雄との交流の一端
を、詩「癩者」完成までをたどることで見てみよ
う（24）。
　この作品の遺稿ノートにおける初出は、『詩集
　その三』（1948年）所載の「癩者は生きている」
である（25）（作品④）。この草稿には、詩句のとこ
ろどころに、志樹逸馬自身が「　」でくくった形
跡があり、これは抹消して読まないと意味が通じ
ないと考え、本稿では意味が取りやすいように、
取消線を加えたことをお断りしておく。
　この作品は、初めて活字化されるにあたって、

（21）	 前掲、込山「志樹逸馬の詩にみる信仰」のなかで、「志樹逸馬」の筆名の意味を「死期何時迄」、「つまり自分の死期が何時で、何時迄生きる
のかという意味の当て字ではないか」という推測を、志樹の遺族・河内山耕氏が述べており、示唆的である。

（22）	 本文で述べたことのほかに、志樹逸馬の略歴の中で特に重要な出来事として、少し早い時期のことではあるが、1942年１月、クリスチャン
で歌人の治代と知り合い、キリスト教教会に入会し、同年５月15日に結婚していることが挙げられる。志樹逸馬の詩はキリスト教の信仰か
ら多大な影響を受けているが、この主題については、前掲、亀田「志樹逸馬の〈言語宇宙〉」に譲る。

（23）	 今回の展示では、代表的な４人の人物、藤本浩一、永瀬清子、大江満雄、鶴見俊輔を中心に、交流の軌跡をたどった。４人それぞれの志樹逸
馬評と、志樹の側から、それぞれの人物とのかかわりを記述した自筆ノートもあわせて展示することで、相互の影響関係をさぐった。

（24）	 ハンセン病文学史上における大江満雄の役割の重要性については、木村哲也編『癩者の憲章―大江満雄ハンセン病論集』（大月書店、2008年）、
木村哲也『来者の群像―大江満雄とハンセン病療養所の詩人たち』（編集室水平線、2017年）を参照のこと。

（25）	 志樹逸馬「癩者は生きている」（『詩集　その三』1948年）。

（26）	 志樹逸馬「癩者は生きている」（『愛生』1950年５月号）。

（27）	 大江満雄「詩集『いのちの芽』と予防法改正運動」（『愛生』1953年10月号）。ちなみに他園の委員は、多磨全生園・厚木叡、国本昭夫。菊
池恵楓園・重村一二。星塚敬愛園・島比呂志。大島青松園・中石としお、恵美かおる。栗生楽泉園・谺雄二。

（28）	「国本」が誤植で「岡本」となっている。

（29）	 大江満雄「来者は追うべし」（『つくられた断層』長島愛生園患者自治会文芸協会、1968年）。

（30）	 前掲、大江「詩集『いのちの芽』と予防法改正運動」。

推敲の手が入り『愛生』1950年５月号に発表され
た（26）（作品⑤）。
　最終的にこの詩は、やがて大江満雄編『いのち
の芽』（三一書房、1953年）収録にあたって詩句
が整理され、「癩者」と改題された（作品⑥）。
　この三つの異なるバージョンの作品を時系列で
比較すると、前項で見た「班斑の譜」と同様、ハ
ンセン病との格闘の表現が、徐々に整序されたか
たちにまとめられてゆく変化の過程が確認でき興
味深いが、ここでは大江満雄という外部の詩人と
志樹逸馬との相互の影響関係の過程をたどる事例
として取り上げてみたい。
　『いのちの芽』は、大江満雄が編集にあたり、
各園を代表する編纂協力委員を置き、長島愛生園
では志樹逸馬が森春樹とともにその任にあたっ
た（27）。また、『いのちの芽』の巻末には大江によ
る「世界の癩に関する年譜」が収録されており、
志樹は、多磨全生園の国本昭夫（国本衛）ととも
に資料提供で協力している（28）。志樹の日記には、
『いのちの芽』編集の過程で、大江とのあいだに
頻繁な手紙のやりとりがあったことが記されてい
る。
　もともとこの合同詩集は、大江によって『来者』
という書名が予定されていた。「来者」とは、「来
たるべき者」の意味で、ハンセン病者を、我々に
未来を啓示する存在であると考えた、大江による
造語である（29）。しかし、出版社側の意向で、『い
のちある限り』が提案された。大江はこれを退け
て、『いのちの芽』という書名に落ち着いた経緯
がある（30）。
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　この『いのちの芽』の書名は、戦後のハンセン
病詩人たちの作品に、「芽」という語句がよく出
ることに大江満雄が敏感に気付いたことが背景に
あった。大江は当時、ハンセン病者の詩について
論じた文章で次のように述べている。

　「（戦後のハンセン病者の詩には）このように
『芽』という言葉がよく出ます。とくに『芽』と
いう言葉が戦後に、出たわけでないとしても、戦
後の芽生えているものに非常にちがうものがある
ということは大きな事実です」（31）。

　実際、『いのちの芽』には、「せめて/指よ/芽ば
えよ」（森春樹「指」）、「清厳な/緑の生命/の芽」（中
本一夫「萌芽」）、「スプンで種を蒔き、/あしたへ
の芽生えを待ってきた」（森中正光「指」）のよう
に、一瞥しただけでも「芽」という語句を用いた
詩を多く見つけることができる。
　志樹逸馬も、「癩者は生きている」で、「すこや
かな生命の芽よ、延びないか」とうたっており、『い
のちの芽』という詩集全体のタイトルは、この志

（31）	 大江満雄「ハンゼン氏病者の詩」（『芽』〔第２次『思想の科学』〕1953年５月号）。

樹の「生命の芽」という詩句からとられたのでは
ないかという推測が成り立つ。
　また、『いのちの芽』の帯文は、以下のとおり
である。

　「癩者は生きている。地の果の死をこれほどま
じかに見つめ、人間の厭悪をこれほど身じかに感
じながら、それでも、彼らは、なお、人間の生と
愛情を歌わずには生きていられない。/こんなに
も微かな生の芽ばえに、誰がこれほどの喜びを歌
いあげたであろうか。そこには生を病む現代人間
社会を救済する健康な病理学がある。/癩者は生
きている。そしてその眼は、政治を直視し、人間
のゆくえと、作らるべき未来の社会をじっと見つ
めている」。

　この帯文を大江が書いたかどうかは断言できな
いが、「癩者は生きている」という志樹作品のタ
イトルとまったく同一の表現が二度繰り返されて
おり、また「生の芽ばえ」という「芽」を含んだ
語句も挿入されていることから、無関係とは考え
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。
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られない。『いのちの芽』のコンセプト自体を、
大江は志樹との交流から構想した可能性を指摘し
ておきたい。
　この間の事情を示す資料を、志樹逸馬の日記や
遺稿ノートに見出すことができる。

　「大江先生から小生の詩　非常にいいものがあ
るとほめられる。癩者の詩、これを中心にぜひ出
させて欲しい　六篇以上出したいと　一篇が原則
であるにもかゝわらず力を入れ激励して下さ
る」（32）。

　「大江満雄先生が「ラ
マ

イ
マ

者は生きている」（二十四
年作）に最も興味をもたれたと聞きうれしかった。
（略）「癩者は生きている」との叫んだ声にそうだ
と深くうなづかれ、更に前への方向をうながされ
た気がした」（33）。

　これらの記述からは、大江満雄が、志樹逸馬の
作品の中では「癩者は生きている」ないし「癩者」
の詩に注目して高く評価していたことを知ること
ができる。
　さらに興味深い記述がノートには残されてい
る。志樹は、大江から届いた書簡をそのつど筆写
しており、そのなかでも大江が志樹作品のなかで
は「癩者」を高く評価し、この作品のタイトルに
は、「来者」がふさわしいと述べている箇所があ
るのだ。

　「詩集「いのちの芽」－来者のため　私のため
　大江満雄先生から寄せられた手紙…
一九五二年十一月　非常によい詩がありました。
（略）
　「癩者」は内容がよいと思います。（略）題のつ
け方、あまり内在論的です。あなたには超越性が
あるのですから題は癩者とせずみつめている世界
を書く方がよいと思います。（略）むしろ「来者」
が適当と思います。私が「来者」と題名つけたの

（32）	『日記』（1952年11月25日）。実際には志樹逸馬の詩は、『いのちの芽』の参加者では最多の18篇が掲載された。

（33）	『詩作ノート13』（1955年６月～ 1956年５月）。

（34）	『凡人調』（1952年11月）。

（35）	 志樹逸馬「来者」『詩集　その四』（1952年）。

は癩者たちは決して苦悩だけ呪詛だけ感傷だけで
低回していないと思ったからです。苦悩を示し乍
らかような超越性未来性を示しているところに今
日の詩人の姿があると思います」（34）。

　特に後半の、「癩者たちは決して苦悩だけ呪詛
だけ感傷だけで低回していないと思ったからで
す。苦悩を示し乍らかような超越性未来性を示し
ている」という大江の言葉に、ハンセン病者たち
を「来者（来るべき者）」と発想した根拠の一端
を見ることができる。
　「癩者」というタイトルは、「来者」とするのが
ふさわしいとする大江の示唆に従って、最終的に
タイトルを「来者」と改めて清書された作品の存
在が、このたび遺稿ノートから判明した（写真
⑤）（35）。『いのちの芽』に載った「癩者」とほぼ同
内容ではあるが、「来者」のタイトルでは未発表
のままとなった作品である。「癩者は生きている」
の草稿（1948年）、「癩者は生きている」『愛生』
初出（1950年５月号）、「癩者」『いのちの芽』掲
載（1953年）の過程で、産み落とされた幻の詩「来
者」（1952年）の詩稿が、今回の展示で初めて陽
の目を見ることとなったのであった。

　これはたんに、外部の「指導者」によってハン
セン病療養所の詩人が「指導を受け、救われた」
という一方的な関係ではなく、大江の側もまた志
樹に影響を受けて自らの思索を深めていくとい
う、相互影響の所産として理解されるべき事象で
はないだろうか。「癩者」創作過程が示している
のは、ハンセン病者を「憐憫」の対象として関係
を固定化してとらえる「救癩」とはまったく別の
事実なのである。
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５．おわりに―志樹逸馬の再発見に向け
て
　本稿では、これまで十分に明らかにされてこな
かった以下の三つの課題に挑んだ。①志樹逸馬の
詩作の過程を、時系列を意識してたどり直すこと。
②志樹逸馬の詩に、ハンセン病の影響がどのよう
にあらわれているかを検討すること。③志樹逸馬
と交際のあった非病者との相互影響を明らかにす
ること。
　その結果、「班斑の譜」や「癩者」といった具
体的な作品の複数の異なるバージョンの作品を時
系列にたどることで、志樹逸馬がハンセン病との
格闘という主題を、プロミン治療をへることで解
決して以降、やがて詩人としての完成に向かい、
その推進力に、大江満雄という外部の詩人との交
流が大きな役割を果たしていた過程を明かにでき
たのではないかと考える。以上のことは、1950年
代に入って傑作群を生み出す詩人・志樹逸馬の誕
生にとって、欠かすことのできない要因となった
のである。
　今後、志樹逸馬への注目が広がれば、彼に「ハ
ンセン病文学」や「ハンセン病詩人」というレッ

（36）	 前掲、亀田「志樹逸馬の〈言語宇宙〉」。

（37）	 前掲、島田「共感と不満」。

（38）	 ギャラリー展開催、及び本稿執筆にあたり、志樹逸馬の遺族・河内山耕氏には遺稿ノートの提供をはじめ多大な協力を得た。記して感謝を申
し上げる。

テルを貼ることなしに、詩人としての評価が進む
ことも予想される。しかし、彼がハンセン病と格
闘し、もがき苦しむ過程を経なければ、1950年代
の詩人としての文学的達成はなかったというの
が、本稿の明らかにしたところである。
　論じ残したことは多いが、やはりキリスト者と
しての「信仰」との関わりについて付言しておき
たい。すでに亀田政則が先行研究で明らかにして
いるように、志樹逸馬が「あるがままの自己」を
「キリストに委託して生きる道を見出」す過程
も（36）、本稿で試みたように、遺稿ノートと発表さ
れた作品とを併せて時系列でたどることで、より
深く理解出来るのではないだろうか。
　また、島田等が、志樹逸馬に対して「らい

4 4

の現
実を動し難いもの

4 4 4 4 4 4

として固定的に認識し」てい
る（37）、と批判的に述べている論点についても同様
に、没歴史的に理解するのではなく、時系列で動
的にとらえ直す余地を残していると考えられる。
　本稿が、志樹逸馬という60年前に没した詩人の
作品を現代によみがえらせ、未来の読み手に新た
な発見をうながす一助とすることができたなら幸
いである（38）。

写真⑤　未発表の詩「来者」（『詩集　その四』1952年）
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金　　貴粉（国立ハンセン病資料館）

はじめに
　日本には現在、全国に14 ヵ所のハンセン病療
養所（国立13 ヵ所、私立１ヵ所）がある。全入
所者数1,215名（2019年５月時点）の内、朝鮮人
入所者は52名（男性23名、女性29名・2018年11月
時点）を数える。
　全生病院（現・多磨全生園）の年報によると、
1922年には朝鮮人１名の入所記載があり、1909年
開設の13年後にはすでに朝鮮人が入所しているこ
とがわかる。同じく1909年開設の外島保養院（現・
邑久光明園）、第四区療養所（現・大島青松園）、
九州癩療養所（現・菊池恵楓園）でもそれぞれ
1923年から1926年の間にすでに朝鮮人が収容され
ていたことが各園の『年報』によって確認できる。
長島愛生園の療養所史である『隔絶の里程』によ
ると、外国人患者（主に朝鮮出身）は、開所した
1931年には15名だったが、1948年には107名にも
上り、当時の長島愛生園全入所者の7.8%を占めた。
　全療養所の朝鮮人入所者数も1962年時点で716
名にのぼった（1）。入所者数はその後、減少してい
くが、その割合は1971年まで６パーセント前後を
維持していたのである（2）。
　一般の日本社会に比べ、ハンセン病療養所にお
ける朝鮮人入所者数の割合は高かった。
　多くの朝鮮人が日本のハンセン病療養所に入所
した経緯について、『隔絶の里程』には次のよう
に記されている。

「戦前、朝鮮出身者のほとんどは労務者とし
て故国を離れた人々であり、強制連行されて
きた者も多い。なかには家族も知らぬうちに
田んぼから拉致され、釜山港から麻縄で数珠
つなぎされてきた者もいた」（3）

（1）	 『在日朝鮮人ハンセン氏病患者同盟支部報』第51号、1962年11月３日発行。

（2）	 金永子「ハンセン病療養所における在日朝鮮人の闘い―「互助会」（多磨全生園）の活動を中心に―」四国学院論集第111・112号、2003年、
109頁。

（3）	 長島愛生園入園者自治会編『隔絶の里程』、1982年、156頁。

（4）	 山田ゼミナール編『生きぬいた証に』緑陰書房、1989年、iv頁。

　「労務者」として苛酷な労働を強いられた人び
とがハンセン病に限らず、病にたおれたのは想像
に難くない。ハンセン病は、らい菌による慢性の
感染症であるが、その感染や発病には環境が大き
く影響する。このことからも、ハンセン病患者に
朝鮮人が多かった理由は、日本史研究者の山田昭
次がすでに指摘する通り、「日本帝国主義の苛酷
な収奪」により、朝鮮民衆の生活が「低く押し下
げられていたから」（4）であると考えられるのであ
る。
　多磨全生園入所者自治会発行の『倶会一処』に
は、「戦後起こったハンセン病療養所に住む在日
朝鮮人の問題の中でも、出入国管理令による「ら
い患者の強制送還」と、祖国の分断による一時的
な思想対立、さらに1959年の国民年金法施行後10
余年にわたって闘われた差別撤廃のための処遇改
善運動が辛く、忘れられないことであった」とあ
る。解放後も朝鮮人入所者の苦難は終わらず、長
く続くことになったのである。
　従来の研究では、在日朝鮮人患者・回復者運動
の主な担い手は男性であったため、女性入所者の
状況について当事者の証言以外では、ほとんど明
らかにされてこなかった。
　はたして、療養所に入所せざるをえなかった在
日朝鮮人女性たちは、ハンセン病政策や植民地支
配下で、どのように生き抜いてきたのだろうか。
また、そこにはどのような思いがあったのだろう
か。本稿の目的はその解明にある。これまでの証
言や文章に残された記録などをたどり、その片鱗
について明らかにしていきたい。

１．発病と入所に至る経緯
　岡山県に位置する国立療養所邑久光明園は、元

［論文］
ハンセン病療養所における在日朝鮮人女性
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来、大阪にあったという経緯もあり、在日朝鮮人
の割合が高い療養所としても知られている。1962
年の邑久光明園の統計では、全入所者900名中、
約120名が朝鮮人であり、全体の１割以上を占め
ていた。
　そこに住む在日朝鮮人によって「在日ハンセン
病患者が辿った苦しみを書き、世に訴えるため」（5）

に1959年に生み出されたのが『孤島』という聞き
書き集である。『孤島』は、年金登場による経済
格差が可視化される中、直接交渉と並行して在日
ハンセン病患者が辿った苦しみを書き、世に訴え
るということを行うことが主張され、聞き書き集
として結実するに至ったのであった（6）。そこには
数名の女性の貴重な証言も収録されている。果た
して、女性入所者の発病と入所に至る経緯はいか
なるものであったのだろうか。その点について、
ここから見ていくこととする。
　金玉先は1920年に生まれた。兄弟は兄、姉、弟、
妹の５人おり、父は渡日した。９才の時、母を亡
くし、祖母の元で育てられたが、１年後に栄養失
調のため弟と妹を亡くす。その後、兄は養子に出
され、姉は結婚をして日本に渡った。14才の時、
祖母を残していくことに心を痛めながらも生活の
ため、姉の招きで日本に渡り、その後17才で結婚
した。
　1938年頃、白い斑点が出るので病院に行ったと
ころ、ハンセン病であると診断される。結婚後、
二人の子供も授かったが、まだ５才の女の子と３
才の男の子を残して1941年２月17日、療養所に入
所させられたのである。療養所では、夫や子供の
ために全快を信じながら一生懸命治療に励んだ。
戦時下で食料も不足する中、山の開墾や松根掘り
などの重労働に日本人、朝鮮人に関わらず心を合
わせて朝から晩まで励み続けた。
　しかし敗戦後、入園当時とは全く異なり、自分
でも信じられないほど不自由な重症者になってし
まった。顔や手足も生きているのが不思議なほど、
変わってしまった。1947年に夫が突然面会に来た
が、自分であることを認識してもらえないほどで

（5）	 崔南龍「復刻にあたって」『孤島』解放出版社、2007年、260頁。

（6）	 崔南龍、前掲、260頁。

（7）	 金玉先「遠い雲」国立療養所邑久光明園韓国人互助会『孤島』韓国人ハ氏病療養者の生活を守る会、1961年、21頁。

あった。夫は一緒に韓国へ帰るつもりであったの
だが、その姿を見て、子供だけを連れ帰るといい、
病気が良くなったら迎えに来ると言ったが、その
後、消息が途絶えてしまった（7）。
　金は、同じ同胞患者の姿を見ながら次のように
語る。

「生活に追われて日本に渡って来て、十分な
生活を築くいとまもないままに、真っ黒な絶
望の世界へ投げ込まれた韓国人患者達の生活
の事が、私の胸にいいようのない孤独感をさ
らに強めて私はやり切れない苦しみに発狂し
そうになりました。」

　このように、夫や子供をおいて、入所しなけれ
ばならない若い入所者は少なくなかった。「発狂
しそうになりました」という言葉から、いかに彼
女が絶望の中に置かれたかということがわかる。
それが、少しでもましな生活ができることを期待
して渡ってきた朝鮮人の姿と重なり、さらなる孤
独に追い込まれていったのだろう。
　植民地であった朝鮮では、日々の生活を送るこ
とさえも容易なことではなかった。それは多くの
朝鮮人同様の体験であるが、たった一人の祖母を
残していくことに心を痛めながらも、生きていく
ためにそうせざるを得ない自らの現実、そしてハ
ンセン病の発病という現実は、彼女の人生を底知
れぬ塗炭の苦しみに陥れることになった。
　また、発病と入所は、家族の人生をも激しく翻
弄した。５才と３才のまだ幼い子どもをおいて入
所しなければならなかった彼女の思いはいかほど
であったろうか。
　在日朝鮮人女性の具南順は、発病と入所前の状
況について次のように語っている。具南順は、19
歳の時に年老いた父母に連れられて入所した。
　具は入所以前に自殺を思い詰めて、母の留守中
に塩酸を飲んで多量の血を吐いたのであった。ハ
ンセン病が「癩」と呼ばれていた時代、その告知
は「癩の宣告」とも言われ、社会的な死を意味す
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るほどの衝撃を患者やその家族に与えた。発病に
より、自殺を考えなかった者がいないとも言われ
る。具はその時の状況を次のように語る。

「私が発病したために母はすぐ下の弟を連れ
て私と３人で父や家族と別居しました。それ
は夜逃げ同様にして、誰も知らない土地へ
移ったのですが、そこで私はエン酸を呑んで
自殺を計ったものの死に切れずに、この島の
療養所へ渡って来たのですから、もし仮に全
快治癒したとしても一般社会へは帰る決心が
つかなかったかも知れません。」（8）

　その後具は充分に治りきっていないため、入所
して一週間位は、食事をとることもできなかった。
回復後は何とか生きるために、必死で薬を求めた
のであった。
　さらに具を苦しめたのは、周囲の入所者たちの
姿であり、「治らない」ことへの苛立ちと絶望で
あった。具は続けて次のように語っている。

「自分の周囲の人が一夜のうちに全く変貌し
てしまう姿を目の当たりにして、その生地獄
から逃れるために、あらゆる努力を重ねたの
です。大風子油を多く注射することによって、
それがそのまま治癒につながるとは決して
思ってはいませんでしたが、しかし、じっと
狂い死にを待っている事は出来ませんでし
た。」

　たとえ、大風子油が治癒にそのままつながると
は思ってはいなくても、わずかなことでもしない
ではいられない彼女の焦燥感が読み取れるのであ
る。
　多磨全生園に入所していた金昌壬もまた、1937
年、16歳で結婚し、翌年女の子を授かったが、そ
のわずか１年後に発病した。夫婦が一緒に暮らし
ていては、この病気は治らないと言われ、夫は外

（8）	 具南順「一人の女」、『孤島』国立療養所邑久光明園韓国人互助会、1961年、64頁-65頁。

（9）	 「苦難の中のオモニの愛」（金昌壬（述）、山田昭次（記録））立教大学史学科山田ゼミナール『生きぬいた証にーハンセン病尾療養所多磨全生
園朝鮮人・韓国人の記録』緑蔭書房、1989年、179頁-180頁。

で働くようになり、その後音信不通になってし
まったのである。金はその後、太平洋戦争下で食
糧の配給も少なくなり、薬代もままならず困り果
て、警察に言って療養所に入ることを決心したの
であった。幼い子供を母親にあずけ、全生園に入
所したのは1942年のことであった。おいてきた母
親と子供を心配しながらも療養所に隔離されてい
るために、どうすることもできなかった。母親の
看病が必要になった際も外出することもできず、
やむを得ず「逃走」したために監禁室に入れられ
たのである（9）。
　懲戒検束権が存在していた療養所では、子供や
親に会うために外に出ることも「罪」とされた。
不条理な思いを抱えながら不安の中で、必死に家
族のために行動を決断した彼女の姿が浮かび上が
る。
　また、入所者の中には、子供時代に入所した人
もいた。現在、邑久光明園に入所している許慶順
は、入所経緯について次のように語っている。

「小学校四年生の夏休みの時に学校で検診が
あるんよね。そしたら眼科の先生が私の手を
見て、「ちょっと」と言われて。そしてあん
た帰りなさいというねん。もうあんた学校来
なくていいよ。と言われた。私は「学校こな
くていいんやな」と喜んで帰ったん。そした
らそれからは衛生課の人が毎日来て、ここへ
いくようにいわれた。それを両親が反対して。
いろんな方法で拒否したんよ。あの時代は強
制収容だからNOとはいえないもんね。それ
で、11歳の夏に８月の14日やったかな。昭和
19年。大阪駅で待ち合わせして。そしたら18
歳くらいの男の人やったかな。女の人と。３
人でね。お召し列車でね。その時は母と、母
の従兄弟と、大叔父さんと妹と私と４人で。
電車の中では子ども同士、お手玉して遊んで
たん。衛生課の方がむこうへいったら遊ぶと
ころもあるし、２，３年たったら帰れるで
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しょ。といわれたからね。親はそれを信じた
んやね。」（10）

　11歳で親元から引き離され、入所することに
なった許は、結局、当時の衛生課担当者から言わ
れた２、３年で帰ることができなかった。そのま
ま70年以上もの間、療養所での生活を余儀なくさ
れたのである。

２－１　療養所内のくらし―患者作業
　日本のハンセン病療養所は療養所らしからぬも
のであった。療養所運営は、乏しい予算の中で行
われていたため、「患者作業」という入所者の労
働力が必要不可欠であった。そのため入所者はさ
まざまな作業に従事せざるをえなかったのであ
る。道路整備や建築、洗濯、炊事、さらには介護
や看護までも、入所者の仕事として存在した。そ
れは女性や子ども、不自由者も例外ではなかった。
戦争が激化していく1930年代後半になると、療養
所内も食料が欠乏するなど苦境に立たされ、炭焼
きや農作物の生産など、以前よりもさらに過酷な
重労働を担わなければならなかった。その中で朝
鮮人も、他の日本人と同様に、共に療養所運営の
ための作業を行わなければならなかったのであ
る。
　はたして朝鮮人入所者らはどのような患者作業
に従事していたのだろうか。
　邑久光明園の男性入所者であった崔五福は、「同
胞達はそのすぐれた体力をもって各々社会的経験
を生かして実によく働いた。そのため、日本人病
友から非常に感謝され、好意を持たれていた」（11）

と述べている。また、他園においても、農園部の
長として働き続けた文守奉（戸倉文吉・多磨全生
園）や、療養所内の道路や宅地開拓に貢献し、記
念碑まで建てられた具奉守（久保田一朗・長島愛
生園）などの記録が残されており、体力を使う仕
事に従事する者が多かったことがわかる。また、

（10）	 許慶順さんからの聞き取りによる。（2008年３月17日）

（11）	 崔五福「貳円拾銭」、『孤島』第一集、邑久光明園韓国人互助会、1961年、24頁。

（12）	 許慶順さんからの聞き取りによる。（2008年３月17日）

（13）	『倶会一処－患者が綴る全生園の七十年－』多磨全生園患者自治会、1979年、127頁。

（14）	『倶会一処－患者が綴る全生園の七十年－』前掲、126頁。

前述の許慶順も在日入所者の園内の仕事につい
て、「事務職のようなことではなく、土木部など、
体を使う仕事に多く従事していた」と証言してい
る（12）。
　言うまでもなく、病気の快復のためには何より
も養生が必要である。肉体労働は彼らの心身を蝕
む以外の何ものでもなかった。それでは、彼らは
なぜ、自らの肉体を酷使するほど、労働に邁進し
たのだろうか。長年、入所者運動に尽力してきた
金相権（佐川修・多磨全生園）は、本人の性格だ
けではなく、朝鮮人患者のリーダーとして後ろ指
を指されたくないという思いが彼を突き動かした
のではないかと記している（13）。このように金が指
摘する理由として、同じ入所者同士であっても、
日本人による朝鮮人への蔑視観を感じる場面が少
なからずあったことが考えられる。
　前述した文守奉は、1947年に収穫した麦を製粉
するための製粉機購入を同じ入所者の炊事長に打
診したところ、「余計な心配はするな、生意気な
奴だ。戸倉、お前は朝鮮へ追っ払ってしまうぞ」
とどなったという。その言葉に対し、文は日頃国
籍のことなど忘れてただひたすら園のために働い
てきたのに、突然人種差別的暴言を浴びてカーッ
となってしまい、「よし、追い出すなら追い出せ、
明日追い出されても今日は全生園の人間だ。みん
なのために頼むのに何がわるい」と炊事長になぐ
りかかろうとした。しかし、その場にいた入所者
に背後から抱きとめられ、こみあげる怒りと口惜
しさをやっとのことでしずめたという（14）。
　このように共同生活である療養所の生活におい
て、同じ入所者であっても、朝鮮人に対する差別
意識を持つ日本人入所者がいたことがわかる。そ
してたとえ文のように懸命に他の入所者のために
働き、尊敬される存在であったとしても、朝鮮人
蔑視観を持つ者から心ない言葉を発せられ、それ
に対しやり場のない怒りと朝鮮人であるゆえの疎
外感を感じざるをえない場面が少なからずあった
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のではないかと考えられる。
　その中で、女性入所者も熱心に働いた。前述し
た金玉先は、戦時下で食料も不足する中、山の開
墾や松根掘りなどの重労働に携わらなければなら
ず、日本人、朝鮮人に関わらず心を合わせて朝か
ら晩まで労働し続けたという（15）。
　また、1941年、17歳で邑久光明園に入所した安
述任は、比較的軽症であったため、不自由舎の患
者看護、介護をしなければならなかったことを次
のように回想している。

「私は元気な方で、いろいろな患者の世話を
しました。殆ど寝たきりの不自由な人の洗濯
をしたり、用便の世話など何でもしました。
何でも自分達でして、そのうえ女達は蛍のよ
うな光で夜中の二時、三時まで縫いものをし
ました。」（16）

　戦前の療養所では、職員数が甚だしく不足して
いたため、療養所運営のために、軽症患者がより
重度の患者の看護・介護をしなければならない状
態が続いていた。日本人、朝鮮人を問わず、入所
者はこの「作業」を行わなければならなかったの
である。さらに女性たちは、夜中まで衣類の修繕
など、不自由な指先であっても行わなければなら
なかったことがわかる。戦争中とはいえ、過酷な
状況下で体を不自由にしていく者は後を絶たな
かったのである。
　そうした看護作業は、戦後においても続いた。
多磨全生園に1945年９月に入所した権貴子は、夫
婦舎の掃除、水汲み、炊事場の手伝い等の奉仕の
他、重症患者の補助看護についた。その際、乏し
い食糧事情の中での補助看護という重労働は何よ
りつらく、体にこたえたという。その時のことを、
次のように語っている。

「看護婦さんの手が足りないからね、病棟で

（15）	 金玉先、前掲、20頁。

（16）	「誰が私の心をわかるだろうか」（安述任（述）、小久保諭（記録））立教大学史学科山田ゼミナール『生きぬいた証にーハンセン病尾療養所多
磨全生園朝鮮人・韓国人の記録』緑蔭書房、1989年、160頁。

（17）	「今までたくさん涙ながしてきて」（権貴子（述）、宗田千絵（記録））立教大学史学科山田ゼミナール『生きぬいた証にーハンセン病尾療養所
多磨全生園朝鮮人・韓国人の記録』緑蔭書房、1989年、174頁-175頁。

（18）	 山本春子「美容室の想い出」『多磨』第90巻第10号、2009年10月１日発行。

は付添いとは別に健康な人が補助看護するん
ですよ。一週間交代で夜、重症の病人の補助
看護をみんな患者がやりました。おむすび一
つむすんでね、それ一つで一晩中不自由舎棟
では六人の付き添いをしました。
　朝は早く起きてバケツ二つさげて炊事場で
お湯汲んできて、病人の顔洗ってあげるんで
す。それと一週間に月・水・金と三回風呂が
あるんですよ。三人が盲人だったから一人背
中におぶって、二人の手をひいてお風呂につ
れていきました。一人お風呂に入れて、出し
て着せておいて、また一人背中洗って、そう
やっているともうクタクタ。」（17）

　権貴子も療養所は違えども、安述任と同様、「付
き添い」と呼ばれた介護や看護を行っていた。一
人を介護することも大変であるが、一度に複数人
を介護しなければならないことは、自身の療養生
活を放棄することも同然であった。十分な栄養も
とれないまま、こうした労働を重ねた結果、看護・
介護を行う入所者自身が体力を消耗させ、体を不
自由にしていったのである。
　療養所自体が「患者作業」と呼ばれる入所者の
労働力頼みの運営を戦後に至るまで継続させてい
たが、その中で、前述の安述任、権貴子同様、不
自由舎の入所者に対する看護・介護作業を行いな
がら、別の仕事を模索する者もいた。
　前述した金昌壬もまた、1942年、多磨全生園に
入所後、不自由舎の付き添い作業をしていた。金
はその後に従事したパーマ作業について、次のよ
うなエピソードを残している（18）。1949年頃、当時、
不自由舎の女性の髪形はおかっぱか、髪を後部で
まとめていたため、時に垂れ下ってくる髪の毛で
目をつつき、傷つけてしまう人もいた。そこで、
金は髪にパーマをかければ、髪の毛で目を傷つけ
ないと考え、早速、園内の壁新聞に「パーマがほ
しい」と訴えた。入所者の中には、「とんでもない。
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国の世話になっておきながら、何がパーマだ」と
いって反対する人もいたが、思い切って壁新聞と
して貼りだしてみたのである。そうしたところ、
たまたまそれを目にした林芳信園長から呼び出さ
れる事態となったのである。当時は呼び出される
と監禁室に入れられるという時代であったので、
悪いこともしていないのにおどおどしながら向
かったところ、「パーマをするんだったらどんな
物がいるのか、書いて持ってこい」と言われたの
であった。困りながらも必要な物を書き出し、園
に提出し、品物が届いた。パーマのかけ方につい
ては当然のことながらわからない金は、知人を頼
り、教わることになったのだが、見よう見真似と
いうこともあり、失敗を繰り返してしまう。女性
入所者に電気パーマをかけて、煙を出し、髪の毛
を焼いてしまったことや、耳を火傷させてしまっ
たこともあった。捕まったら監禁室行きではあっ
たが、パーマ技術習得のため、こっそり園を抜け
出し、パーマをかけてもらって真似をするなど、
身の危険を冒しながらも熱心に研鑽を積んだので
ある。
　その後、愛知県人会の婦人会から美容室を建て
てくれるとの申し出があり、12、３人を誘って始
めることとなった。この頃になると、コールドパー
マが外部で始まり、園内でも始めることになった
のである。患者作業によるパーマは、多磨全生園
で始められ、金は栗生楽泉園にその指導に行くこ
ともあった。こうして1949年から始まったパーマ

（19）	 具南順「一人の女」『孤島』国立療養所邑久光明園韓国人互助会、1961年、65-66頁。

は、1964年までの15年間に渡り、入所者によって
支えられてきたのである。【写真①】
　金昌壬は、このパーマ作業に力を入れ続けたこ
とは、忘れられない思い出であったと多磨全生園
の機関誌『多磨』（「美容室の想い出」第90巻第10
号、2009年10月１日発行）に書き記している。「患
者作業」という労働が強いられていた中で、少し
でも不自由な入所者の役に立てるのであればとい
う思いを抱き、勇気をもって行動した入所者の姿
が眼前に浮かび上がる。民族は異なっても、同じ
病を患い、不条理なハンセン病政策下で苦楽を共
にしてきたからこそ、15年間に渡り、他者のため
に続けることができたのではないだろうか。男性
と異なり、患者運動において先頭に立つというこ
とはなかったが、女性入所者同士の確かな心の結
びつきと、不条理な療養所生活で強いられた患者
作業であっても、その中で少しでも生活改善をは
かろうとした女性の姿が想起させられるのであ
る。

２－２　療養所内のくらし―日常生活・結婚
　それでは、在日朝鮮人女性の療養所における患
者作業以外の日常生活はいかなるものであっただ
ろうか。
　前述の具南順は女性としての暮らしについて次
のように述べている。

「女子独身寮は男の部屋とは違って、口論や
ケンカのような事はありませんが、子供寮を
上がったばかりの人から、40才、50才の人ま
で雑居生活ですから、みんなの気持ちが一つ
にまとまる事は不可能なのはあたり前の事で
すし、最近とは違ってその頃は此の病気が完
全に治るとは考えられませんでしたから、女
同士の冷たいいがみ合いなどもあります。表
面上はしっくりととけ合っているのですが、
病状に対するいらだちとあせりがつい角を出
すのです。」（19）

　病気に対する不安に重ね、雑居生活におけるス
写真①

美容室　多磨全生園　1960年代前半（趙根在 撮影）
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トレスや殺伐とした生活の様子がここから伺え
る。
　また、ハンセン病は女性よりも男性に多く発症
し、かつて、療養所の男女比もおよそ３対１とか
け離れていた。具は、療養所内での男女関係につ
いても神経を使わなければならなかったと述べて
いる。

「・・・夜になれば男の人達が遊びに来ますが、
一生をこの島で送るより仕方がないとみんな
が諦めているのですから、男女関係について
も神経質になっています。一方で男の人と
しゃべっているかと思えば、片隅では残して
来た子供や夫の事を、ぐちをこぼしています
し、その両方に神経を使わなければなりませ
ん。この島の噂は無責任で、毎日噂に神経を
すりへらさなければならない事より、一緒に
なって笑いころげている方が生きて行くのに
好都合なのです。」（20）

　また、続けて療養所内の結婚、交際について次
のように述べている。

「この島の男女の交際ほど、およそロマンチッ
クらしからぬものはないでしょう。ほとんど
の人達は見合いというよりも、それぞれの親
しい人からの推めで結ばれています。子供を
育てるとか、将来の生計を考えなければなら
ないと云う事はなかったのですから、それほ
ど真剣に考えなくても良かったのでしょ
う。」（21）

　具は、このように結婚について述べているが、
男女を問わず、療養所内において入所者同士で結
婚するか、「軽快退所」として社会復帰をするの
かという選択で誰もが迷いを持っていた。具もま
た適齢期を迎え、社会復帰をするか迷ったが、後

（20）	 具南順「一人の女」『孤島』国立療養所邑久光明園韓国人互助会、1961年、65-66頁。

（21）	 具南順、前掲、65-66頁。

（22）	『名もなき星たちよ－星塚敬愛園五十年史－』星塚敬愛園入園者自治会、1985年、41頁。

（23）	 崔五福、前掲、24頁。

（24）	 具南順、前掲、64頁-65頁。

遺症が残っていたために結局、園内での結婚を選
んだのであった。
　園内での結婚は様々な制約を帯びるものであっ
た。雑居生活の時代の結婚は夜だけ男性が女性の
舎に通う「通い婚」という形でしか認められてい
なかったため、夫婦のプライバシーは保たれな
かった。また、男性はワゼクトミー（断種手術）
を受けなければ、結婚が認められないという療養
所が多かった。人間らしい当然の生活が療養所で
は不可能であったことを示す最たるものである。
　子供が欲しい気持ちは男女とも持っていたとし
ても、それが認められず、また外に育てる人もい
ない患者は諦めざるをえなかった。結婚も開園当
初は認められていなかったが、長期療養を余儀な
くされ、荒みがちな患者の気持ちを慰めるために
は、結婚によって入園者を落ち着かせる方が、よ
り効果的であるとの判断から認められたのであっ
た。（22）

　人間らしい当たり前の生活が不可能であったこ
とに加え、朝鮮人は風俗などの違いから、より周
囲に気兼ねをした生活を送らなければならなかっ
た。
　邑久光明園入所者の崔五福は、休みの時などに
集まって故国の話の花を咲かせて互いに慰め合っ
ていた朝鮮人患者たちの姿を回想している。その
時に、ある女の人から乳飲み児を連れて入園した
時の話を聞いたり、またある人から、年老いた母
と２人で平和な生活をしていたが、病気のために
警察から強制収用され、後に残された年老いた母
は、息子の発病のため何の希望もなくして、神経
衰弱になってしまった話を聞いたりした。（23）

　このように同じ境遇の者同士、「お互いの不幸
を慰め合うために、いきおい同胞達が集り合うよ
うになりました。」（24）というのは当然の流れで
あったのだろう。
　しかし、日本人との共同生活では、心を慰める
ための同胞同士の集いも周囲の日本人へ気兼ねを
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しなければならないものであったのである。前述
した具南順は、次のように療養所での生活を語っ
ている。

「私の入っている部屋は５人定員でしたが、
日本人療友が４人と私の５人でしたので、新
しい患者である私を慰めるために同胞の誰か
が何時も来て呉れましたが、言葉とか風俗や
習慣の違いから、あまりしげしげと同じ部屋
へ集る事は苦情が出ると云う事を聞かされま
した。そう云われてみると、うなずける幾つ
かの問題がありました。私達の韓国人は総体
に声も大きいのと、その育って来た環境や性
格から、非常な誤解を招く事があり勝ちです
し、此の療養所の制度では不自由になって不
自由寮へ移るか、又は結婚して夫婦寮へ下る
か、一時帰省をして籍でも切らないかぎり一
生をその部屋で暮らさなければならないので
すから、あまりの我侭は許されませんし、そ
れぞれがひかえ目な生活をしています。」（25）

　療養所での共同生活は、朝鮮人であることによ
り、日本人への気兼ねもしなければならない点か
ら、日本人以上に苦労を伴うものであった。「朝
鮮人」らしさである言葉や風俗、習慣の違いを全
面的に出すことは特に控えなければならなかっ
た。
　患者作業や雑居生活など、共同作業が求められ
る療養所生活では、そこで暮らすためには人間関
係を円滑にすることが必至であった。共同生活で
何か起こると、その後の生活に支障を来すため、
「あまりの我侭は許されませんし、それぞれがひ
かえ目な生活」を送らざるをえなかったのである。

３．識字と在日朝鮮人女性
　「良好な人間関係を築くこと」。これが、実際に
療養所生活を送るために必要とされた。
　崔南龍は『孤島』の編集過程を次のように振り

（25）	 具南順、前掲、64-65頁。

（26）	 崔南龍「復刻にあたって」『孤島』解放出版社、2007年、260頁。

（27）	 高登「H氏病療養所に於ける朝鮮人の現状と希望」『楓』第21巻９号、1958年９月、３頁。

（28）	 高登、前掲、３頁。

返っている。

「それが、なかなか書けない。日本人のよう
に学問がない。自分たちで書けないから聞き
書きをしようとするのだけど、自分の本籍さ
え言えない人もいる。何歳でどこに上陸した
かもはっきり言えない。日本語がうまくしゃ
べれない人、読めない人が多くいました。自
分が住んでいたのが、神戸か大阪か尼崎かさ
えわからない。『川が流れとったなあ』『大き
な家があったなあ』そんなあいまいな話をま
ず箇条書きし、それをなんとかまとめて訴え
の内容にしてまとめました。」（26）

　崔が述べるように、朝鮮人患者の中には「日本
語がうまくしゃべれない人、読めない人」が多く
いたという。それは、教育の機会が植民地下にあっ
たために満足に得られなかった人たちの多さを示
す。朝鮮人入所者の識字率の低さについて、邑久
光明園入所者の高登も次のように指摘している。

「当園に在住する123名の同胞達の教育程度
は、中等以上の教育をうけた同胞は２、３人
に過ぎない。男性81名、女性37名、子供４名
で大半の同胞は学歴のない人々である。朝鮮
人でありながら朝鮮語及び朝鮮文字さえ判読
出来ない同胞も沢山いる。」（27）

　さらに邑久光明園だけではなく、全国の療養所
における在日入所者の70％は「文盲の人々」であ
るとの指摘もしている（28）。なぜ朝鮮人入所者の識
字率がこれほど低かったのだろうか。
　植民地朝鮮の女子教育研究を行う金富子は、朝
鮮人女性の識字率の低さについて言及している。
普通学校不入学を意味する「完全不就学」に置か
れた朝鮮人女性たちは、1932年時点で91.2％で
あったのが、1942年には66.0％まで低下している
が、同年男子はさらに34.0％まで低下しているこ
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とをあげ、朝鮮人女性たちは植民地支配末期に
至っても普通学校「就学」からまったく排除され
たことを指摘している（29）。
　ハンセン病を患った朝鮮人女性もこの例外では
なかった。再び『孤島』を見ると、日本語習得に
ついて許順子の次のような証言がある。
　許が入所した時には、言葉が分からないばかり
か、女ばかりの共同生活に慣れないために随分
困ったという。そして当時、どの部屋にも「古い
偉い人」がいて、国籍が日本ではないために二重、
三重の苦しみをしたとある（30）。
　許はその思いをした後で、「日本人の中で暮ら
すために一度は通らなければならない道」であっ
たと振り返っている。それは、意思伝達がうまく
できないために、相手の感情を悪くさせたり、恥
ずかしい思いをしてきたが、苦しみの中で言葉を
覚え、日本人の心に触れることで療養所内での人
間関係を良好にすることができたからであるとし
ている。
　さらに許は、朝鮮人患者の日本語について次の
ように述べている。

　男の方もそうですが、ここでの生活ぶりは、
日本で生れたか幼時に日本に来た人と、中年
以後に日本に来た人の二つに分けて見ること
が出来ます。前者の人は日本の教育を受け、
日本語の中に韓国語のなまりが全然と云って
もよいほどにありません。後者の人は女の場
合、特に学校教育を終了して来た人は少ない
ようでございます。また言葉のなまりがどう
してもとれません。そうして日常生活の中で
韓国の風習を守ろうと致しているようでござ
います。私も学校へは二年ほどしか行ってい
ない、中年渡日組？

ママ

でございます。（傍線は
原文のママ）

　朝鮮人患者の中にも日本に来た時の年齢によっ
て、日本語能力に差があった。療養所でも中年以
後に来た女性の場合は学校教育を修了してきた人

（29）	 金富子『植民地期朝鮮の教育とジェンダー－就学・不就学をめぐる権力関係－』世織書房、2005年、252頁。

（30）	 許順子、前掲、43-44頁。

（31）	 許順子、前掲、43-44頁。

（32）	 許順子、前掲、43-44頁。

が少ないとの証言から、金富子が指摘するように
朝鮮人女性の就学率は低く、識字率もそれに伴い
低かったことがわかる。性差、民族、階級に加え、
ハンセン病患者であることは、教育機会を得るこ
とをさらに難しくさせた。
　それでは、識字能力の有無は、療養所生活を送
る中で、具体的にどのような弊害があったのだろ
うか。すでに患者作業により療養所運営がなされ
たことは前述したが、「教育を受け日本語が上手
に喋れる人は、園内の女の作業の中でも、文字を
読んだり書いたりするものに就きますが、そうで
ないものは体力や手先を使う作業に就いておりま
す」（31）と証言されるように、識字能力の有無は、
作業内容をも決定させたのである。
　日常生活においても、日本語能力は求められた。
許順子は「日本人の中に溶け込んでいっている人
と、どうしても溶け込めない人たちがある」とし、
「女の私としましては、争うことはなにより嫌な
ことですので、仲良くして垣根をなくし、病んだ
人間同士として手を取り合って行きたいと心がけ
ております。」と、自分自身は円満な療養所生活
を送りたいことを願っている。そしてそのために
は相手の心がわかり、自分の考えをいう言葉が重
要であると述べているが、許の日本語理解力は「日
常起居の大半の日本語は理解出来るようになりま
したが、でも微妙なところにまでは分かりません。
そして、それに対しての言葉が、思っている何分
の一も出て参りません。」という状態であっ
た（32）。
　当時の療養所ではその運営を患者の労働力に
頼っており、療養所内で円満な人間関係を築く上
で日本人同様に流暢な日本語を話せるということ
は絶対条件であった。しかし朝鮮語を母語とする
在日一世の朝鮮人にとっては、高い壁であり、そ
れが女性であればなおさらであった。
　非識字者であることは、社会に残る家族に、手
紙さえも書くことができないことを意味した。そ
うした同胞のために邑久光明園の朝鮮人組織であ
る互助会では、日本文、朝鮮文両語が判読出来る
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同胞入所者を会員の中から選び、代書人を置いて
文通の助けをしていた（33）。
　また、邑久光明園の患者史を綴った『風と海の
なか』（邑久光明園入園者自治会編、1989年）を
見ると、1966年に朝鮮人への日本語、朝鮮語教育
が行われたとある。彼ら、彼女らは入所までに学
ぶ機会がなかったとしても、学ぶことを諦めたわ
けではなかったのだ。
　前述の高登は、園内で行われた日本語、朝鮮語
講習会について次のように記す。

「言語の不充分さからくる日本人療友との意
志の通じ難いことによる摩擦をなくし友愛、
親善と文

マ

盲
マ

退治の目的で、日本語講習会を開
講している。多数の、日本語が判読出来ない
同胞が、この講習会の中で日常語及び小学校
程度の教育を終えた。女性も、現在までに数
人修業しており、今も10名に近い女性達が熱
心に講習会に参加している。」（34）

　以上のように1958年、邑久光明園では女性達を
中心に日本語の学習を熱心に行っていることがわ
かる。そこには、当時の療養所ではその運営を入
所者の労働力に頼り、療養所内で円満な人間関係
を築く上で日本人同様に流暢な日本語を話せると
いうことは絶対条件であったことが考えられ
る（35）。そこには「字を知らないと馬鹿にされると
いう日常生活の切実感と、字を習いたいという願
望」を強く持っていた多くの朝鮮人女性がいたの
である。
　前述の許順子は入所した当時は言葉がわからな
い中での日本人との共同生活における苦労を次の
ように述べている。

「入園した時分私は言葉が分からず、また女
ばかりの共同生活に慣れないために随分困り
ました。また当時はどの部屋でも偉い人がい
て、国籍の違う私は二重、三重の苦しみをい

（33）	 高登「H氏病療養所に於ける朝鮮人の現状と希望」『楓』第21巻９号、1958年９月、３頁。

（34）	 高登、前掲、３頁。

（35）	 金貴粉「在日朝鮮人女性とハンセン病－邑久光明園を中心に－」『地に舟をこげ』第５号、在日女性文芸協会発行、2010年、138頁。

（36）	 許順子、前掲、46頁。

たしました。でも今から思えば、言葉も習慣
も違っている者が、日本人の中で暮らすため
に一度は通らねばならない道だったようで
す。この苦しみの中で私は言葉を覚え、日本
人の心に触れ、そして私の考えを云うことが
少しずつ出来て参りました。とんちんかんな
返事をしたり、相手の感情を悪くするような
言葉を使ったりして、情けない思いをいたし
ました。そうした時に覚えたことは二度と間
違えることはありませんでした。」（36）

　朝鮮語学習については、1962年11月３日発行の
『在日朝鮮人ハンゼン氏病患者同盟支部報』第51
号に「祖国の国語　歴史種々なる書籍が九月書房
から各支部から送られて来ていると思います。우
리는（私たちは）祖国の言葉　歴史の講習会をや
りませよ

マ

う
マ

」とある。祖国を離れて長い、あるい
は日本で生まれ育ったため、母国語を知らない者
が入所者に多かったと推測される。母国語の習得
欲求は単に母国への郷愁ということだけではな
く、多くの日本人入所者の中で異質な存在である
ことを突きつけられる時、自らのアイデンティ
ティーをその中から何とか求めようとするもので
あったのではないだろうか。

おわりに
　以上、在日朝鮮人女性が日本の療養所において、
どのように生き抜いてきたのか、その一端をこれ
までの記録集等から見てきた。
　本稿で追っただけでも、在日朝鮮人女性の経験
は、ハンセン病患者・回復者の歴史として語られ
てきたものと比較しても特異なものであったこと
がわかる。ここには、被宗主国出身者であるだけ
ではなく、女性としての立場によって経験せざる
を得なかった事例も見られた。残念ながら、在日
朝鮮人女性にとって、1945年８月15日は真の解放
とはならなかった。前述した金昌壬は、日本の植
民地支配からの解放を迎えたその頃、ハンセン病
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療養所の朝鮮人を一斉に強制送還するという話が
伝わってきたことを証言している。結局、送還さ
れずに済んだのであるが、日本人と再婚していた
金は、涙を流しながら荷物分けをして、いつでも
行ける準備をしていたのであった（37）。ここから、
朝鮮人入所者が戦後において、さらに不安定な位
置におかれたことがわかる。日本のハンセン病政
策に加えて、出入国管理体制などの外国人政策、
さらに女性であったことにより、個人レベルでは
解決し難い制度上の不利益をこうむり続け、人生
被害を受けてきたといえる。
　全国のハンセン病療養所には入所者自治会等に
よって生み出された多くの記録集が存在する。し
かし、その多くは「男性」の「日本人」入所者に
よって編まれていたことをふまえると、「女性」
であり、「朝鮮人」入所者の声は決して多数を占
めるものではなかった。ハンセン病患者、在日朝
鮮人、女性として療養所の中で生きてきた彼女ら
の姿を通し、療養所における複合差別に関する視
点から、療養所史を改めて考察していけるのでは
ないかと考える。引き続きこの点について考察し
ていく所存である。

（37）	「苦難の中のオモニの愛」（金昌壬（述）、山田昭次（記録））立教大学史学科山田ゼミナール『生きぬいた証にーハンセン病尾療養所多磨全生
園朝鮮人・韓国人の記録』緑蔭書房、1989年、179頁ー 180頁。
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西浦　直子（国立ハンセン病資料館）

はじめに
　障害がある人の生活動作を助ける道具を、補装
具、自助具と呼ぶ。補装具とは義足やサポーター
など、身体の失われた部分や機能を補うもので、
自助具とは障害がある人が使えるように改良・製
作された生活用具のことをさす（1）。
　ハンセン病の主症状のひとつである知覚神経お
よび運動神経の麻痺は、場合によって深刻な
ADL（日常生活動作）の低下を引き起こす。特
に化学療法開発以前の時代にはその影響が大き
く、ハンセン病療養所（以下療養所と記す）では
日常的に補装具や自助具が用いられていた。
　現在、全国の療養所に社会交流会館などの展示・
交流施設が設置され、それぞれにこれらの道具を
展示している。展示の製作にはそれぞれの療養者
がかかわっているので「これを見せたい」と使用
者自身が考えている資料ということになる。また
療養所で書かれた文芸作品にも義足や杖、それを
使う人びとの描写はしばしば登場する。つまり療
養所における補装具や自助具はそこに暮らした人
びとがその生活を表現する時、描かれるべき存在
なのである。
　しかし療養所における補装具や自助具について
は、療養者自身が書き残してきた以外（2）は、主と
して医療従事者によって創傷・障害予防という点
から分析されるにとどまり（3）、生活史あるいは文
化史的な検討の対象として眼差されたことはほと
んどなかったのではなかろうか。
　その理由として以下の点が考えられる。

（1）	 本稿の執筆にあたり、国立療養所多磨全生園の義肢装具士・後藤直生氏と菅野太洋氏より、用語の定義や補装具の構造等についてご教示を受
けた。

（2）	 多数あるがここでは吉成稔の一連の作品（『着物　癩園小説と随想』日本MTL、1969年、『たたかいの記録　極限の愛』キリスト教新聞社、
1975年）、藤本とし『地面の底がぬけたんです　ある女性の知恵の七三年史』（思想の科学社、1974年）など。また各療養所の盲人会の機
関誌にはハンセン病による障害との関係で多くの作品がある。

（3）	 小林茂信ほか「らい患者における障害手指の装具および補助具に関する研究」（『らい形成外科』第16号、1963年）、同「らい患者のための
日常用具の工夫」（『らい形成外科』第19号、1964年）など。小林は国立療養所栗生楽泉園に着任後、医療目的で補装具を積極的に導入した。
ほかに小林茂信・玉井達二・松田秀雄「義肢装具」（高島重孝監修『らい医学の手引き』克誠堂出版株式会社、1970年）、木野井猛「第19章 
後遺症障害に対する装具」（大谷藤郎監修・牧野正直・長尾榮治・尾崎元昭・畑野研太郎編集『総説現代ハンセン病医学』東海大学出版会、
2007年）など。

（4）	 各療養所に義肢装具士が配置されて以降について検討する際は、その製作と調整にあたる医療者との関係も視野に入れなければならない。

　１）療養者、医療者を問わず、ハンセン病者の
最も過酷な身体障害は全盲に至った場合と認識さ
れ、特に化学療法開発以前は二次障害による変形
や四肢（特に下肢）の切断もある程度やむをえな
いとされてきたこと。
　２）療養所では上下肢の切断は珍しくなく、と
りたてて注目されなかったこと。
　３）ハンセン病患者・回復者に対する偏見・差
別の原因として外見にかかわる障害の問題があ
り、症状や後遺症の重篤化に合わせて使われるこ
との多かった補装具や自助具を主題とした研究が
なされにくかったこと。
　４）ハンセン病の障害の現れ方と、各療養者が
希望する生活像とは共に個人差が大きく、補装具
や自助具のなりたちや意味もそれぞれ個別性が高
かった。すなわち「補装具や自助具」とひとくく
りにして検討しにくい側面があったこと。
　しかし限られた空間で暮らしの自立とひろがり
を求めてきた療養者にとって、補装具、自助具は
重要な意味をもったはずである。その製作と使用
にはひとりひとりの暮らしの知恵が凝縮され、オ
リジナリティも高い。従ってこれらが含む生活史
的、あるいは文化史的な意味合いを検討するには、
使用者の日常生活上の問題・その解決のために作
られた道具の特徴・道具の使用過程で調整してゆ
くプロセス、それぞれに緻密にトレースする必要
がある（4）。
　ここではその準備として、個々人のニードに合
わせた補装具や自助具が作られる以前

4 4

の状況につ

［論文］
補装具にみるハンセン病者の生活像
―全生病院におけるブリキの義足の製作と使用をめぐって―
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いて、療養所の低劣な医療と福祉の象徴とされて
きたブリキの義足について検討する。主たる資料
として第一区府県立全生病院（現 国立療養所多
磨全生園、以下全生病院）の初期の『統計年報』、
および同院機関誌『山櫻』に掲載された栗下鹿骨
「義足」（5）、同「義足（續）」（6）、1936年に『改造』に
掲載された北條民雄「癩院記録」を用いる。栗下
は1912年６月に入所し1931年３月に長島開拓の一
員として転園するまで、北條は1934年５月の入所
から1937年12月に死去するまで、共に全生病院に
収容された療養者である。義足の使用には療養所
の立地条件などが大きくかかわるため、本稿での
舞台も全生病院とする。

１．製作の契機と背景
　ハンセン病の主症状のひとつである知覚神経麻
痺は、手関節・足関節から先に重度の麻痺域を形
成することが多く（7）、生活に深刻な影響を与える。
歩行については、足穿孔症、通称うら傷が最も問
題となる。足穿孔症の大部分は、循環障害による
乾燥など傷つきやすい要因をもっている患者の足
底部に創傷することで生じる。さらに痛覚の麻痺
による発見の遅れ、安静の保持の難しさ（痛みが
ないので歩行の制限が難しく、炎症による発熱な
どの全身状態の悪化まで自覚できないこともあ
る）、最低限の移動に加え患者作業などにおける
歩行の時の圧力（足底圧）、適切な医療の欠如な
どがその増悪をもたらした。そのために下肢切断
に至った人びとにとって、義足は生活の命綱とも
いえる存在だった。
　昭和初期、全生病院に収容された男性によれば
「足きり８年といって、らいの治療にきめてがな

（5）	 栗下鹿骨「義足」（『山櫻』第３号、1919年７月、全生病院内山櫻倶樂部）。資料にページ数が記載されていないため、引用の際は文献名のみ
記載。栗下鹿骨は栗下信策の筆名。

（6）	 栗下鹿骨「義足（續）」（『山櫻』第６号、1920年１月、全生病院内山櫻倶樂部）。資料にページ数が記載されていないため、引用の際は文献
名のみ記載。

（7）	 「グローブ・ソックス状」と形容されることがある。

（8）	 河野和子・外口玉子編『らい看護から』（日本看護協会出版会、1980年）258頁。「里言葉」という、療養所用語ともいうべき言葉を解説す
る章があり、「45年前」から入所している「Sさん（65歳）」の語りとして記載している。

（9）	 『自明治四十二年九月至明治四十三年十二月　第一区府県立全生病院統計年報』（1911年）７頁。原文中旧漢字を新漢字に変更し、それ以外
の記載は原文のままとした（以下同）。

（10）	 同前11頁。

（11）	 同前12頁。

（12）	 同前、18～ 19頁。「蹠骨」は足の裏を形作る骨（中足骨）の旧称か。

（13）	 同前、「統計」１頁「第二　収容患者府縣月別」より。

く、患者の寿命が短かった頃、骨髄炎をおこして
足の切断をすることは、らいも末期と考えられて
い」た（8）。下肢切断はそれだけ深刻な状態であり、
しかしなおかつ残り８年と言われた日々をできる
だけ自力歩行可能な状態で過ごすために、当時の
療養者は傷ついた足をかばい歩行を助ける杖や義
足を必要としていた。
　以下、全生病院の草創期における義足をめぐる
状況をたどってみよう。開院から1910（明治44）
年12月までの概況を記した『統計年報』には、直
接義足についての記述はないが「衣服以外足袋ハ
四ケ月間ニ一足下駄ハ六ケ月間ニ一足又患者ノ症
状ニ依リ松葉杖ヲ給与スルコトアリ」（9）としてい
る。杖は医療器具としてでなく傷があっても歩く
ための生活用具と見なされていたらしい。
　支給対象となったのは、主として下肢の創傷が
増悪した、あるいはそのため下肢切断に至った療
養者であった。同年報によると、当時の全生病院
では「顔面及四肢ニ頑固ナル潰瘍ヲ発」（下線は
引用者による、以下同）（10）する患者も少なくなく、
「瘭疽ノ如キハ日常屡〻見ル所ナルカ之レニヨリ
手指ハ屡〻失ハレ足蹠ハ屡〻穿孔シテ骨ヲ脱失シ
畸形ヲ呈スルニ至ル」（11）状況だった。病室での治
療を要した患者の病名としても「右蹠骨腐骨疽」
２人、「蹠骨楔状骨疽」１人、「第五蹠骨々膜炎」
１人などが記載されている（12）。また「丹毒」患者
48人に至っては当該年中の収容患者数399人（13）中
12％を超えるが、この中にも足穿孔症に起因する
ものがあっただろう。
　炎症やその治療によって足が変形すると、ます
ます穿孔症が生じやすくなる。それらは日常の起
居や足底圧と、不十分な治療とによってさらに悪
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化した。その創部のさらなる感染のために「創面
腐敗壊死シテ」やむなく「切割除去シ若クハ一肢
ヲ切断スル」患者も少なくなかった（14）。
　それらの切断手術を受けた患者は同年報に記載
されているだけで「斷術」10人、「関節離斷術」
22人にのぼる。うち女性は３人で、その男女比は
約10：１である。そもそもこの時期、全生病院の
収容患者総数は男性308人、女性91人で男女比お
よそ10：3だったが（15）、足穿孔症の患者数に占め
る男性の比率の方が圧倒的に高かったのは土木工
事など重労働に従事していたためだろう（16）。
　草創期の全生病院には、市中を放浪中すでに重
度の障害を負っていた人も多かったと思われる。
そして収容されてからも創傷から足穿孔症を患
い、下肢切断に至る患者が存在した。療養所には
十分な治療がなく、看護・介護自体を患者の労働
に依存していた。療友に日常生活上の絶え間ない
介助を依頼することは物理的・精神的な負担と
なったため、たとえ下肢を切断しても、安静を守
るより自分で歩く条件を整えざるを得なかったも
のと思われる。
　このように療養所では脚足に障害を負った人が
杖を使い、下肢切断に至れば義足の使用は必然で
あった。従ってそれらの補装具は日常的に製作さ
れ、その質が模索されることになった。
　それではブリキの義足の始まりを見てみよう。
開院の約３年後、1912年に入院した栗下は「義足」
に以下のように書いている。
（引用者略、ハンセン病にはさまざまな症状
があるが）就中足なき人が日々刻々に受ける
不自由は到底余人の推察にあまりある事であ
る片足の者は辛じて松葉杖に倚って歩行する
事が出来るが此の杖は座敷の中に於ける間断
なき起臥に就きては意の如く用が便ぜられぬ
（中略）併し是は我等の如き境遇の者は價高
■（くヵ）義足義手は夢にだに贖ふ事は出来
ぬのである然れ共物事は窮すれば達すで此の
不便な不自由の困苦が源因となりて遂に一つ

（14）	 同前、12頁。

（15）	 注13に同じ。

（16）	 福西征子『ハンセン病療養所に生きた女たち』（昭和堂、2016年）では、松丘保養園の女性達について、男性より患者作業が相対的に軽かっ
たことによって重症化を免れた側面があると指摘している（154頁）。

（17）	 前掲「義足」。

の義足が案出せられたのである、此の義足は
構造ハ簡単で價ハ至廉であるから如何なる素
人とも自作せられ、又如何なる貧者でも贖ふ
事が出来るのである其の實地運用に至っては
数百千の高金を以て贖ひ得し義足よりも以上
平易と巧妙な活動が出来得らるゝのである、
現に数十名の脚部切断者は此の恩恵に依って
日夜刻々の自用を便じ得て大なる幸福を得て
あるのである（後略）（17）

　全生病院の住宅（雑居部屋）は畳敷きで松葉杖
の室内利用はできず、またこの時代は療養のすべ
のない患者を隔離の対象としていたため安価に製
作できなければならなかった。また療養所内で材
料を入手できることも必要条件のひとつだった。
こうした要件にブリキの義足が当てはまったので
ある。
　栗下は翌年、「義足」の続編を書いた。そこで
はブリキの義足の発案者と製作方法が詳細に書か
れている。
抑々義足の発端は去る明治四十四年故木村庄
吉氏が下腿を切断して其の不自由に因って義
足の製作を思ひ立ち初

〔ママ〕

めは丸竹の筒に足を入
れて試みんとせしに竹筒は重くして且つ直径
の下腿切断部に適するが如く大きなる竹なき

写真１　ブリキの義足（全生病院・年不詳・館蔵）
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ため遇
［ママ］

然にも二尺四方位のブリキ板を拾ひ来
て小刀にて截り手にて押丸めて筒となし松木
にて足形を作りて、ブリキの筒の下部にはめ
込み釘にて打付けて着用せしに意外に軽く且
つ絶妙に運用自在であったから爾後下腿切断
者は喜んで之を作り「各自が足の寸法に依っ
て義足の大小及び長短を異にす」（18）

　「義足（續）」には製作手順が図解されている。
それによると確かにブリキ板を切って丸め、接合
して先に木片を打ちつけただけの簡易なものであ
るらしい。創立当初の全生病院内では義足の材料
になるほどの太い竹が入手できなかったとみえ、
入手可能な材料でたどりついたのがブリキの義足
であった。
　他方で栗下は、切断部位によってその使用の可
否が分かれることを「我等が第二の自由の生命を
得るか得ないか」（19）と表現している。簡単にしか
も安価に入手できる義足は、下肢不自由者の必需
品といってもよかった。そして「第二の自由の生
命」という言葉遣いに、積極的に療養生活に臨む
ようふるまう不自由者のさまも透けて見えるよう
に思われる。「此の不便な不自由の困苦」という
表現には、下肢切断による障害だけでなく、他の
患者の世話を受けて生活する苦しみと、その克服
への切望が込められていた。この辛酸を避けるた
めには、自力で移動できること即ち自ら「日夜刻々
の自用を便じ得」ることが必要だった。栗下自身、
26歳で入所した時すでに手指はほとんど脱落し、
入院のち数年で両下肢とも失った（20）。彼が義足に
ついて詳細に解説したのは、自身にとってブリキ
の義足が欠かすことのできない存在だったからだ
ろう。
　なお栗下によれば「其後戦争のためブリキの暴
騰するに至りボール紙や薄き木片にて桶の義足を
作った」（21）というが、それから約10年後、北條民
雄はブリキの義足が汎用されている様を筆写して

（18）	 前掲「義足（續）」。

（19）	 同前。

（20）	 多磨全生園患者自治会『倶会一処　患者が綴る全生園の七十年』（一光社、1979年）60頁。

（21）	 前掲「義足（續）」。

（22）	 北條民雄「癩院記録」（川端康成・川端香男里編纂『定本北條民雄全集　下』（創元社ライブラリ、東京創元社、1996年）p.25

（23）	『自明治四十四年一月至明治四十四年十二月　第一区府県立全生病院統計年報』（1912年）「統計」33～ 34頁「第二十二　患者作業別及延
人員調表」。

いる。
これは院

そ

外
と

の人達が用いるように三十円も
五十円もする法外なものではなく、簡単に
言ってしまえばトタンの筒っぽである。先の
方が細まっていて、先端に小さな足型がくっ
ついている。中には全然くっついていないの
もある。足型は単に体裁で、小さいほど歩行
に便であるそうだ。友人の一人はこれを十銭
の義足と称しているが、これは足を切断する
と同時に医局から交付される。（ルビは原文
による）（22）

　ここに書かれた形状は栗下の説く義足と同一
で、さらに木製の足型がついていないものもあっ
たというから、まさに筒っぽという呼称そのまま
である。
　ところで発明者である「木村庄吉」は自らブリ
キの義足を製作したというが、北條は「足を切断
すると同時に医局から交付された」としている。
それではこの交付された義足はどこで誰が作って
いたのだろうか。
　1911年中の事項が掲載された全生病院『統計年
報』には、患者作業として「鐵

ブ リ キ

葉細工」の名称が
登場し、1910年１月から1911年２月までの間は０
人、1911年３月５人、４月22人、５月31人が作業
に従事し、その後は各月20から30人台の延べ人員
が携わったとされている（23）。
　「鐵葉細工」の作業が開始された1911年は、「木
村庄吉」がブリキの義足を編み出した年でもある。
彼が自らの下肢切断をきっかけに、軽く扱いやす
く安価な、何より園内で製作可能な補装具として
ブリキの義足を発案し、間もなくその製作が患者
作業として取り入れられたということになろう
か。製作された義足は農産物や衣類などと同様に
施設が買い上げ、医局で支給したのだろう。もち
ろんブリキ加工技術そのものはバケツや茶筒など
の日用品に多く使われていたから、すでに療養所
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にブリキ板が存在し、それを使って義足が試作さ
れ、後から作業場にその製作が持ち込まれたと考
えるのが自然である。
　なお「木村庄吉」は1911年に下肢を切断し、
1920年にはすでに「故」と称されている（24）。さき
に「足きり８年」という用語を紹介したが、あな
がち言葉だけではなかったようである。

２．装着方法の特徴
　ブリキの義足は安価で簡便、丈夫であるほかに、
その装着方法にも特徴があった。通常義足の装着
の際は切断肢の断端と、義足のはき口のサイズと
が一致していなければならない。一方ハンセン病
による麻痺が生じている皮膚は循環障害のために
乾燥し、脆弱で摩擦等に弱い。栗下は、先の「義
足（續）」に「義足ヲ着用スル時ハ下腿部切断部
ヘガアゼ二三枚ヲアテヽ繃帯ヲ巻キテ義足ノ筒中
ニ入レテ見、ユルカラズ、カ

〔ママ〕

ツカラズヨリ調節シ
工
〔ママ 〕

風ヲ計ルベシ」と書き、さらに再度の創傷を予
防するため「薄キ綿蒲団ヲ作リ筒中ニ入レル」（25）

ことも推奨した。
　写真２では、被写体の２人が両下肢を切断して
ブリキの義足を装着している。全生病院の養鶏部
員を撮影したものだが、義足を外させていること

（24）	 前掲「義足（續）」。

（25）	 同前。

（26）	 K.T.氏より、多磨全生園にて聞き取り（2019年10月）。

（27）	 前掲『らい看護から』、「序にかえて」ⅱ頁。

（28）	 2019年12月、後藤直生氏より聞き取り。

（29）	 前掲「癩院記録」26頁。

からその使用状況を記録する目的もあったと思わ
れる。
　写真右側の男性は断端を円錐状に巻き締め、義
足にぴたりと固定されるサイズにしている。巻い
てあるガーゼや包帯は、義足を装着していない時
もほどくことはほとんどなく、場合によってはそ
のフィット感を保つため半年ほど巻き替えない人
もいたらしい。包帯を交換しないのは衛生上よい
ことではなかったのだろうが、ある義足使用者に
よれば、義足装着時の違和感はガーゼ２～３枚分
の差でも感じるものだというから（26）、相当に精密
さが求められるものだったはずだ。多磨全生園に
勤務経験のある看護師の間では、包帯を巻かせて
もらえる
4 4 4 4

ことがベテランの印のひとつでもあった
というほどである（27）。
　ここまで緻密な巻き具合が求められたのは、切
断肢を義足に「突っ込んだ」だけの状態で装着し
たからである。通常膝より下の義足は歩行中に外
れないよう、断端より上つまり大腿部にベルトな
どで固定するしくみになっている。しかし少なく
とも全生病院では、切断肢を義足のはき口に押し
込んだだけの状態で使用する人が多かったた
め（28）、足に義足がぴったりはまらなければならな
かったのだ。
　こうした着け方にはおそらく２つの理由があっ
た。１つはハンセン病による手指の障害である。
「癩院記録」には義足使用者のセリフとして「義
足くらい便利なものはないぜ。ちょっと休みた
かったら腰かけになる、横になりたかったら枕に
なる。神経痛もしなければ蹠

うら

疵
きず

も出来ない。普通
の足をもってる奴の気が知れない。」（29）とある。
創傷と炎症を繰り返す下肢よりも義足の方が快適
というくだりは痛切だが、枕にも腰かけにもなる
という部分からはより現実的な問題が伝わってく
る。すなわち着脱の簡便さがこの義足の長所だっ
たことである。

写真２　ブリキの義足の使用者
（全生病院・年不詳・館蔵）
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　下肢切断に至るほど進行した状態であれば、お
そらく手指にも何らかの変形や麻痺があっただろ
う。特に強度の屈曲や拘縮、あるいは複数の指を
切断しているなどの場合は、ベルトや支持部のひ
もをかけたり結んだりする動作が難しくなる。
従って自力で着脱するには単に断端をつっこむほ
うが使い勝手がよかったといえる。革製の支持部
を備えた義足は高価なうえに（30）、紐で太さを調節
する仕様のものが多く、手指に障害のある病者に
は使いにくかっただろう。装着に援助が必要にな
ると、生活動作の自立にかえって支障が出てしま
う。ブリキの義足は安価で短時間に製作できると
いうだけでなく、自力でなおかつ簡単に着脱がで
きるという条件も満たしていたのである。
　さらに「（引用者注・患者）作業の時に使用す
るのはたいてい医局から交付されたものを使」（31）

うというように、ブリキの義足は患者作業にも耐
えうる頑丈さを備えていた。栗下が「桶の義足」
と称したものを1940年代後半まで使用していた栗
生楽泉園では、他園療養者との交流によって初め
て「他園では桶義足よりもブリキ板による義足か
らはじまっていたことも知るようにな」り（32）、そ
の際同じ金属でもより軽量であるという理由でア
ルミ板を用いた製造も検討したという。しかし壊
れやすかったので「少々重過ぎるがブリキ板が最
も長期間使用に耐える利点のあるということで、
桶義足に取ってかわること」になった。ここから
はブリキの義足の使用時期に地域差があったこと
と同時に、頑強であるという利点があったことが
わかる。「義足（續）」によれば、利用者によって
異なるものの、その使用期間は６か月ほどであっ
たらしい。
　最後に脱着が簡便であることのもうひとつの意
味として、「医局から交付された頑丈な」義足が
安価な療養所運営
4 4 4 4 4 4 4 4

に寄与していた点を指摘した

（30）	 鈴木幸次「〈随想〉沢隆さんの想い出 ―義足人生半世紀―（２）」（『高原』高原編集部、財団法人栗生楽泉園慰安会、通巻第577号、1998
年11月号、５頁）。

（31）	 前掲「癩院記録」25頁。

（32）	 前掲「〈随想〉沢隆さんの想い出―義足人生半世紀―（２）」６頁。

（33）	 森下静夫『固定されし椅子』（短歌新聞社、1982年）35頁。

（34）	 前掲『固定されし椅子』41頁。

（35）	 前掲『固定されし椅子』86頁。

（36）	 前掲「義足（續）」。

い。それを着けて水桶をかつぐのは同室（舎）の
人びとの生活用水を確保し、あるいは療養者たち
の口を糊する農作物を育てるためであり、鍬をと
るのも自給自足を目指した療養所の食糧事情によ
るものだった。自らの生活範囲の拡大は、すなわ
ち療養生活全体の維持に還元されるべきものと
なったのである。
　全生病院で長く付き添い看護を担い、両下肢を
切断した後に失明を経験した森下静夫は次のよう
に詠んだ。
命危ふき人の看護に起き出づる今日の一日の
視力われにあれ（33）

手探りに巻く包帯が一筋に白く光りしがふた
たび見えず（34）

　視力を回復した後には次の一首もある。
包帯を少なく巻けば一足毎に脱げさうになる
義足の歩み（35）

　包帯のわずかな厚みの差で「脱げ」るのは、ブ
リキの義足を使っていたからだろう。森下がそう
してまで歩いて向かったのは、自分より重い病状
にあえぐ療友の寝台だった。ブリキの義足は下肢
切断者の生活動作の自立を叶えることによって、
療友の生存、療養所の運営を支えていたのである。

３．足らしく見えること
　写真２の２人が着けていた義足は、外観は相当
異なるが両方ともブリキの義足である。左側の人
物の義足は裸のままで、カバーなどもされていな
い。
　右側の男性が使用している義足は足部の母指と
さし指の間に切れ込みがあり、下駄を履いている
（義足と下駄は固定されていたかもしれない）。こ
れはまさしく「足部には足袋をはかせて常人の足
に模し、下駄をはきて歩行するに何の不便を感ず
る事がな」（36）いと栗下が書いたもので、「義足
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（續）」にはその完成形の絵もある（図１）。
　こうした義足の外観の違いに関して、「癩院記
録」では足らしい義足を作ったり、場面に合わせ
て着け替えられるよう１人で何本も所持したりし
ていた「義足趣味」の存在にふれている。
　義足に趣味を持ち出すと医局からくれる不
格好なのでは承知出来ないので、義足造りの
所へ行って足にあわせて造って貰う。義足造
りは今院内に一人しかいないが、なんでも馬
糞紙（引用者注・粗悪なボール紙）で作るの
だそうだ。ふくらはぎはふくらませ、向うず
ねはそれらしく細くし、馬糞紙を幾枚も幾枚
も貼り合せて板のようにして立派な義足が出
来上る。趣味が強くなって来るともう一本で
は間に合わない。四本も五本も造って、外出
用、部屋用、式場用等々、みな別になってい
る。その男の押入れを開くとずらりと義足が
並んでいる。外出用のには足袋をはかせ、靴
下をはかせる。式場用はその場にふさわしく

（37）	 前掲「癩院記録」25頁。

飾る。（37）

　「義足（續）」ではブリキ高騰後の代替品として
「ボール紙」の義足が登場するが、こちらの作り
方はブリキの義足と同様とされている。一方、北
條の記述ではブリキの義足より「馬糞紙」製の義
足の方が足に似せて作られ、製法も複雑である。
栗下と北條との記述を重ね合わせると、1920年頃
から1930年代の全生病院には①医局から支給され
る頑丈な義足（ブリキ細工の作業場で作られたも
の、下肢切断者自身で製作可能）、②その代替品
としての「ボール紙」製の義足、③それらが入手
できない場合に使用された木製の桶義足、④「義
足造り」がボール紙でつくる「立派な義足」の少
なくとも４種類があった。作業場で作られる義足
では満足できない人がオーダーメードの義足製作
を依頼するわけだから、「義足造り」は療養所が
労賃を支払う作業部でなく、希望者本人から（お
そらくはなにがしかの謝礼と引き換えに）直接製
作を請け負っていたことになる。
　隔離のもとで棒縞の単衣や袷に象徴される画一
的な装いを強いられ、かつ身体の一部を失った時、
人びとは第一にその足の機能を取り戻し、次いで
わずかであってもアピアランスケアの機能を求め
た。療養所に生涯を終える身に外見は関係ないと
考える人もいただろうし、義足に出費を割くのが
難しい人もあっただろう。しかし柊の垣根の中は
小さな社会であり、経済格差もあれば生活場面に
合わせた振る舞いも必要だった。そのなかでなん
とか自身の希望に近い装いを欲した時、義足はそ
の表現手段となった。医局から支給された「不格
好な」ブリキの義足に布を貼ったり足袋を穿かせ
たりしたのは、装着するというどちらかといえば
機能的な意味合いだけでなく、他人の目にうつる
自分の姿が少しでも病む前に近いものであってほ
しいと願いながら暮らしたことの証だろう。
　なお義足の見た目の問題にかかわって、木製の
義足についてもふれておく。療養所の外の世界で
は、プラスティックと金属製の義足が用いられる
以前、概ね木を主材料とする義足が使われていた。
丸木（枝をはらったそのままの木材）を下肢の形

図１　ブリキの義足の完成図
（栗下鹿骨「義足（續）」より）
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状に削り出し、切断肢の断端がはまるようにはき
口の部分を刳って作ったもので、大変重かったと
いう。多磨全生園でも療養者が木工部で義足を
作っていたといわれ（38）、「足きり８年」という言
葉を伝えた多磨全生園の「Sさん」は1935年頃に
収容された後、「木工部での義足づくり」をして
いたという（39）。ブリキの義足、もしくはボール紙
の義足と、木工部で製作した義足との違いはどこ
にあったのだろう。
　今その問いに答える材料を持たないが、1992年
に星塚敬愛園にて収集されたと思しき館蔵の義足
（写真３）のなかに、そのヒントがあるかもしれ
ない。当初筆者は端正な形のこの義足を、部品の
外観などから比較的最近のものと予想していた
が、多磨全生園の義肢装具士にご覧いただいたと
ころ、実は「けっこう古い」ものかもしれないと
のことだった。ふくらはぎから足首、かかと、足
指にかけての形は、写真からもわかるように人の
下肢にそっくりに作られている。くるぶしから上
部は淡い黄褐色に塗装されており、樹脂製とも見
えるが手に持ってみるとずっしりと重い。脚部と

（38）	 2019年９月、国立療養所多磨全生園名誉園長・成田稔氏より聞き取り。

（39）	 前掲『らい看護から』258頁。

（40）	 木質や金属の軸に紙と液状セルロイドを交互に塗り固めて成型した義足である可能性も否定できない。たとえば栗生楽泉園ではこうした製法
の義足を戦後まもないころに用いていたという。前掲「〈随想〉沢隆さんの想い出 ―義足人生半世紀―（２）」参照。

足部の接合部に、既製の部品を用いているように
もみえない。金属の鋲には錆がなく新しいものに
見えるが、義足は使いながら部品交換や調整を経
て徐々に使用者に合わせていくので、使い込まれ
た義足に不似合いな新しい部品があっても不自然
ではないらしい。
　厳密には一部を刳り抜いて断面を調べなければ
素材はわからない（40）。ただしこれが、部分的にで
も丸木から削り出されたものと仮定すると、患者
作業の木工部で製作された義足の可能性も否定で
きない。そしてこの義足がブリキの義足と最も異
なる点は、「何も着けていない状態の足らしく見
える」ことである。形といい色合いといい、遠目
ではおそらく生身の足と見分けがつかないだろ
う。
　木製の義足は製作に時間がかかり、重量もあっ
て日常的に使うには向かなかったかもしれない。
それでもブリキの義足と並行して使われていたと
すると、その存在意義はやはりその外容にあった
と考えるのが妥当ではないか。さらにいえば、こ
のことは、自分の姿の一部を思い描く姿に近づけ
てくれることが、患者作業で製作していた時代か
ら義足の重要な役割だったことを示しているので
はないだろうか。

おわりに
　かつての低劣な医療と福祉の象徴とされたブリ
キの義足は、全生病院草創期に療養者自らが限ら
れた環境下で考案した、生活の自立を保障する道
具だった。真に低劣だったのは、この義足が使用
者の身体状況を、療養所運営が病む人に転嫁され
る環境に適合させる側面があったことである。当
時の療養所において、自力で簡便に装着できる義
足は、ケアを受ける人ではなく、ケアを提供し療
養所の運営を担う人を多く存在させるものでも
あった。
　また機能的な面だけでなく、その外観も問題に
された。園内にはブリキの義足だけでなく、あつ

写真３　もうひとつの義足
（星塚敬愛園・年不詳・館蔵）
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らえで作られたボール紙製の義足もあり、それら
の差異は足らしく見えるかどうかという点にあっ
た。また丸木から削り出した木製の義足もおそら
く、そうした意味合いを持って製作された。義足
は定められた身繕いを強いられていた人びとに
とって、自分の身体を少しでも病前の姿に近づけ
る表現手段としての意義を持っていた。
　多磨全生園元職員の古沢一男によれば、同氏が
補装具室に配属された1962年にはブリキの義足は
未だ同園で主流を占めていたという（41）。すると
1911年以来、少なくとも50年以上にわたってこの
義足が作られ、使われていたことになる。おそら
く樹脂製の義足が導入される頃には、自転車・自
動車の普及と療養者の高齢化、医療の充実などに
よって、足穿孔症や下肢切断が徐々に減っていた
のだろう。多磨全生園の場合には昭和40年代以降、
外科の看護師が生活と創傷との関係に着目し、足
穿孔症の治療と再発防止に療養者と共に取り組ん
だことにも意味があったのかもしれない（42）。
　補装具や自助具は生活上の問題を解決するため
に、療養者自身によって製作され始めた。そのた
めもあり、かつての療養所の不十分な医療の象徴
と目されることが少なくない。しかしそれらは、
作った人、使った人の生活の自立、その質の向上
をかなえようとする意志の結晶でもある。こうし
た小さな道具たちがどのように作られ、使われて
いたかをたどることで、療養者が身を切るように
して吐き出し、あるいは吐き出せなかった細い声
を聞き取る試みが必要だろう。それによって、病
と障害と共に生きた人びとの暮らしと、隔離政策
の苛酷さとを、よりふくらみをもって描けるので
はないだろうか。

（41）	 古沢一男（補装具技師）「義肢装具室40年の歩みから」（『多磨』2002年２月号）。「ブリキ筒アルミニューム義足が主流」で、そこに「全生
園独自の工夫も加わった」とされるが、工夫の具体的な様相は不明である。

（42）	 前掲『らい看護から』「生活のひろがりと足穿孔症　§うら傷とその人の顔が結びついたとき―須貝さんの場合」。
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橋本　彩香（国立ハンセン病資料館）

　ハンセン病療養所という場所の記憶から日本に
おけるハンセン病の歴史およびハンセン病問題に
対する正しい理解を呼びかける当館独自の事業を
創造することを目的に、多磨全生園内に残ってい
るもしくは無くなってしまった史跡等について、
名誉園長（当館館長）の成田稔（1）に対し、現地で
の聞き取り調査を実施した。本稿は、第１回目の
聞き取り調査（2）の内容をまとめたものである。
　話者の成田稔は1955年から1993年に退官するま
での38年間、多磨全生園に外科医師、副園長、園
長として在籍した。1927年生まれの92歳であり、
おそらく施設側にいた人物としては、最も古い時
代について証言が出来る人物である。日本のハン
セン病療養所の実態を後世に伝えていくために
も、聞き取り調査の内容を広く公開するものであ
る。
　なお、聞き書きの内容について事実と異なると
見受けられる箇所もあるが、当時の日本における
ハンセン病療養所での患者の扱いについて考えて
いただくことに重きを置き、確実に誤りである部
分を除いてそのまま掲載した。また、内容につい
ては成田稔本人に承諾を得た。なお、内容の理解
にあたり、必要と思われる箇所については（ ）
内に筆者が追記をした。質問者による発言は、文
頭に―で示した。原則として聞き書き中の「患
者」という用語については、「らい予防法」のも
とでハンセン病の診断を受けて療養所に入所した
人を指す。同法廃止後は、患者として療養所に入
所しているわけではない状況を考慮し、「入所者」
とする。

（1）	 1955（昭和30）年より医官として国立療養所多磨全生園医務課に勤務。1981（昭和56）年より同園副園長。1985（昭和60）年より同
園園長。1993（平成５）年に退官。2007（平成19）年より国立ハンセン病資料館館長。

（2）	 2019年７月13日（土）実施。

（3）	 1916（大正５）年に「癩予防ニ関スル件」の施行規則が一部改正され、所長に懲戒検束権を付与するとともに設置された。

（4）	 第３・４病棟（外科病棟）にあった患者の食事を準備する部屋。

（5）	 1953（昭和28）年に竣工。患者運動や娯楽活動など園内のさまざまな行事で使用された。1988（昭和63）年に解体された。

◆所内監房の所在位置
　私、あの監房（3）についてはね、みんな興味があ
ると思うの。だけど監房の所在場所がどこかって
ことはね、今は本当に分からないの。だけどこれ
は確かだ。まずね、これが柿の木、甘柿。落ちて
るよ９月ごろ来ると。（今では木の高さが）ずい
ぶん大きくなったけど。この柿の木すれすれにね、
２間×２間くらいの配膳室（4）があったの。この柿
を取れるのは看護助手の人だけ。手を伸ばせば（届
くところに）柿がなってたの。私なんかが取りに
入ると怒られた。こっち（南）側がね、古い外科
病棟（第３・４号病棟）。それで、ここにその配
膳室。病棟入室（入院と同じ意味）者の食事が来
てね、そしてここで配食してたの。そして、この
第３病棟の先（西）に廊下をはさんで第５病棟が
あったの。この位置に。整形外科の病棟。これは
ね、飛行機の格納庫。中島飛行場から（小さい方
を）ここに持ってきたの。大きい方は公会堂（5）。
なんの建物だったのか知らないけど、中島飛行場
からもらってきた建物がそこにあった。これが整
形外科、（その前は）初めてここに入園してきた

［聞き書き］
多磨全生園における史跡の記憶を記録する
―名誉園長・成田稔に聞く―

柿の木
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患者を入れてた病棟（として使っていたことが
あった）。ここに廊下があって、あの第５病棟と
つながってた。だからここらあたりに第３病棟が
あったわけよ、外科病棟が。外科病棟の向かい（北
側）に配膳室があるでしょ。だからそこの柿の木
が目印なの。柿の木があって、そこに配膳室があっ
て、そんでここのところに、第３病棟があったの。
　第３・４病棟っていうの。だからあの頃、第４
病棟があったんだよ。考えてごらん。なんで４っ
ていうのが・・・普通、病院では４っていうのは
使わないのよね。ここに私来た時、本当にびっく
りした。なんで４を使うんだろうって。
　第３病棟の向こう側（西側）に廊下を隔てて第
５病棟があったの。その第５病棟の先（西）にあっ
たのがね、監房。
　新入園患者は、（多磨全生園に）初めてきて、
朝起きるね、そして、向こう（西）側に行ってみ
るとね、こんな建物があるわけ。コンクリート造
りの。みんな驚いたって。「これはなんだ」って。
「あれは監房だ」って言われて、びっくりしたと（入
所者は）みんな言ってたよ。（所内監房が）ここ
らへんにあったというのを聞いたことだけ覚えて
る。間違いなく第５病棟の先。

◆所内監房の様子
　この監房の塀（6）はね、幅は10（歳）ぐらいの子
どもがこうやって馬乗りになれるぐらい。ちょう
ど足を広げて。ここ（全生園）の官舎に（住んで）
いたＳさんが小学校の頃に監房見たっていうんだ

（6）	 監房の周りを囲っていた煉瓦塀。1950年代前半頃に取り壊された。

よ。それで、（Ｓさんは）上にまたがって中をの
ぞいたって。「本当か」って聞いたら、はしごもっ
てきて登ったら登れたって。子どもがちょうど馬
乗りになれたっていうの。それでね、これはコン
クリートでできてて、外側（の外壁）は煉瓦だっ
たみたいだけども。あの（塀の）コンクリがね、
磨きのコンクリートだったの。なぜ上が丸くなっ
てたかというと、（ハンセン病の後遺症であるク
ローハンド、つまり屈曲指では）手がかけられな
いのよ。手をかけるとすべっちゃうの。彼らは感
じのないところに汗が出ないでしょ。患者さんは
汗をかけない。そして手指が曲がってる。だから
登れるはずがない。だから塀の上は磨いたように
きれいなんだ。弧状になってる。写真は無いけど
ね。
　最後に入った患者が、柚子か何かを（Ｓさんに）
「投げてくれ」って言ったんで、「投げてやった
よ」って。彼はそう言ってた。子どもがはしごで
塀によじのぼることができたんだから、（塀は）
はしごの高さぐらいだね、せいぜいね。「そのと
きお前小学校何年生だ」って聞いたら、３年とか
４年とかいってたね。だから、11、２（歳）でしょ？
そのぐらいの子どもが、はしごをかけてっていう
のはおかしいけど、塀の上にはしごをやって、そ
して上に登れたんだって。だから、そんなすごい
高いもんじゃないよ。
　塀の上がね、磨きコンクリート。腕を延ばして
も、手がかけられないように、磨いて、まるくなっ
てたの。（それを聞いて）「へぇ～、それは逃げら

監房の外観
煉瓦塀の内側の様子
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れないようにしたんだね」と思ったけども。

◆田無警察署による留置場（7）

―（所内）監房の跡には、看板が建ってました
よね。
　あれは嘘。位置は、あの位置じゃないんだよ。
なぜあそこにあるかっていったらね、あれは、（所
内）監房を潰したあとに田無署が新しい監房を作
ろうとしたのよ。ところがこれは患者の反対（8）に
あって、工事の途中で止めた。だからあの監房跡
は所内監房を壊してあらためて作った跡。それを
間違えないようにしないと。
　警察（田無署）の監房はここの先。位置が全然
違う。消火栓と書いてある下に水槽がある。この
水槽の隣に便所がある。だから実際の場所は（看
板より）だいぶ向こう（西側）だ。この下に水槽
がある。この水槽を降りて…私はこの辺りだと思
うんだが。
―建物の跡みたいなものがあります。
　それは便所だ。所内監房を壊した代わりに田無
署が監房を造った。だってハンセン病患者なんだ
から普通の監房に入れられないんだよ。あの頃は、
「これは恐ろしい伝染病だ」ぐらいの気持ちなん
だから。田無署にしてみれば、ここの患者は田無
署に収容することは出来ない。だから新しい監房

（7）	 1953（昭和28）年、「らい予防法」が新たに制定され（「癩予防法」は廃止）、懲戒規定から監禁が削除された。各療養所内に設置された監
房は不要となったはずであったが、1954（昭和29）年６月に厚生省は従来の監房を警察の留置場として使用する移管手続きを完了するよう
指示した。多磨全生園ではこれを受けて即座に移管手続きを行った。本文中、成田のいう「田無署の監房」とは、田無署が多磨全生園に設置
しようとした留置場のこと。また、1953年には栗生楽泉園の特別病室に代わるものとして、全国で罪を犯したとされる患者を収容する菊池
医療刑務支所（熊本刑務所所管）を菊池恵楓園の隣に開設した。

（8）	 所内監房の移管に反対した多磨全生園入所者自治会は1955（昭和30）年に「留置場設置反対対策委員会」を組織し、工事中止を求めて反対
運動に立ち上がった。その後工事中止の状態となっていたが、1956（昭和31）年に田無署は秘密裡に園外の山林に留置場設置の工事を開始。
それを入所者が発見し、同対策委は入所者に呼びかけて約200名が現場で座り込み、計画を粉砕した。多磨全生園患者自治会『倶会一処』一
光社、1979年・『全患協ニュース』第76号、全国国立療養所ハンゼン氏病患者協議会、1956年。

を造らなければならない。そしてここに造ろうと
した。便所も造った。それで便所だけが残った。
この便所は、行ってみたらわかるが便器全部に金
網が張ってある。便所だけ造ったって理由がよく
わからないけど、便所から脱走したんだよ。
―だから金網を。
　（昔、所内監房から抜け出したという患者に）「何
処から出てきたんだ」と聞くと、「便所から」と。
便所だから便もあるわけでしょ？どうやるのかと
思ったが、みんなそう言うので。便所から逃げら
れないように金網をひいたと思う。田無の警察署
は（患者の逃走を）予防するために便器に金網を
ひいた。その金網が残っているんだ。だからここ
に新しい監房を造ろうとしたんだけれども、患者
が反対した。そのために田無署は工事が出来な
かった。だけど便所だけは造った。
―そうしたら、この看板自体も実際には間違っ
てますよね。
　うん、間違ってる。

◆最後の監房
　それからこれは大西通り。大西通りの手前から
こっち（西）に行くと看護婦さんの宿舎。分かれ
道があってこっちに行くんだけど、この手前に
「鶏

とり

小
ご

屋
や

」と呼ばれた建物があった。鶏小屋とい

田無署留置場便所 金網
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うのは監房のこと。（園は）新しい監房をここに
造った。鶏小屋っていうぐらいだから、本当に柱
があって、屋根をかけた程度のもの。鶏小屋は仮
の監房。田無署にしてみれば新しい監房を造って
もらわないと困るわけでしょ、田無署にハンセン
病患者を入れるわけにはいかないんだから。その
頃のハンセン病患者は、さっき言ったように「恐
ろしい伝染病」。他の囚人が嫌がって問題になる
に決まっているから、どうしてもこの（療養所の）
中に監房を造らないといけなかった。だけど向こ
う（所内監房）は壊してしまって、仕方ないから
そこに造ろうとしたが、患者の強い反対にあって
造れなかった。仕方ないのでそこに鶏小屋という
のを（園が）造った。本当の“小屋”だね。
―それは木造の建物ですか？
　木造だよ。バラックだよ。私も最初はわからな
かった。屋根はあるけど。ビニールみたいな屋根
なの。屋根すらそれなんだから、本当の仮小屋だ
ね。鶏小屋というくらいだからバラックもいいと
ころだよね。これを監房代わりにしていた。

◆監房に入った入所者
　だけど実際に全生園の患者の中から監房に入れ
るような患者がどれほどいたことか。これ（鶏小
屋）はずっと空いてたんだけど、最後に１人入っ
た。ほかの療養所で素行が悪いと評判で、それで
は一般舎に入れられないとここへ入れた。それが
全生園の看護婦を刺した男。包帯材料をくれな
かったという理由で。（刺されたのは）Ｎさんと
いう看護婦。（その男は）最後は大阪にいたかな。
足穿孔症がひどいので、私この間に１回か２回、
その治療に行ったことがある。その時、その患者
が私に言うには、「先生、俺おふくろ殺したんだよ」
と。（当時）その患者は、ハンセン病だというこ
とになって、療養所にお母さんが連れていく（こ
とになった）。そのお母さんから逃げるために、
お母さんを走っている列車から落とした。列車の
開いてる所からお母さんを突いたと言った。「本
当か？」と聞いたら「本当だ」と。「お母さん、
死んだの？」と聞いたら、「死んだだろう」と。
「えー！」と思ったけれども。「だから俺は殺人鬼
だ」と言うの。ちょっとびっくりしたが、その男

が入っていた。その男が全生園で看護婦を刺した。
　（鶏小屋があったのは）昭和27（1952）年から
40（1965）年、50（1975）年あたりかな？私がこ
こに勤めてからは１件だけ別の女性を殺した（事
件があった）。恵楓園に医療刑務支所が出来たで
しょ？あそこに送られた患者だ。私もよく事件を
覚えていないが、私がここにいた時だった。向こ
うに川があってその川で女性を殺したの。どうい
うわけか知らないが、その女性は患者に体を売っ
ていて、終わったら金をよこせと。それで首を絞
めて殺した。それが全生園で起きた事件の最後。
売春行為で金を取ろうとしたから女を殺したんだ
な。これで凶悪事件は最後。これは殺人事件だか
ら、真っ直ぐ菊池医療刑務支所へ送られた。だか
ら結局最後の監房（鶏小屋）は利用されていない。

◆今、監房の存在から考えること
　だからこれ（所内監房）は全然位置が違う。本
当の位置はあの外灯よりちょっと向こう（西）側
だと思う。さっき柿の木があったでしょ？あれと
この外灯を結んだちょっと先。だからかなり離れ
ているね。
　私は全生で一番興味のある場所はこれ（監房の
所在）だと思ってる。（この看板）は間違ってい
ますとはっきり言っていい。
　だからどこらへんかということはあの柿の木だ
よね。柿の木の手前に３・４病棟の配膳室があっ
た。その配膳室の先に新しく入った人を入れる病
棟があった。その病棟のさらに先にあったの。こ
れは誰も知らないみたいだ。間違いない。私が昭
和30（1955）年に（全生園に）入ったとき、「こ
の甘柿ほしい」って言ったら、「ダメ」って言わ
れたんだ。だからあの柿の木は、私にとっては思
い出。あの頃私は医者だから、医者が「柿食べさ
せろ」っていうのに食べさせないなんてひどい話
だと思ったね。だっていっぱいなるんだよ。
　今のところ（所内監房や留置場跡地）を、全生
園の中で一番興味のある場所だと思いますと（来
館者に）説明する。それと収容門と診察室が（こ
の近くにあったことも）。これは北條民雄を読め
ばいちばん最初に出てくるからね。だからそのへ
んをあわせれば話としては非常に興味のある話
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じゃないかな。
　これはね、物が全然（残って）無い中では、やっ
ぱり監房というのは興味をもつね。監房（の塀）
はさっき言ったように上が丸くて手が引っ掛から
ない。だけど抜け出したのよ。それから監房の写
真を見ればわかるが、脇の方に大きな木がある。
あの木から（Ｓさんは）食べ物を中に入れてやっ
たんだ。もうその木がどれだかわからないね。
―療養所には似つかわしくない施設ですよね、
どう考えても。
　そうだね、監房なんていうのはね。だからこの
反対運動はすごかった。昭和30（1955）年頃じゃ
ないのかな。
　だからこの柿の木だけ覚えておいて。この向こ
うにあった。だからその位置をちゃんと承知して
話をしないと監房は出てこない。もう全生園にこ
のことを知っている人はいないんじゃないかな。
私が今まで案内して一番興味を持たれたのがこの
話。監房の話は何故だかわからないが、みんなが
興味を持つ。監房からどこを通って脱走したかと
聞いて「便所」と答える人はまずいないね。私も
最初便所からどうやって逃げるのかと思った。中
に便があるわけだから。その中に落ちて、あとで
洗うのかね？それは書いていない。だけど便所を
通ったことは確かだ。それをされないように、新
しく作るはずであった（留置場の）便器には金網
が張ってある。
―便所から脱走したという話は、所内監房での
出来事なんですよね？それを踏まえて次建てよう
と思って頓挫したけれども、あれは金網をひいた。
　便所だけで本体が出来なかった。全患協ニュー
スには書いてあるよ。木材が積んであったけどみ
んな持って行ったって。最初に留置場を作るか作
らないかの闘争がここであった。田無署はどうし
ても作りたかったの。患者が監房に入れられるの
は何か悪いことをするんじゃないかっていう先入
観があるわけ。だからどうしても監房は作らなく
てはならない。だけど患者にしてみたら、（患者
の中に）そんな悪人はいないよ、とそう言うに決

（9）	 1973（昭和48）年に多磨全生園内に発足。多磨全生園の看護師を中心に患者が「一人でも多くの人がより障害の少い状態で、それぞれの元
の生活にもどれるようにする」ことを目標に看護を実践する場であった。高橋シヅヱほか「社会復帰病棟の運営を省みて」『看護研究集録』
国立療養所多磨全生園看護研究会、1982年。

まっている。だから監房は造らせない。だけど監
房を造る争議は全国で起こったのよ。全生園、駿
河、青松園、愛生園。本当に造ったのは青松園と
愛生園も対岸の虫明に。それから駿河も造った。
全生園だけがつくってない。
　（全生園では）患者が囚人として入ったことは
ない。よそから来た看護婦を刺した男が（鶏小屋
に）入ったことは確か。これは刺したから入れた
んじゃない。面会人宿泊所と同じような意味で
使った。たまたまその患者がＮさんという外科の
主任看護婦に包帯の材料をくれと言った。看護婦
が「今日は材料を配る日ではない」と言ってやら
なかった。
―それに腹を立てて刺したんですね。
　だからこれが全生の刺傷事件で最後の犯罪。他
のいわゆる犯罪行為は売春行為に対するもの。そ
の患者は殺して捕まっているのだから、最初から
九州（の菊池医療刑務支所）に送られている。

◆社会復帰病棟（9）について
　この病棟がね、１階と２階があるね、２階は社
会復帰病棟だったの。１階の病棟はね、ほら格子
が入ってるでしょ。格子が入ってるっていうのは
ね、ここは精神病患者がいたの。これが最後の精
神科病棟といってもいい。全部（格子が）入って
いるでしょ。これがね、精神病患者の危険な行動、
たたいたり、なんかそのような暴力振るったりは
だんだんとしなくなったけれども、でも精神病患
者だからって格子が入れられてる。格子は必要な
かったと思うね、私は。ここの個室が３つぐらい
あるのかな、そこに精神病患者入れたの。
―この中は個室になっているんですか。
　そうそう個室。個室って言ったって、ベッドが
２つ入ってる。それでね、この東の大部屋が老人
病棟。それであっちの個室にだけ精神患者を入れ
た。
―格子が入っているところは精神科病棟と言わ
れ、（格子がない）こちら側は老人病棟というこ
とですね。
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　そうそう、大部屋のほうは全部老人。老人はね
個室を使わなかった。個室といったって２人部屋
だけど。２階は社会復帰病棟。なぜこういう造り
なのかというと、一般の入所患者と交流させない
ため。この社会復帰病棟の特徴は、園内の一般患
者と付き合わせないこと（10）。ここだけは独立して
いて、このことが社会復帰に非常に役立った。こ
この病棟の患者は夜出ることも、家に帰ることも
自由。だから家にいてちょっと遊んでくるよ、旅
行に行くよと言ってここに来る。だから周りの（近
所の）人が誰も（自分が）ハンセン病患者とは知
らない。これが心外だが大切なんだ。患者と知ら
ないから一人残らず社会復帰した。今の外来診療
と同じ。沖縄の（ハンセン病の）外来診療は、那
覇に行こうと思ったって１晩がかりでしょ？だか
ら那覇行ってくると言って３、４日いなくても、
誰も不思議に思わない。自分が患者として知られ
ないということはすごく安心なんだ。沖縄のハン
セン病対策がすごく成功したのはそのためだ。名
誉回復とは何ですかといったら、中心になること
は「俺はハンセン病だ」と言えることだ。（患者は）
自分を隠さなくちゃいけない。だけどこの診療形
態は全く隠し持つことができた。（基本は）家に
いて、（診療に）通うだけだから。それがとても
効果があった。沖縄は患者の発生数（の減少）が
内地から10年以上遅れていた。それが西暦2000年
には、どちらもゼロになった。西暦2000年になる
までに10年分先に進んだんだ。理由は外来診療で
自分がハンセン病だということを言わなくて済
む、知られなくて済むということが非常に大き
かったということ。偏見と差別がある中で、これ
が一番大きな問題だったのよ。恐ろしい伝染病と
いうことが明らかにされないで済むということが
どんなに大きかったか。国民の大部分が隔離政策
を知らなかったわけではない。知っているけど言
わなかった。国民も加担した、つまり国民も反対
はしなかった。日本の隔離政策のもとで自分が病
気だと知られることが怖いんだ。「恐ろしい伝染
病」という言葉を使って（患者を）排除してしま
うんだから。それは患者が悪いんじゃない、世間

（10）	 療養所入所者と付き合わせない理由は、社会復帰を目指す患者・回復者が療養所の生活に慣れて社会復帰の意欲を喪失しないようにすること
が目的であった。

一般が問題なんだ。

◆資料館職員に望むこと
　誰だって仲間外れにされることは嫌。自分は（ハ
ンセン病だと）知られたくない、だから隠す。今
も依然として隠している。そこのところは、隠さ
ざるを得ないような状況に追い込む私たちに問題
がある。だから私が（園内を）案内するときには
いちばん最初にみんなに言っている。なぜここに
患者がいるのか。患者というのは（現在ではみん
な病気は治っていて）入所者だが、これはやはり
世間の口が怖いからだ。自分が（故郷に）帰って、
「全生園から帰ってきたあいつはハンセン病だぜ」
なんて言われたら一家が困る。だから家へ帰れな
い。そういう風にしているのは私たちに問題があ
る。私たちがそういう見方をするから患者は帰れ
ない。それをちゃんと（資料館に）来た人に伝え
るという事は何よりも大切なことだ。
　ここは療養所とは言うが、実際は老人ホームと
考えていい。入所者はここに居ようと、どこに行
こうと自由であるし、本当なら最期を見取ってほ
しい身内の所に戻りたいと思っている。でもそれ
ができない。それはなぜかといえば、いまだに私
たちがハンセン病は恐しい病気でないと分かって
いながら、避けようとしているから。ともかく、
病気と人は全く別。その病気にかかっただけで、
病気どころか、かかった人までも嫌うなんておか
しいと思わない？でも嫌われていたから、療養所
に監房なんてものが造られた。

旧精神科病棟の病室の窓につけられた格子
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　どうかこのおかしさに気付いてほしい。怖い病
気ではないと頭では分かっていても、感情では
嫌っている。でもそんなことのない明るい世の中
になってほしいと思う。というのを私たち（資料
館職員）が言わないと駄目。私たちの見方や考え
方をなぜここの患者が帰れないかということに重
ねて、（ハンセン病に対する）偏見と差別をもっ
としっかりと伝えるべきだと思う。
　この（療養所の）中を案内するときには、冒頭
に５分ぐらいでいいから「これから私が話をする
のは昔の話ですが、皆さんにハンセン病のことを
もっとよく理解して欲しい」と言って今の話を伝
えればいい。そしてこの時代には刑務所に入れる
ことすら出来なかった。結局あれ（田無署による
留置場）は出来なかったけど、そういうことがあっ
たんですということを教えていいのではないか
な。私はそれが一番大切だと思っている。要する
に私たちの口が怖いんだ。世間口が。それを患者
のせいにしているなんておかしい。だからこれは
みんな私たちの世間口が怖くて入所者が帰れな
い。そこのところをよくわかってください。そし
てこの病気は普通の病気なんですよ、よくわかっ
てくださいと教えればいい。
　（ハンセン病は）今は普通の病気。いくら明か
してもいい病気なのに、依然にして隠すのは一体
何ででしょうというのは、疑問としてぶつけない
といけない。これはとても大事だと思う。
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①柿の木
②配膳室（推定）
③所内監房を示す看板
　（成田によると 

 この位置は誤り）
④田無署留置場の便所
⑤鶏小屋（推定）
⑥外灯
⑦旧社会復帰病棟 
（旧病棟２階）

⑧旧精神科病棟の鉄格子
（旧病棟１階）

柿の木

配膳室

1956（昭和31）年当時� ［出典：国立療養所多磨全生園『昭和30年年報』1956年］
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資料調査研究会代表　柏木　亨介（国立重監房資料館）

はじめに
　2019年度、ハンセン病問題に関する啓発活動の
一環として、ハンセン病療養所が保有する歴史資
料の取り扱いを検討する「資料調査研究会」が発
足した。
　本研究会発足の背景には、現在、国立のハンセ
ン病資料館（国立ハンセン病資料館、重監房資料
館）および全国のハンセン病療養所社会交流会館
等には学芸員が配置されているものの、各療養所
が保有する歴史資料の収集・保存・公開について
は医療機関としての特性から一般の博物館・資料
館のそれとは異なる知識と技術が要求され、その
諸課題を検討し情報共有を求める声が各地の学芸
員のあいだから上がったことにある。こうした要
望を受けて研究会初年度にあたっては、問題意識
を共有する学芸員を中心に、この取り組みを職務
上特に必要とする療養所職員も加えて研究会を開
催することになった。
　資料調査研究会は、全国の療養所を横断的に連
携しながら担当者間の情報共有を図る体制構築を
図り、わが国のハンセン病対策の歴史のさらなる
解明および効果的な啓発活動の展開に繋げていく
ことを目指している。

１．研究背景・研究体制・調査内容
　従来、ハンセン病問題に関する調査研究は、制
度上の位置づけや人員規模の優位性から国立ハン
セン病資料館を中心に進められ、その過程におい
て各療養所の歴史資料が収集されてきた。現在、

（1）	 また、国立ハンセン病資料館や各園社会交流会館の展示は、回復者の名誉回復という目的もあって、国の政策上の過ちよりも彼ら／彼女らの
生活実態や文化活動を伝えるものが多い。エティック（etic）な理解よりもイーミック（emic）な共感に重点が置かれている。

（2）	 こうした認識はハンセン病研究に携わる研究者間で共有されつつある。第90回日本ハンセン病学会総会・学術大会シンポジウム（2017年６
月、於国立療養所菊池恵楓園）において「ハンセン病アーカイブズ構築のこれから～過去そして今を、未来に～」（コーディネーター森修一、
シンポジスト鈴木晃仁、廣川和花、高野弘之、原田寿真）と題し、療養所保管資料の扱いについて各研究者の専門分野およびアーカイブズ学
の観点から問題提起されている。誤解を恐れずに言えば、療養所外部の研究者は資料の収集と公開に関心を払うのに対し、内部職員・医師等
は資料の保管（劣化と紛失への対応）に関心を払うという違いがみられる。

（3）	 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第２条に掲げる文化財を参照のこと。

（4）	 長島愛生園や邑久光明園では療養所の世界文化遺産への登録を目指す運動を展開し、その一環として2019年３月、園内建造物10件が登録文
化財に登録された。すでに菊池恵楓園では「旧熊本回春病院日光回転家屋」（回春病院から移築したもの）（2008年３月登録）、神山複生病院
では「神山復生病院事務所棟」が登録文化財の扱いを受けている（2006年３月登録）。

それらは同館において適切に保管され、常設展示
や企画展での公開をはじめとして啓発事業に活用
されている。しかしながら、収蔵資料の多くは入
所者の生活用具、美術工芸品、写真、自治会文書
などであり、事務文書や患者カルテ等の療養所資
料すなわち公文書については資料の性格上移管さ
れていない。そのためハンセン病対策の歴史につ
いては患者側（回復者側）の実態を知る機会に比
べると為政者側（療養所医師・職員側）の動向を
知る機会は限られている（1）。往時の隔離政策およ
び療養所の実態の全容把握には各地の療養所が保
管する公文書の分析は必須であり、プライバシー
の点から公開時期と方法の課題はあるにせよ、将
来の検証に備えてこれらを十全に保管し後世に伝
えていかねばならない（2）。
　また、歴史資料の形態は公文書や生活用具だけ
ではない。あまり着目されていないが、建造物、
史跡、天然記念物なども療養所の歴史を知り得る
重要な歴史資料である（3）。もっとも建造物に関し
てはすでに登録文化財の扱いになっているものが
あって歴史資料として認知されつつあるが（4）、史
跡と天然記念物については現任学芸員の専門性の
点から重監房跡地と旧全生病院の堀・土塁を除い
てほぼ未調査であるといってよい。そこで資料調
査研究会は、①公文書の収集保存を検討する文書
資料論、②建造物、史跡、記念物の適切な管理方
法を検討する文化財管理論の２点を研究する体制
とした。
　初年度は資料収集・保存活動を先進的に取り組

［調査報告］
ハンセン病療養所の歴史資料保存に関する調査報告
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んでいる療養所を視察し、担当者による技術・方
法の指導を受け、参加者間で各療養所での事情を
討議して共通の理解を図るという計画を立てた。
第１回研究会では、1909年に設置された全国５か
所の公立療養所の一つであり、資料収集・保存活
動を早くから取り組んでいる国立療養所菊池恵楓
園を先行事例として研究することになった。また、
菊池恵楓園は現行のハンセン病問題に関する啓発
活動を行う契機にもなった、2003年の温泉ホテル
宿泊拒否事件の当事者（被害者）となった療養所
であり、啓発活動の原点を確認し負の歴史を伝え
ていくためにも事件現場を歴史資料（史跡あるい
は文化的景観）として着目していく姿勢は必要で
ある。したがって、同事件の現地確認調査および
当時の自治会長から事件の顛末を伺い、啓発活動
の目的を再確認することも計画した。さらに、資
料保存の問題として自然災害対策も挙げておかね
ばならない。2016年の熊本地震によって菊池恵楓
園社会交流会館も被害を受けた。今後、自然災害
等による収蔵資料の破損のおそれや修復作業の必
要性が生じることも考えられる。そのため、文化
財修復に関わる行政、業者、地域社会との交渉の
実務上の課題を学ぶために、熊本地震で甚大な被
害を受けた阿蘇神社建造物（重文）の修復作業の
視察も行った。第２回研究会では現用文書・資料
の扱われ方を研究することにし、医療カルテなど
医療関係文書の保管方法と取り扱い上の注意点、
および施設管理作業における建造物、史跡、記念
物の保全活動について、国立療養所星塚敬愛園の
各部門の取り組みを研究することにした。以下、
本研究会の活動を報告する。なお、本稿では本誌
投稿締切の関係から10月末までの活動を報告す
る。
　資料調査研究会の概要は次の通りである。
【資料調査研究会】
テーマ　ハンセン病療養所の歴史資料の収集と管

理に関する研究
目的　　歴史資料の収集と管理に関する知識向上

および技術習得ならびに各園社会交流会
館等の情報ネットワーク構築による業務
効率化

参加者　国立療養所東北新生園福祉室瀬川将広、

重監房資料館学芸員柏木亨介、国立療養
所邑久光明園社会交流会館学芸員太田由
加利、国立療養所菊池恵楓園社会交流会
館学芸員原田寿真、国立療養所星塚敬愛
園社会交流会館担当職員餅原美保子、同
館学芸員石井千尋（以上第１回研究会参
加）、国立療養所大島青松園社会交流会
館学芸員池永禎子

【日程】
2019年
６月23日（日）・温泉ホテル宿泊拒否事件跡地の

実査（於熊本県南小国町）
	 ・文化財評価と修復事業に関する

実務研究（於熊本県阿蘇市、講
師：阿蘇神社権禰宜池浦秀隆氏、
公益財団法人文化財建造物保存
技術協会大川畑博文氏）

６月24日（月）・園内高機密公文書の管理方法の
研究（於菊池恵楓園、講師：副
園長野上玲子氏、学芸員原田寿
真氏）

	 ・温泉ホテル宿泊拒否事件の顛末
に関するヒアリング（於熊本市、
ゲスト：菊池恵楓園入所者自治
会副会長太田明氏）

６月25日（火）・ハンセン病関連地視察（本妙寺、
待老院跡、回春病院跡）（以上
熊本市）

11月22日（金）・医療関連資料の保管方法と研究
活用に関する研究（於星塚敬愛
園、講師：同園研究検査科長北
島信一氏、情報管理室山下美奈
子氏、視察協力：コスモス師長
小野洋子氏）

11月23日（土）・園内史跡・記念物の管理方法の
研究（於星塚敬愛園、講師：同
園社会交流会館担当職員餅原美
保子氏・学芸員石井千尋氏、視
察協力：福祉室七井俊治氏）
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２．菊池恵楓園における資料調査・保存
活動―その経緯と現在―
２－１．資料調査・保存活動の経緯
　　　　―野上副園長の講義から―
　菊池恵楓園は1909年に設置された公立療養所
で、わが国のハンセン病政策により設置された最
も古い療養所の一つである。当園には開園当時か
らの患者情報が記載された「患者身分帳」といっ
た貴重な資料が保管されており、プライバシーの
観点から最高機密に相当する公文書が多く残され
ている。こうした資料群はハンセン病療養所の歴
史や、かつての患者の境遇を知るうえで欠くこと
のできない重要な歴史資料である。熊本県のハン
セン病施策検証事業や骨格標本問題（5）などを受け
て、過去の検証に資するための資料保存の作業が
行われており、園内高機密公文書の管理方法と作
業の経緯について担当者から指導を受けることに
なった。
　菊池恵楓園の資料調査・保存活動を実質的に指
揮する担当者は副園長の野上玲子氏である。彼女
は長らく皮膚科医として菊池恵楓園に勤務し治療
に当たる傍ら、当園の資料の保存活動にも深く携
わってきた。講義では以下の話を伺った（図１）。
　ハンセン病療養所が保有する資料の重要性に早
くから気づいていたのは長島愛生園の医師だった
尾崎元昭氏であり、療養所の資料をどのように保
存していけばよいのかという問題意識を持ってい
た。この問題意識を共有していた尾崎氏、大島青

（5）	 熊本医科大学（現熊本大学）の医師が、戦前、九州療養所（菊池恵楓園の前身）の入所者の遺体から骨格標本を作製したと論文集巻末に寄せ
た随想のなかで触れており、本件の新聞報道を受けて現在、恵楓園では事実関係の調査を行い、人道上の問題の有無も含めて検討を行ってい
る。

松園の長尾園長、野上氏の３人で研究会を作り、
資料保存の検討を始めることになったのが活動の
契機である。
　当時はちょうどらい予防法違憲国家賠償請求訴
訟が行われていた時期で、1998年７月に熊本地裁、
1999年３月に東京地裁、同年９月に岡山地裁で訴
訟が提起され、これを契機として多くの研究者が
恵楓園を訪れ資料を閲覧していったが、園内にど
の程度資料があって、そのうちの何を閲覧したか
ということはわかっていない。そうしたなか、研
究会においてはハンセン病療養所の歴史には人権
侵害といったいわゆる「負の遺産」のみならず、
わが国の医療の歴史として幅広い情報が得られる
はずという認識のもと資料調査にあたっていた。
ただし、資料には個人情報も含まれているので、
その公開範囲は慎重に判断する必要があり、そう
した点の検討もしなくてはならなかった。
　国賠訴訟後、法務関係の問い合わせ、とりわけ
患者の身分に関わる問い合わせが増加した。また
恵楓園の文書の保管が十分になされていたわけで
はなく、資料管理体制の整備なども求められてい
た。こうした状況のなか、2001年から2003年にか
けて熊本県ハンセン病施策関係資料収集事業が行
われ、財団法人肥後医育振興会が委託先となって
実施された。同振興会は熊本大学医学部出身者が
多く入会しており、野上氏も同門だったので、そ
うした繋がりのなかで園内の資料調査が進められ
ていった。なお、このとき待老院、リデル、ライ
ト両女史記念館、熊本大学も資料調査対象施設と
なっていた。本事業は2003年に終了したが、関係
者のあいだで資料収集活動は今後も必要との認識
が醸成され、園内での収集活動が継続されること
になった。
　その後、トヨタ財団による研究助成を受け、「ハ
ンセン病関連資料整備・保存活用研究会」を組織
し、１．関連資料の整備、２．関連資料の収蔵、
展示施設における環境測定と現地調査及びその対
策、３．資料保存に関する研究会開催、に取り組
んだ。2008年から2010年にかけては「ハンセン病

図１　野上副園長による講義風景
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療養所の医学的資料保存と利用についての研究」
を実施し、菊池恵楓園、長島愛生園のほか、星塚
敬愛園、邑久光明園、大島青松園、多磨全生園、
奄美和光園、駿河療養所の医師などが参加した。
本研究は、各園の現状把握を行うとともに、先の
県事業の後も独自に資料整理を進めていた待老院
のデータベースシステムを構築した。ただし、待
老院のモデルを他の国立療養所に適用させること
は難しかった。なぜならば、恵楓園はその規模を
考えると待老院の100倍ものデータ量があること
が想定されるからである。また、資料には個人情
報など雑多なものもたくさん入っていた。そうし
たなか、当時の由布園長は各課で別個に割り当て
られていた患者IDを統一するなどして、資料整
備は着々と進められ、個人情報の保護を最優先と
しつつ一次資料の保存とデータベース化が進んで
いった。2010年には原田寿真学芸員が同園社会交
流会館に着任し、資料収集の保存と保管作業が
着々と進められていった。
　2012年から2014年にかけては共同研究で長島愛
生園、菊池恵楓園、星塚敬愛園、邑久光明園、大
島青松園、多磨全生園、沖縄愛楽園、宮古南静園、
2016年から2017年にかけては菊池恵楓園、星塚敬
愛園、邑久光明園、大島青松園、多磨全生園、宮
古南静園と協力して資料保存の研究を行った。現
在は「ハンセン病療養所の歴史資料から見る医療
の実態と患者の処遇（明治期）」（6）の研究を進めて
いる。
　このように、ハンセン病およびハンセン病政策
が様々な方面から検討され研究されるために、中
立的な視点からの資料保存を行っている。将来の
横断的研究に委ねるために、予め資料を取捨選択
するのではなくアーカイブとして収集・保存活動
を行っている。こうした取り組みについて園内で
は特に反対意見は出ていないという。
　菊池恵楓園入所者自治会としても園内文書の現
地保存を望んでいる。東京に資料が移管されると
将来的には地元で恵楓園の存在自体が忘れられて
しまうおそれがないともいえない。また、資料は
文部科学省および厚生労働省が定める「人を対象

（6）	 その成果の一つとして、「明治期における九州療養所（現、菊池恵楓園）に関する検討」（発表者野上玲子・原田寿真、第89回日本ハンセン
病学会総会・学術大会、2016年、於草津町）が挙げられる。

とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年
12月22日）に則って扱うべきセンシティブなもの
である。そのため、療養所と資料館との連携に関
しては慎重にならざるをえない面もある。
　以上まとめると、菊池恵楓園での資料調査・保
存活動は次の通りに組織され進められていった。
2001 ～ 2003年　県事業
2005 ～ 2007年　ハンセン病関連資料整備・保
存活用研究会
2008 ～ 2010年　ハンセン病療養所の医学的資
料保存と利用についての研究
2010年　学芸員配置
2012 ～ 2014年　８園参加の研究会
2013年４月　菊池恵楓園社会交流会館開館
2013年　骨格標本問題発覚
2016 ～ 2017年　６園参加の研究会
　菊池恵楓園においては、資料保存への問題意識
をもつ野上副園長はじめ医師職員の存在と、人権
問題を端緒とする歴史検証への社会的要求の高ま
りを受けて、各地の療養所と連携しながら調査研
究が進められてきたのであった。

２－２．園内所蔵文書の整理作業の現在
　　　　―原田寿真学芸員の解説から―
　現在の菊池恵楓園所蔵文書の整理作業につい
て、同園社会交流会館学芸員の原田寿真氏による
講義および収蔵室の案内・解説を受けた（図２）。
まず、作業の前提として、文書は園の資料であり、

図２　原田学芸員による資料整理の解説
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その取扱いの権限は園にあって、学芸員は園から
の依頼や指示を受けて作業するという認識をもつ
べきとの助言を受けた。そうした前提において、
園職員の協力のもと資料を社会交流会館まで運
び、資料目録を作成し、収蔵庫に収めるという地
道な作業を行っている。
　菊池恵楓園での文書整理の経緯については上述
したとおり、野上副園長を中心に園の取り組みと
して進められている。したがって、作業には園の
職員が携わり、学芸員が技術的助言と指導を行う
体制となっている。また、社会交流会館では作業
の可視化および効率化を図るために「菊池恵楓園
社会交流会館収蔵文書整理作業マニュアル」（2018
年５月、菊池恵楓園社会交流会館作成）を作成し
ている。このマニュアルは題目のとおり恵楓園で
の文書整理作業の方針、原則、手順について14ペー
ジにわたってまとめたものである。記載内容は、
「１．作業の概要」で作業を行う背景と目的、「２．
作業対象」で整理対象となる文書の指定、「３．
作業段階」で作業の目的が仮目録と基本目録の作
成であることが示され、作業者の意思統一を図っ
ている。「４．具体的な作業手順」において13段
階の作業が図版入りで解説されており、作業者へ
の具体的な指示が書かれている。作業の具体的手
順は以下のとおりである。①作業場所、②仮目録
の確認、③仮目録データ上における作成年代によ
る並べ直し、④文書の取り出し、⑤文書の内容を
確認して基本目録フォーマットへのデータ入力、
⑥文書のクリーニング、⑦文書を中性紙封筒に入
れもんじょ箱に収める、⑧金曜作業日における文
書分類の確認、⑨金曜作業日後の確認、⑩ラベル
の付与、⑪箱への収納、⑫ハードディスクへの移
行、⑬作業状況の確認、といった流れである。毎
週金曜日に学芸員が作業の進捗状況を確認し、今
後の指示を出している。
　現状は基本目録に掲載されている非現用文書
（「病床誌」等を除く）だけでも約5,000件ある。
また、これとは別に「患者身分帳」など患者のプ

（7）	  原田寿真「地域で文書を保存していく意義―菊池恵楓園社会交流会館における熊本大学生の手による企画展実施の事例から―」（『日本ハン
セン病学会雑誌』86- ２、2017年）

（8）	 例えば猪飼は『近代日本におけるハンセン病政策の成立と病者たち』（校倉書房、2016年）において九州療養所（菊池恵楓園）の資料を分析
しているが、一療養所の動向が他所でも同じように展開したかどうかは、例えば廣川和花が『近代日本のハンセン病問題と地域社会』（大阪
大学出版会、2011年）において草津温泉の湯之沢部落について実態解明を進めているように、各地の事例研究の蓄積を俟たなければならな
いだろう。全体像の解明にはさらなる資料蓄積が求められる。

ライバシーが記された資料についても整理が進め
られており、その取り扱いは厳重になっている。
今後、資料の責任者や担当者、保管場所等の問題
を解決しなければならない状況にある。したがっ
て、マニュアルは現時点での作業手順を示したも
のであって、資料の残存状況や作業体制次第では
改訂されうるものである。
　恵楓園の資料整理活動については、すでに原田
学芸員が日本ハンセン病学会で報告し、その方針
と取り組みの概要が公開されている（7）。簡潔にま
とめると、資料は、１．出所原則、２．原秩序尊
重の原則、３．原形保存の原則、に則って進めて
いくことを理想としている。恵楓園の資料は、
2017年４月25日、厚労省医政局医療経営支援課ハ
ンセン病療養所管理室長より、現状のまま各療養
所に保存する方針であることを確認しており、こ
れを受けて園内保存の体制を整えつつある。
　国賠訴訟と前後して、ハンセン病施策の歴史研
究を進めていた藤野豊や猪飼隆明といった研究者
が園内文書を閲覧しているが、当時は資料整理が
行われていない状況での閲覧であったため、全資
料のうちどのていどの資料を閲覧したのかは不明
である。したがって、先行研究ではハンセン病対
策の歴史のどこまでを明らかにしたのかが不明と
なっている（8）。2013年に骨格標本問題が起こって
再び歴史の検証を行う必要が生じたほか、社会交
流会館が開館したこともあって、資料閲覧を求め
られる機会が増えているので、資料保存の取り組
みを進めなければならない状況にある。
　さらに、収蔵室には園内文書以外にも入所者の
生活用具などが収められているが、社会交流会館
は旧事務本館を改装したものであるため、本格的
な収蔵庫とは言い難いものである。現状、資料を
分類したうえで各部屋に収蔵し、将来の活用に備
えているが、こうしたハード面の課題にも取り組
まなければならない状況にある。
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３．療養所外に存在するハンセン病問題
関連地の実査
３－１．宿泊拒否事件の跡地調査
　ハンセン病に関する人権啓発の必要性が強く認
識される契機となったのは、2003年、菊池恵楓園
入所者に対する黒川温泉でのホテル宿泊拒否事件
である。2001年の国賠訴訟から間もない時期に起
こったこともあって関係者に衝撃を与えた事件
で、当時、新聞、テレビ等で盛んに報道されたこ
ともあって今でも人びとのあいだで記憶されてい
る。こうした事件等を背景として、2008年にはハ
ンセン病問題の解決の促進に関する法律が制定さ
れ、現行の啓発活動が行われている。1996年のら
い予防法廃止後、2001年の国賠訴訟判決後にもな
お続く回復者への偏見差別の実態について認識す
るためにも、事件の記憶を風化させてはならず、
跡地を歴史資料として見る視点も必要なことであ
る。そこで、宿泊拒否事件の場である黒川温泉の
ホテル跡地を実査した（図３）。
　黒川温泉は熊本県阿蘇郡南小国町にある温泉地
である。北外輪山の谷部の狭小地形に形成された
温泉街であり、おもに家族客向けの小規模旅館が
川沿いに密集している。谷に沿って立地している
ので道幅が狭く、坂道や階段が続くので、物理的
環境としては少人数での観光に向いている。大規
模宿泊施設が立ち並ぶ観光地とは異なり自然に囲
まれ静かに過ごせる場所である。
　問題となったホテルは、温泉街に入る交差点手
前の国道沿いに立地し、旅館の立ち並ぶ中心地か
らは徒歩10分ほどの距離にあった。山あいの狭い
温泉地のなかにあっては、団体客の受け入れや、

大型バスが進入できる数少ないホテルの一つで、
菊池恵楓園の入所者がこのホテルをあえて選択し
たのは条件として妥当である。現在、ホテル跡地
は更地になっており、その前にはバス停がある。
温泉街の入口、国道沿いという立地もあって、旅
館が手配するマイクロバスの送迎地点となってい
る。しかしながら、温泉客が跡地を見てかつてこ
こにホテルがあったことを想像することは難し
い。

３－２．太田明副会長（当時会長）の解説
　ホテル跡地の実査後、当時自治会会長だった太
田明氏（現副会長）に、当時の状況と顛末につい
てお話を伺った（図４）。懇親会を兼ねて行われ
たヒアリングでは、マスコミの情報発信のあり方
について問題提起がなされるとともに、黒川温泉
と恵楓園との関係は良好であるとの説明を受け
た。
　宿泊事件後、黒川温泉自体が入所者の宿泊を拒
否しているかのような印象を与えかねない報道も
あった。問題のホテルは本社が東京にあって、黒
川温泉の他の旅館と行動を共にしていなかった。
事件直後、温泉組合所属の旅館の中には自治会に
対して宿泊受け入れの申し出を行ったところもあ
り、自治会と旅館組合（黒川温泉）との関係は良
好であった。しかしながら、事件の報道を受けて
黒川温泉自体が加害者のように世間から受け止め
られてしまったことは、自治会にとっても不本意
であった。
　世間の自治会に対する批判のきっかけは、ホテ

図３　黒川温泉ホテル宿泊拒否事件の跡地調査 図４　太田副会長（事件当時会長）との意見交換
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ル支配人からの謝罪を拒否した様子が報道された
ことである。事前の打ち合わせでは、自治会もホ
テル経営会社の謝罪を受け入れ手打ちにすること
になっていたが、ホテル経営会社が支配人個人に
責任を押し付けるかたちの謝罪文を出してきたの
で、自治会としては彼女を擁護するために謝罪を
拒否した。しかし拒否した場面が切り取られて報
道されるやいなや、自治会が頑なに謝罪を拒否し
ていると世間から誤解され、以後、自治会には批
判の電話が鳴り響く事態となった。会長であった
太田氏は精神的につらい時期を送ったという。本
件によって、マスコミの取材の受け方や報道のさ
れ方について注意しなければならず、こちら側か
らの情報発信の仕方についても考えるべき点が多
かったという。
　次に、東日本の療養所入所者と職員のなかには、
西日本におけるハンセン病者に対する偏見・差別
の内実がよくわからないこともあって、参加者か
ら事件について率直な質問も出た。このやりとり
のなかで報道等で知った内容とは別の側面がある
ことがわかり、今後の啓発活動にも活かせるヒア
リングとなった。
　今回、事件発生現場の実査を行い、当事者との
質疑応答を交わすことによって、事件の顛末が視
覚的に理解できたことは、今後の啓発活動や資料
館の展示内容の充実にとって有意義なものであっ
た。

４．文化財復旧をめぐる課題
　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平
成20年法律第82号）の第18条において、ハンセン
病回復者の名誉回復の一手段として「歴史的建造
物の保存」が例示され、各療養所で取り組みが始
まっている。
　文化財を通してハンセン病療養所を広く人びと
に知ってもらい、ハンセン病に関する正しい知識
の普及啓発を図ることは有効な試みであろう。と
はいえ、ハンセン病療養所は第一義的には厚生労
働省所管の医療機関であり、そこで生活する入所
者の暮らしが最優先であることはいうまでもな
い。そのため、療養所に存在するあらゆる事物（公
文書、建造物、樹木、生活用具等）に対して非当

事者が文化財的価値を見出し保存活用を訴える政
治的意図も、絶えず批判的に検証していく必要が
ある。
　こうした文化財としての保存活用と本来の存在
意義とのバランスについては、博物館学はもとよ
り文化を対象とする学問分野ではすでに避けるこ
とのできないトピックになっている。特にこの問
題が表出する契機は文化財の破損と復旧の場面で
ある。そして、自然災害によって文化財が破損し、
その修復に関わる技術的問題および手続き上の問
題についても知見を有しておくことが望ましい。
そこで、重要文化財の復旧にあたっている阿蘇神
社を訪問し、上記の問題について伺うことになっ
た（図５）。
　阿蘇神社において国の重要文化財の保存と修復
の状況について担当者から説明を受け、宗教と文
化財の領域調整や、復旧のために公的資金や寄附
金が充当される意義をいかに表現するのか、これ
らの点が大きな課題になっていることを伺った。
また、被災後に情報発信や多様な活用需要が高
まったこともあり、宗教としての神社という本質
的部分をいかに保持して進めていくかが難しいと
いう。外部資金を集めれば出資者からの情報公開
等の要求に応じる義務を負うことになるが、様々
な思惑が交錯するなかで当事者の主体性をいかに
確保していくかが問題となっている。
　これは医療機関であるハンセン病療養所の文化
財にも同じことがいえるであろう。資料調査活動
のなかで学芸員は回復者の意見をどこまで尊重し
ているか、その姿勢を絶えず振り返りながら活動

図５　重要文化財復旧工事の概要説明
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すべきであって、このことは厚労省においても国
立のハンセン病資料館の受託団体においても然り
である。回復者や入所者の人権を守りつつ、ハン
セン病問題の解決に繋がる資料活用の仕方を繰り
返し確認していく姿勢が重要であることを考えさ
せられた。
　次に、重要文化財の復旧工事を設計監理する担
当者から木材保存の技術的説明を受け、部材は部
分によって保存状態が変わるので一つずつ確認
し、記録を取りながら整理し、また将来的な災害
対策を施しながら復旧しているとの説明を受け
た。現在では入手困難な部材（台湾檜など）があっ
たり、再び自然災害で文化財が破損したりしては
ならないので、なるべく原状回復を図りながらも
新建材や最新工法も活用しているとの説明を受け
た。少なくとも復旧にあたっては文化財の調査研
究が十分に行われていないと復旧方法がみつから
ない。また、建造物の場合は内部の状況が露わに
なることによって、不明だった歴史や技術が判明
することもある。専門技術や知識を有する担当者
と業者がいなければ、重要文化財レベルの復旧は
困難であることを改めて認識した研究会であっ
た。

まとめ
　第１回の研究会では園内公文書の管理方法、ハ
ンセン病問題関連地の実査、文化財復旧をめぐる
課題の確認を行い、歴史資料の保存に関する現地
の最近の状況を知り得た。とりわけ菊池恵楓園は
公文書の保存事業を全国の療養所に先駆けて進め
ており、ここで示されたマニュアルの内容を全国
の他の療養所にも導入できれば、わが国のハンセ
ン病対策の歴史はより明らかになるであろう。そ
のためには各療養所の事情を把握し、共通の課題
を探し出す作業が求められる。また、これまで必
ずしも歴史資料とはみなされなかった関連地につ
いても情報が得られることがわかったので、記録
保存等の資料化の取り組みも必要である。当事者
の語りだけでは明らかにならない部分について
は、幅広く資料を収集することで対応し、ハンセ
ン病問題とハンセン病対策史を検証するための資
料を整えていくことが必要である。啓発事業に

とって真に重要なことは、ハンセン病問題の本質
を見極め、自然法的価値観を世代を超えて人びと
のあいだで共有していくことである。この実現の
成否は徹底した資料収集・保存と、現代社会に対
する洞察力を養う自己研鑽にかかっている。
　次回研究会は、2019年11月22日（金）・23日（土）
に星塚敬愛園において医療関係資料の保管をテー
マに実施する。本誌編集行程上、本報告で触れる
ことは叶わないが別の機会に報告したい。

謝辞
　本年度資料調査研究会開催にあたり、菊池恵楓
園（箕田誠司園長）・菊池恵楓園入所者自治会（志
村康会長）および星塚敬愛園（山元隆文園長）・
星塚敬愛園入所者自治会（岩川洋一郎会長）から
は講師依頼、園内見学、宿泊に際して格別のご高
配を賜りました。また阿蘇神社においても講師依
頼および文化財修復現場の見学に際して同様のご
高配を賜りました。野上玲子様、太田明様、池浦
秀隆様、大川畑博文様、北島信一様、山下美奈子
様、小野洋子様、七井俊治様におかれましては講
義と案内を快く引き受けて下さいました。ここに
深くお礼申し上げます。
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語り部機能継承勉強会代表　田村　朋久（長島愛生園歴史館）

　近年、療養所入所者の高齢化に伴う療養所運営
のあり方が厚生労働省、全国ハンセン病療養所入
所者協議会、ハンセン病市民学会などで議論され
てきた。その結果、各療養所に人権擁護委員会が
設置されることとなり、療養所機能の維持と入所
者の人権擁護に関して大きな進展を見せている。
　一方、現在療養所に課せられている人権学習拠
点という役割は社会的にも認知されつつあり、療
養所を訪れる人々は増加している。彼らの多くは
ハンセン病体験者による語り部講話（以下語り部
講話）を希望することが多い。
　長島愛生園では高齢の入所者の負担軽減措置と
して火・水・木曜の午後のみ、語り部講話を聞い
ていただくプログラムを実施しているが、見学を
受け付けると語り部講話プログラム実施日から予
約が埋まっていくのである。
　毎日新聞2018年11月14日によると2018年11月の
段階で全国の語り部は46人となっている。しかし、
語り部として活動している入所者は高齢のため
年々減少しており国立ハンセン病資料館に於いて
も語り部の佐川修氏は鬼籍に入り、平沢保治氏も
高齢のため語り部活動の縮小を行うなど、先行き
は見通せなくなっている。
　語り部機能の継承事業はハンセン病市民学会
や、ボランティア団体、支援団体がそれぞれ検討
を始めているが、博物館施設としての語り部機能
継承については未だ議論がされていない。
　そこで日本国内で現在、語り部講話（体験者に
限らない）を行っている博物館施設を訪れ、語り
部講話の現状を学び、国立ハンセン病資料館なら
びに各園の社会交流会館において語り部機能の継
承のあり方を検討し、実施することを目的として
「ハンセン病語り部機能継承勉強会」を2019年４
月に組織した。
　本勉強会を組織するに当たり、国立ハンセン病
資料館と各地の社会交流会館の学芸員を対象に参
加者を募集し、本目的に関心のある学芸員９名に

よって構成されている。

ハンセン病語り部機能継承勉強会
田村朋久（長島愛生園歴史館主任）
辻央（沖縄愛楽園社会交流会館主任）
干川直康（栗生楽泉園社会交流会館）
澤田大介（松丘保養園社会交流会館）
西浦直子（国立ハンセン病資料館事業課課長）
大高俊一郎（国立ハンセン病資料館社会啓発課課
長）
金貴粉（国立ハンセン病資料館社会啓発課主任）
木村哲也（国立ハンセン病資料館事業課主任）
橋本彩香（国立ハンセン病資料館事業課）

　2019年３月に行われた事前ミーティングを兼ね
た準備会では東京学芸大学の君塚仁彦氏を交え
て、対象博物館の選定を下記の通り行った。

平取町立アイヌ博物館・国立アイヌ民族博物館準
備室
富山県立イタイイタイ病資料館
四日市公害と環境未来館
広島平和記念資料館
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
水俣市立水俣病資料館・水俣病歴史考証館

　2019年４月の第一回勉強会では、先駆的な取り
組みをしている広島被爆継承者の楢原泰一さんを
迎え、継承講話を拝聴し、その養成についてのプ
ログラムの詳細を学ぶと共に、視察先の確認およ
びチェック内容の検討を行った。
　2019年度上半期において各担当者が対象博物館
等に赴き、チェック項目に沿って語り部継承に関
する内容を調査した。視察先には基本的に二人一
組で訪れ、チェック漏れが無いよう心がけた。
　2019年10月２日、対象館の視察を終えた担当者
学芸員が集まり報告会を行った。概要は当日の議

［調査報告］
ハンセン病体験者の語り部機能継承に関する調査報告
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事録を抜粋した以下の通り。（各館視察報告の詳
細は末尾の報告シートを参照）

ハンセン病体験者語り部機能継承プロジェクト　
第２回ミーティング

１．出　　席
田村、干川、西浦、金、木村、橋本

２．議　　事
（１）本プロジェクトの目的はハンセン病体験者
の語り部機能を継承するための様々な手法を調
査・検討し、体験者自身の語りの代わりになるも
のをできる限り多く生み出すことである。その目
的を達成するにあたり、今年度は９月までにプロ
ジェクトチームメンバーが分担して同じ問題を抱
えていると思われる他館を視察し、その取り組み
をチェックシートにまとめた。
　以下、報告内容の中から語り部機能継承に関す
る箇所を簡単に記載。

①四日市公害と環境未来館（報告者：田村）
　四日市公害の原告は全員死去。被害者家族や関
係者が体験講話を実施（語り部７名）しているが、
その方々も高齢になり、講話継承が危ぶまれてい
る。しかしながら継承者の育成はしていない（ボ
ランティアを活用するビジョンはあるが具体的に
動いていない）。
　当館では、デジタルライブラリーを設置してお
り、多くの関係者（裁判の原告、被告企業関係者、
患者、家族、市民、医療関係者、支援者、学識経
験者、マスコミ、企業担当者、行政関係者）の証
言が保存されている。被告企業関係者の証言が保
存されているのは特筆される。

②水俣市立水俣病資料館（報告者：木村）
　当事者（水俣病患者および患者家族）による「語
り部制度」に11名（60代～ 90代）在籍。水俣病
は当事者が比較的若いということもあり、継承が
課題であるとの認識はあるが現在において危機意
識は低いと思われ、実際に将来を見据えた中長期
的な計画を立てて課題に取り組むまでには至って

いない。また水俣病と何らかのつながりをもって
いる人物による「伝え手制度」に在籍している４
名のうち、チッソの元社員という加害者側の講話
者が在籍していることは特筆される。

③水俣病歴史考証館（報告者：木村）
　患者による「語り部」が約30名在籍。主に声を
上げられない患者を選定し、少人数の聞き手に対
する講話を設定している。「継承者」には相思社
職員５名が個人向けの水俣病講話を実施してい
る。水俣市内見学ツアー「水俣まち案内」（有料・
長時間）も実施。

④富山県立イタイイタイ病資料館（報告者：橋本）
　非当事者による「語り部」が８名在籍（イタイ
イタイ病患者の家族およびイタイイタイ病被害者
弁護団弁護士）。語り部の募集・人選については
資料館で行っているが、被害者団体等とも連携し
て実施している。平成27年以降、新たな語り部の
採用は行っていない。当事者（認定患者）は現在
４名いるが、当事者の講話は実施していない（証
言集などもなし）。
　それぞれの語り部の講話の内容や、やり方につ
いて（パワポ使用や原稿の用意など）は語り部個々
に自由にやってもらうことで信頼関係を築いてい
る。

⑤広島平和記念資料館（報告者：西浦）
　体験者である「証言者」の講話を実施。
　広島の被爆体験継承について特筆されるべき
は、被爆経験者ではない伝承者がひとりの証言者
の経験を伝える被爆体験伝承講話である。伝承講
話は被爆の実相、ある証言者の体験の伝承、まと
めという構成である。伝承者募集は広島市平和推
進課が約５年間活動可能な者を毎年公募し、３年
間の養成プログラムを受講したあと市からの認定
を受けて委嘱される。平和記念資料館では１日３
回の定時伝承講話（うち１回は英語）、および広
島市内への伝承者の派遣を行っている。

⑥国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（報告者：
西浦）
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　体験者である「証言者」の講話を実施。
　2018年度より広島市認定の「伝承者」を広島市
外の申し込みのあった地域へ派遣している（現在
約70名）。2018年度は約300件、2019年度は７月末
までで450件を超える申し込みがあった。その他
被爆体験を収集・公開する施設として、それらを
テキストにした朗読会および朗読ボランティアの
館外派遣なども実施している。

⑦・平取町立アイヌ文化博物館（報告者：金）
　文化伝承に関する取り組みは、アイヌ文化保存
会と一緒に実施（「ユカラと語り部」口承文芸）。
毎週土曜日に約１時間半で語り手が２名、進行役
が１名で進めている。語りの内容は文化、経験、
生い立ち、言葉についてなど。近年では、アイヌ
出自ではない職員がアイヌ語教室、舞踊教室、学
校でラジオ体操をアイヌ語で行うなど、さまざま
な取り組みをしている。アイヌ出自以外の人の継
承者講話はなし。

　・国立アイヌ民族博物館準備室
　2006年から人材育成継承事業が本格化。後継者
育成形成事業の対象者はアイヌ出自に限ってい
る。現在３期生まで輩出（15名）。３年間で言語
や文化、食生活、工芸、織物、儀礼、歴史等につ
いて習得。修了生はその後、学芸員など、アイヌ
文化継承の担い手として活躍している。
　47カ所にあるアイヌ協会等と協力して、アイヌ
の人向け文化プログラム（短期・中期）、親と子
のアイヌ語講座等を開催している。ハワイや台湾
との交流もある。
　→当事者自らが自分たちの文化継承に取り組ん
でおり、特にアイヌ出自の若い世代の人達が歴史
と文化継承のために活躍している。

以上
※本稿掲載にあたり加筆修正を行った。

　上記の通り報告会を行い、意見交換を行った。
対象となる博物館が、戦争、公害病、民族、など
同一分野でないため、画一的な結論は出せないに
しても、ハンセン病問題の語り部機能を博物館施

設として継承していくにあたり、今後の方向性が
明確になってきた。
　１）ハンセン病体験者の証言の収集と公開
　２）ハンセン病体験者以外（家族・厚生労働省
や療養所の職員・市民など）の証言の収集と公開
　３）ハンセン病体験者以外（家族・厚生労働省
や療養所の職員・市民など）の語り部育成
　４）ハンセン病体験者の語り部継続に関する補
助者の育成
　５）学芸員等によるハンセン病体験継承者の育
成
　６）他媒体を使った疑似体験

　１）に関しては既に国立ハンセン病資料館をは
じめ多くの社会交流会館においてもその蓄積があ
り、適切に公開されている。しかし近年国立ハン
セン病資料館が行った各園入所者の証言は収集こ
そされているが、公開されていない。豊富な蓄積
を各地の社会交流会館が共有できる枠組みを速や
かに構築すべきである。
　各社会交流会館においても、順次映像やテキス
トで証言の収集が行われている。可能な限り公開
し、各館の情報共有がなされるべきである。また、
行政や支援団体、ボランティアや研究者による同
一調査もそれぞれに行われている。それらの蓄積
をできるだけ集約し、誰もが資料にアクセスでき
る環境を構築することが重要である。
　２）の証言については、医師の証言がわずかに
残されているが、ほとんどが手つかずの状態であ
る。かつての療養所の実態を知る職員も高齢化が
進んでいるため、早急な対応が必要となる。また
家族に関しては家族訴訟判決後も、差別を恐れ、
話を伺える家族が極めて限られていることから、
証言を映像として残すことは現時点では難しい
が、今後可能な限り収集すべきである。
　３）療養所では日々多くのスタッフが入所者に
接している。また療養所外の支援者やボランティ
ア等で入所者との個人的な関係を構築している人
も少なくない。彼らがハンセン病体験者との関わ
りに置いて、自らの体験として話すことは難しく
ないはずである。昨年度以降、国立ハンセン病資
料館が行ったソーシャルワーカーや教員の語り、
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盲人会の元職員による語りは、この見本と言える。
対象者を選定し、講話を行う仕組みづくりが必要
となる。
　４）語り部講話は現時点では一定数行われてい
るが、体験者自身が高齢となり、１時間の体験講
話が難しくなるケースがある。また体験講話の語
り部については、今後も新規語り部の掘り起こし
が重要となるが、多人数の前で自身の経験を話す
ことに戸惑いを持つことは容易に想像できる。そ
こで、講話の調整役としての補助者を育成するこ
とが求められる。国立ハンセン病資料館および一
部の社会交流会館では学芸員がインタビュアーと
して同席する方法がすでに導入されているが、本
取り組みをすすめることで、新たな語り部の掘り
起こしと、現状の維持が期待される。
　５）広島で行われている継承者と同様の語り部
継承者を育成する。対象となる入所者は、療養所
で現在語り部をしている方、または本人は語るこ
とが難しいが、ご自分の半生を伝えることを希望
する体験者を選定し、まずは学芸員を中心に語り
の内容を精査し、語り部との意思疎通を通じてシ
ナリオを構築する。また同時に来館者にも分かり
やすいよう写真等を交えたパワーポイントを作成
する。将来的にはボランティアによる継承者育成
も検討すべきだと考えるが、まずは専門職である
学芸員がこの任を担うべきである。
　６）昨今の博物館ではVRやプロジェクション
マッピングを使った擬似空間を作り、あたかもそ
の場に入り込むような展示手法が設けられてい
る。また、VR映像にAIを用いて、あたかも質問
者と対話できるかのような手法も実用化されてい
る。ハンセン病問題の疑似体験を行うとすれば何
が可能なのか、議論は必要だが、その方法論を検
討してくことは可能性の一つとして重要である。

　以上のようにハンセン病体験者の語り部機能継
承にあたっては幾つかの手法が考えられるが、体
験者の高齢化が進む現状を鑑みると、どれも猶予
は無い。しかし、日常的に入所者と接点を持つ学
芸員という立場として、また体験者の負担軽減を
考えるのであれば、５）学芸員等によるハンセン
病体験継承者の育成について議論を行い、対象と

なる体験者にお話をきかせていただき、その内容
をもとに４）ハンセン病体験者の語り部継続に関
する補助者の育成についても並行してすすめるこ
とが適切であろう。またハンセン病問題の実像を
立体的に示すために３）ハンセン病体験者以外の
証言収集も早急に行う必要がある。
　ハンセン病体験者の語り部機能継承の問題は長
らく共通課題として認識されつつも、国立ハンセ
ン病資料館ならびに社会交流会館においてはあま
り議論されてこなかった。この度、継承に関する
勉強会を開催し、他問題での継承の実像に触れる
ことで、我々はより一層の焦りを感じるとともに、
同問題にいち早く着手してこなかった見通しの甘
さを痛感した。同様の調査や勉強会は今後も継続
し、より多くの事例の収集・検討によって深みの
ある語り部機能の継承の在り方を模索するととも
に、得られた知見を適切にアウトプットすること
でハンセン病問題の語り部機能の継承に繋げたい
と考えている。取り組みが遅すぎる。との声も多
いだろうが、今後の取組に期待頂ければ幸いであ
る。
　最後に、本調査に際し、ご多忙の中、快く対応
してくださった各館ご担当者の皆様に深く御礼申
し上げる。
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語り部機能継承勉強会　報告シート

◆国立アイヌ民族博物館準備室、平取町
立アイヌ博物館
　国立アイヌ民族博物館準備室（白老町）では、（公
財）アイヌ民族文化財団学芸員の八幡巴絵氏から
継承者育成事業の取組についてお話をうかがっ
た。現在、2020年４月の国立アイヌ民族博物館開
館に向け、準備を行っている最中である。八幡さ
んはアイヌ出自の学芸員として2006年から勤務。
同館では、アイヌ出自の方を積極的に採用すると
いうことで、現在、学芸員、研究員総勢11名中５
名がアイヌ出自の方。次世代の継承事業について
は、アイヌ施策であるイオル事業とともに公的、
私的に進められてきた。
　かつては家庭内でアイヌ文化が継承されてきた
が、近年はそれが困難となり、1998年から次世代
の語り継ぎを事業化することとなった。1984年、
アイヌ民族博物館が開館し、アイヌの生活空間再
生事業、人材育成等にも寄与してきた。アイヌ語、
文化継承については単発であり、継続性が重要視
されていく。2004年頃から国立の博物館誘致が決
定。2006年から人材育成継承事業が本格化する。
現在３期生まで輩出（15名）。３年間で言語や文化、
食生活、工芸、織物、儀礼、歴史等について習得。
修了生はその後、学芸員など、アイヌ文化継承の
担い手として活躍している。
　また、平取町立二風谷アイヌ文化博物館では、
森岡健治館長から継承事業に関する聞き取り調査
を行った。近年、漫画『ゴールデンカムイ』の影
響もあり、若い世代の来館が増えた。平取町は学
校教育にも力を入れており、博物館学芸員が出向
いて総合学習等で授業を行っている（年間10時間
ほど）。白老に国立の博物館設立決定を受け、平
取では2016年から2018年の間に改修工事を行い、
これまで年間来館者数が２万人であったところ、
昨年度は27,000人となった。海外からの来館者は
団体よりは個人が多い。
　リニューアル後の25分のアイヌ文化紹介映像
は、過去の伝統を継承するというだけではなく、
現在、どのようにアイヌ文化が息づき、新たな文
化が創造されているかという点を重視して作成し

た。博物館職員は現在３名。文化伝承に関する取
り組みは、前述の通りである。
　今後も他の施設、行政、団体とも協力していく
中で、来館者を積極的に誘致していきたい。さら
に白老で初めての国立ができるということであれ
ば、旅行会社などとともにもっと広報を行ってほ
しい。来館者のニーズに合わせた取り組みを積極
的に行っていきたいと語られていた。
　また、この度、博物館施設ではないが、平取町
役場において平取町アイヌ施策推進課の吉原秀喜
氏より、アイヌ施策について聞き取り調査を行う
ことができた。平取町はアイヌ出自の方が多い（約
25％）ということもあり、積極的にこれまでイオ
ル事業（アイヌ施策）を行って来た。平取町のア
イヌ施策推進課は博物館出向職員含め40名いる。
博物館としては特別展ごとにアイヌ出自の方に聞
き取りを行ってきた。中には長いこと、自分史を
語れない方もおり、50をすぎて語ろうとする方も
出てきている。映像化やオーラルヒストリーを残
していく重要性を感じているとのことであった。
　平取町としても北大の先住民研究センター、平
取町アイヌ協会との協力関係から、遺骨返還問題
などにも取り組んでいる。白老に国立の博物館が
できるということだが、北海道職員の関心はそれ
ほど高くないことが問題点であると指摘されてい
た。人材不足もある。官民一体となって、事業に
取り組んでいく必要があるとの指摘は、ハンセン
病問題の活動においてもいえることだと感じた。
　以上、アイヌの歴史や文化継承のための事業を
行っている関係機関で主に語りによる継承につい
て調査を行った。平取町、白老町は道内でもアイ
ヌ出自の方が多く暮らす場所でもあり、土地柄や
観光産業としてのアイヌ文化継承もあり、アイヌ
出自以外の住民もアイヌ文化についての認知度が
高い。しかし、それはアイヌ協会等の当事者団体
や自治体が一体となって声をあげ、継承のための
事業を継続したからこそ、人材育成等の取組が進
められ、国立の博物館建設にも結び付いたのでは
ないかと感じた。
　また、次世代の継承者としての人材育成につい
て、単にアイヌ文化に興味のある人を対象とする
のではなく、あくまでもアイヌ出自であることと
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対象を当事者に限定することで、まずは継承者で
あるのは「当事者」であるという認識が当事者団
体、行政両方において共通認識であることがうか
がえた。同時に文化の継承といった時に、「当事者」
自身も改めて培わなければならないものであると
いう前提があり、現代の環境における困難さから
行政などがバックアップする体制となっているこ
とに、大きな驚きがあった。
　ハンセン病問題においては、病歴者が継承者と
して活動することに困難さが増しているが、まず
は回復者に近い立場にいる学芸員や療養所職員が
ハンセン病問題について考えてもらう入口として
啓発事業などを行っていく必要があるのではない
かと思った。今後は今まで以上に当事者との役割
分担をふまえた啓発活動、その事業の内容や伝え
方に関する検討も重要であると感じた。

◆富山県立イタイイタイ病資料館
　イタイイタイ病資料館では８名の語り部の方々
を擁しており、患者家族や関係者も「語り部」の
肩書をもって資料館で講話を行っている。今回は
小松さん（イタイイタイ病対策協議会初代会長で、
イタイイタイ病裁判原告であった父をもつ）の語
り部を聴講させていただいた。小松さんは、イタ
イイタイ病の苦しみや地域住民の闘い、父親の活
動について、語ることに使命感をもって活動をさ
れている。小松さんが、自分の話が来館者に伝わっ
ていないと感じた例として、語り部をやり始めた
時、小学生に父の原告としての活動の話をすると、
自分の話が理解できずキョロキョロしている児童
がいることに気が付いた時のことを語られた。そ
れ以降はパワーポイントにイラストを追加し、分
かりやすく話すように工夫している。
　語りの仕方について、資料館担当者の宮島さん
にお伺いしたところ、小松さんのように原稿やパ
ワーポイントを自身で作成し、PC操作も自身で
行う方もいれば、原稿などを所持せずに講話をす
る方もいるとのことであった。資料館職員は語り
部の主体性を大事にしながら、そのサポートに力
を注ぎ語り部との信頼関係を築くことに非常に重
きを置いている。また、この問題を「自分事とし
て考えてほしい」という小松さんの願いはハンセ

ン病資料館が来館者に願うメッセージと通じるも
のがあり、イタイイタイ病の語り部活動は話の内
容的にも語り部との関わり方においても参考にな
る点が多いと感じた。
　イタイイタイ病資料館が用意している学習プロ
グラムについては、「ガイダンス映像」・「展示解
説」・「語り部講話」などから希望のメニューを選
択して組み合わせることができるが、展示解説は、
232団体中188団体が希望し、語り部講話は112団
体が希望している。職員や語り部による直接の解
説や語りはやはりハンセン病博物館と同様ニーズ
が高い。
　現在ハンセン病博物館ではハンセン病体験者の
語りを今後どのように継承するか検討を始めたと
ころであるが、イタイイタイ病資料館が患者の家
族や関係者による語り部活動を展開している点
は、今後ハンセン病体験者が高齢化により減少し
ていく上で参考になる事例である。その反面、体
験者自身の語り部活動や、聞き取り調査について
は体験者が1000人以上いるハンセン病とすでに認
定患者が４名となっているイタイイタイ病を比較
すれば、ハンセン病はまだ取り組みを行う余地が
残されている。ハンセン病体験者の高齢化にとも
ない聞き取りの保存（写真・映像・録音）をすす
めていくことが今後ますます重要になっていくだ
ろう。
　ガイダンスビデオや語り部ビデオの作成による
語りの継承についてはハンセン病博物館も実施し
ている。しかしながら、このツールをより多くの
人に提供すべくイタイイタイ病資料館では、多言
語化（７か国）をすすめたこと、さらに富山県内
のすべての小中学校等への教材配布、またHP上
での公開などはハンセン病博物館と比べると大幅
に先をいっている。語りを継承する上で「伝わる
ツール作り」も重要となるのではないかと感じた。

◆四日市公害と環境未来館
　四日市公害と環境未来館は四日市市立博物館に
併設されており、博物館エリアで古代～近世まで
（主に実物大ジオラマを使った再現展示）、未来館
エリアで近代～現代までの四日市の歴史を扱って
いる。したがって前史の展示を見た上で現代の展
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示フロアに誘導するよう計画されており、四日市
市の歴史の一側面としての公害問題という位置づ
けがなされていた。また、科学展示やプラネタリ
ウムなども併設されており、子どもたちに多角的
なアプローチを行っていた。
　建屋は26年前に建築されたものだが、５年前に
総額21億円の予算をかけて改修し、現代的な展示
になっていた。ちなみに展示製作は丹青社が行い、
５年前の最新と思われる展示手法が導入されてい
た。
　近代の展示手法は、明治以降、産業の発達によ
る町の発展と、戦時下における燃料基地の設置、
石炭から石油への燃料の変化、戦後の企業誘致に
より公害が拡大していくという流れを時系列で展
示し、当事者の証言映像を見ることのできるモニ
ターが常設展示室内に数カ所設置され、２分程度
の短い証言を複数人視聴することができた。
　四日市公害は全国で初の大気汚染裁判として注
目を集めたことから、裁判に関する内容について
は裁判シアターという特別な展示室が設置され、
20分程度の映像を30分ごとに流していた。
　デジタルライブラリーも設置されており、より
詳しく知りたい方への情報提供がなされており、
多くの関係者の証言が残されていた。四日市公害
の関係者は裁判の原告患者、家族、市民、医療関
係者、支援者、学識経験者、マスコミ関係者、企
業担当者、行政関係者など多岐に及ぶ。それぞれ
の証言が収められており、中でも被告企業関係者
の証言が収められているのは驚かされた。
　そして、四日市市の取り組み紹介の中で、公害
に限らず様々な環境問題を考えることの大切さを
訴え、豊かな環境を次世代に残すことの大切さが
説かれていた。
　当日は、小学生の夏休み課題に活用するための、
子供向け語り部講演がなされていた。語り部とし
て登壇されたのは、四日市市内の企業にお勤めで、
裁判の支援を行った山本さん。一般的に語り部は
直接の当事者が行う場合が多いが、四日市公害の
唯一の原告語り部として活躍された野田さんはお
亡くなりになっている。そこで、原告、原告家族
ではない関係者が６名、語り部として体験を話し
ている。しかし、その語り部も高齢化している。

講演を円滑進めるため、学芸員と職員が同席し、
進行を行っていた。
　話の内容としては、自ら働いた工場の劣悪な環
境、周辺地域の悪臭、騒音。工場住宅の設置場所
など、興味深い話が多かった。また自らも裁判の
支援活動をする中で上司から退職勧告を受けるな
ど苦労が多かった点や、患者さんとの付き合いの
中で感じたことなど、その場にいた人でないと話
せない内容がたくさんあった。そして、環境問題
に関心を寄せ、一人ひとりが出来ることをするこ
とで、大きな変化をもたらすことが出来る。との
言葉で締めくくられた。
　現在、各療養所では入所者による語り部活動が
行われているが、高齢による語り部活動の継続が
難しくなってきている。そのため、映像や文書で
の語りの収集が行われている。この点は非常に重
要で、社会交流会館の優先順位の最たるものであ
る。同時に入所者、退所者やかつての療養所の様
子を知る医療関係者高齢化が進んでいるのも事実
であり、彼らに対する証言の保存作業も進めてい
くことが重要だと感じた。
　またハンセン病問題の語り部も、四日市公害同
様に移り変わっていく必要があるとも感じた。例
えば国立ハンセン病資料館で行われたソーシャル
ワーカー、マスコミ、教育者の目線での語りの常
設化や、入所者との交流を多く持つ学芸員による
語り部の継承が望ましいと感じた。
　四日市公害は被告企業と行政の努力により暫時
改善がなされ、大気汚染は無くなった。しかし「四
日市ぜんそく」という言葉が独り歩きし、風評被
害が残されていることを館長は語ってくれた。同
様の風評被害は少なからず療養所地域にも残され
ていると感じている。ともに伝え続けることの重
要さを確認した。

◆広島平和記念資料館
・被爆体験伝承講話について
〔伝承事業の現状と課題〕
　本調査では３名の伝承者による講話をうかがっ
た。各回40-45分。対象となる証言者の経験の差
異はもとより、伝承者の語り口、伝承者が用意す
る講話の結論などさまざまで、自由度が高い。
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　数人の伝承者からは、証言者の語りには及ぶべ
くもないが、いずれ伝承のみの時代になることを
見据えて参加していると伺った。この点では他者
性を強く意識した講話が実施されているといって
よい。また伝承者が聞き手との間に入ることで、
なまの語りが様々に補足・整理され、聞き手の理
解が促される部分があると考えられる。
　語りの継承として被爆者の証言を取材した映像
を視聴していただく方法もあるが、被爆者でなく
とも伝承者が直接語り掛ける伝承講話の需要も多
い。証言映像の充実と人対人の対応とはそれぞれ
に必要性が高いといえる。
　なお一期生である伝承者によれば、証言者の高
齢化により本人の語りに変化が生じ、内容の正誤
について伝承者による確認が必要になるケースが
あるとのこと。
　日本語での講話に比して、英語による講話は感
情に訴える部分が少なく、説明的な語りになって
いるように感じられたが、伝承者に確認したとこ
ろ、言語の構造の違いでなく伝承者本人の個性や
証言者の体験の内容に左右される部分が大きいと
のこと。参加者の様子からは、人的な対応がなさ
れていることへの満足度が高いように見えた。

〔館内の事業／館外の事業　それぞれの現状と課
題〕
　広島での被爆体験継承については、伝承者の募
集・養成を広島市平和推進課が行い、３年間の研
修後伝承者として認定を受けた人は（公財）広島
平和文化センターの委嘱を受けて活動する。広島
平和記念資料館内での定時講話および広島市内へ
の派遣事業については、センター内の部署である
広島平和記念資料館の啓発課が所管している。市
外への派遣については、平成30年度からは国（厚
生労働省）の事業として、国立広島原爆死没者追
悼平和祈念館が実施している（つまり平和記念資
料館では、館内での伝承事業と、広島市内への伝
承者派遣事業を行っている）。
　伝承者はこれに則り、市内への派遣事業および
広島平和記念資料館内での講話事業については広
島平和記念資料館啓発課と調整を行い、市外への
派遣については広島原爆死没者追悼平和祈念館と

の調整を行っている。担当部署の違いによる問題
は今のところ特にないとのこと。ただし今後育成
が進み伝承者の人数が増えた場合、その機会の増
加が課題とのこと。また定時講話の会場は本来ビ
デオシアターであるとのことで、少し奥まった場
所にあり、来館者に認知されにくいことや、会場
入り口の看板がサイネージになって気づかれない
ケースもあることなど、主としてハード面での課
題があるようである。
　また伝承者からは、伝承者数が増加しているこ
とから相対的に一人当たりの活動の場が減少して
いるとの声も聞かれた。講話と講話の間が空きす
ぎると話をしにくくなるとの声もあり、養成の継
続とコンスタントな活動の場の準備との間で課題
もあるようにみえた。ただし体験者が語りうる段
階での継承者育成が重要であることは論を待たな
い。この点についてはハンセン病をめぐる語り部
機能継承についても同様の問題が生じる可能性が
ある。
　調査時期が夏休み期間中だったこともあり、定
時講話には子どもも来ていた。市外、特に県外か
らの来館者や伝承講話への参加者は、被爆地とし
ての「ヒロシマ」に注目する。一方で、広島市内
には地域に住まう人びとのくらしがあり、例えば
子どもたちはふだんの生活において「ヒロシマ」
を内面化する。両者をどのようにつなげるか、子
どもへの伝承事業はどのように展望できるのかも
課題であると考える。

◆国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
・被爆体験伝承者の全国派遣は各年とも８月６日
以前が多い。
・国費で行う事業という性質上、事業には公正さ
の担保が必要。
・朗読事業は体験型事業への試みとして開始。文
字で読むよりハードルが低く、被爆者が子どもの
頃に書いた詩など子ども向けの朗読も可能。
・朗読に習熟した人でないと派遣事業として成立
しにくいという難点もある。
・英語の朗読会も開催している。朗読者に大変負
担が大きいが、好評。
・ただし多言語化はどうしても人的対応が必要に
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なり、対策が必要。

◆水俣市立水俣病資料館
　水俣病においても語り部減少への危機意識か
ら、語り部の継承が課題となっている。しかし、
水俣病は当事者（患者とその家族）が比較的若い
ということもあり、危機意識はそれほど切迫して
いない。現在、水俣病資料館で行われている取り
組みも、将来を見据えた中長期的な計画に基づく
ものではなく、所与の条件の範囲内で可能な取り
組みを行っているという印象を受ける。語り部継
承への取り組みという観点からハンセン病問題と
水俣病を比較した場合、前者が後者を参照すると
いうよりも、ある程度のタイムラグをもって後者
が前者を参照していくことになるのではないだろ
うか。したがって、総じて言えばハンセン病問題
における語り部継承にとって参考に資する点は多
くないと思われるが、それでもいくつかの注目す
べき点を以下で取り上げてみたい。
　第一は、水俣病資料館の「語り部」は水俣病患
者に限定せず、患者家族も多く含まれている点で
ある。現在の「語り部」11人のうち、患者家族（非
患者）が５人を占めている。そもそも水俣病資料
館としては、被害を伝える当事者を患者に限定す
るという発想がなかったのではないだろうか。も
ちろん、ハンセン病問題と水俣病、それぞれの固
有の背景はあるものの、ハンセン病問題において
家族への差別を視野に入れた普及啓発が強く求め
られているなかで、今後の取り組みを進めていく
ために水俣病資料館における患者家族の「語り部」
活動をさらに調査していく価値はあるのではない
だろうか。
　第二は、広島平和記念資料館における「被爆者
体験伝承講和」と類似する取り組みであるが、「伝
え手」として患者と患者家族以外の人物も講話を
行っている点である。詳細は「水俣市立水俣病資
料館「かたりべ制度」「伝え手制度」について」（1）

を参照していただきたいが、水俣病資料館の場合、
「伝え手」となっているのは患者または患者家族
ではないものの、水俣病と何らかのつながりを持

（1）	 水俣市立水俣病資料館HP「水俣市立水俣病資料館「かたりべ制度」「伝え手制度」について」https://minamata195651.jp/pdf/2018	
tutaeteseidosetumei.pdf（2020年３月５日閲覧）

つ人物であるという点が特徴的である。とりわけ
浮島清己氏はチッソの元社員であり、具体的な講
和内容は未確認であるものの、加害者側の視点か
らの講和を行っていると思われる。この点、ハン
セン病問題の普及啓発のなかでは実践できていな
いものであり、このような観点からも水俣病資料
館における「伝え手制度」をさらに調査していく
価値はあると思われる。

◆水俣病歴史考証館
　民具資料に関しては、かなり意識的に収集され
た経緯があり、民具がほとんど収蔵されていない
水俣市立水俣病資料館との大きな違いとなってい
る。
　水俣病発生以前の漁業のありようを示す豊富な
漁具の展示を通して、水俣病の発生が、それだけ
の漁法を奪ったことを示す。また、猫が狂死した
猫の実験小屋や、「怨」の字をあしらった訴訟の
旗など、ショッキングな実物資料を通して、水俣病
患者の苦難の歴史を訴えることを目指している。
　以上は、モノ資料の展示としてはオーソドック
スな手法だが、いっぽうで体験の継承という点で
は、かなり特殊な実践をしている。
　体験者の選定も、声の大きい患者よりはむしろ、
声を上げられない患者を選定し、彼らの声に耳を
傾けられる少人数の場づくりを意識的に設定し、
聞き手も少人数で行っている。
　継承者の姿勢も、マスとしての来館者に対応す
るのではなく、あくまでも個人対個人として対応
する姿勢を貫いている。
　大勢を呼び寄せるよりはむしろ、少数から意識
を変えていこうとする実践をあえて選択している
ように思われた。
　また、短時間の見学だけでなく、長期滞在型の
ゼミ合宿などにも対応しようとしているのも大き
な特色となっている。
　水俣市内の見学ツアー（「水俣まち案内」）も、
我々が参加したコースは10:30から14:30まで、４
時間コースと、破格に長時間の時間設定である。
　以上のように、水俣病歴史考証館の実践は、水俣
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市立水俣病資料館とは対照的な点に特色がある。

以上
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【開催日】2019年６月１日
【会場】国立ハンセン病資料館　映像ホール

【荒井裕樹さん　プロフィール】
1980年生まれ。二松學舍大学文学部准教授。専
門は日本近現代文学、障害者文化論。
ハンセン病療養所における文芸活動研究のほ
か、精神科病院の患者による美術活動を通して、
自己表現と生きることの関連を探究している。

◆荒井裕樹さんのご紹介
木村　2019年度の春季企画展「キャンバスに集う
～菊池恵楓園金陽会絵画展」をただいま開催中で
す。戦後のハンセン病療養所の中では、どの園で
も絵画サークルが誕生して盛んに絵を描いた人た
ちがいました。しかし活動が一時的であったり、
亡くなった人の作品が処分されたりして、サーク
ルとしての活動をたどることが困難な状況です。
ところがこの菊池恵楓園については850点の油彩
画、水彩画が残っています。それらはひとえに、
今年90歳でまだ現役で描き続けていらっしゃる吉

よし

山
やま

安
やす

彦
ひこ

さんという、会の創設時以来のメンバーの
方がまだお元気で、この方が仲間たちの絵を残そ
うということをずっと続けて来られた結果です。
　今日はその関連イベントです。お招きした荒井
裕樹先生は、二松學舍大学文学部の准教授でい
らっしゃいます。ご専門は日本近現代文学です。
「障害者文化論」といって、これは荒井先生が提
唱されて作られた言葉で、後ほどそういった研究
の歩みも自己紹介して頂きます。東京精神科病院
協会主催「心のアート展」のチラシをお手元にお
配りしていますが、その実行委員の特別委員でも
いらっしゃいます。
　先生のご研究のあゆみは、ハンセン病療養所で
生まれた文学活動の研究からスタートされて、そ
の成果は『隔離の文学―ハンセン病療養所の自己
表現史』（書肆アルス、2011年）に結実しています。

また同時に、『障害と文学―「しののめ」から「青
い芝の会」へ』（現代書館、2011年）や『差別さ
れてる自覚はあるか―横田弘と青い芝の会「行動
綱領」』（現代書館、2017年）といった、障害者運
動にフォーカスしたお仕事もあります。なおかつ
『生きていく絵―アートが人を〈癒す〉とき』（亜
紀書房、2013年）という八王子にあります平川病
院という精神科病院の中の絵画教室に何年も通わ
れて、その患者さんたちの絵画活動にずっと取材
をされて書かれた本も上梓されています。
　非常に広い目配りの中でハンセン病の問題、そ
れから絵画の問題、それから病みつつ書く・描く
という自己表現する人たちの活動にずっと密着し
てこられた方です。
　ですので狭い意味での美術の専門家をお招きす
るよりも、むしろそういった荒井先生とともに、
もうちょっと違う角度からこの金陽会の作品を論
じてみたい、語り合ってみたい、そういう意図で
今日はお招きしました。
　それでは荒井先生にマイクをスイッチしますの
で、ハンセン病との出会いとか、描くことと自己
表現とか、ご自身の研究の歩みといったことを最
初に簡単に自己紹介して頂こうと思います。よろ
しくお願いいたします。

◆ハンセン病問題との出会い
荒井　みなさんこんにちは。ご紹介にあずかりま

［講演録］
トーク企画「生きるための絵」
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した荒井と申します。プロフィールのところに書
いて頂いたんですけれども、現在千代田区九段下
の武道館のすぐ隣にある二松學舍大学という、た
いへんに小さい大学で文学部の教員をしておりま
す。
　元々、ハンセン病療養所の中の文学活動の勉強
をしておりました。ちょっとだけ思い出話をさせ
てください。大学院生の時に宿題が出たんですね。
昭和11年の文学について調べてきたまえ、と。は
て、昭和11年、年表を開いてみると北

ほう

條
じょう

民
たみ

雄
お

とい
う人物が目に入りました。あれどこかで見たこと
あるな、何か読んだ記憶はあるんだけど何かの病
気だった人だよな。調べ始めたら、東村山市にあ
る国立の療養所にハンセン病資料館というところ
がある。そこに行ったら北條民雄の資料があるん
じゃないかと思ってこの資料館に通い始めまし
た。高松宮記念の時代をご存じの方いらっしゃい
ますでしょうか。まだ高松宮記念の頃は、資料館
の規模も半分くらいでしたかね。

木村　そうですね。今こちらのホールは新しく国
立になってから増築した部分で、高松宮記念ハン
セン病資料館は1993年にオープンして、国立とし
てリニューアルしたのが2007年ですから、それま
での期間ですね。

荒井　今、スタッフのみなさんがいる部屋が資料
室だったんですよね。大変小さな資料室で本棚が
いくつかあって、古いコピー機があって、そこで
昔の療養所の人たちが書いた文学作品が並んでい
ました。
　お金がなかったものですから、自分の財布の中
身の小銭と帰りの交通費とを計算して、まずいな、
資料全部コピーしちゃうと帰れなくなるな（笑）、
まぁいいかといってコピーしちゃって、二駅分歩
いて帰る。そんなことばっかりやってる大学院生
でした。
　今はもう閉館してしまったんですけれども、多
磨全生園の入所者自治会の方たちがやってたハン
セン病図書館という図書館がありました。そこに
勤めていた山

やま

下
した

道
みち

輔
すけ

さんという方とお知り合いに
なりまして、大変気さくで柔らかな人柄の方で、

そういう人の話を聞くのが楽しみになってしまっ
てですね、大学院にも行かず、多磨全生園にずっ
と通っていました。
　ある時、山下さんが私に対してこうおっしゃっ
たんです。「荒井君、療養所ばっかり来ててもハ
ンセン病の問題のことはよくわからないから外を
見てこい」。なんかすごいことをおっしゃっるなぁ
と。今では私もある程度歳を重ねたので、山下さ
んのおっしゃることはよくわかります。どういう
ことかというと、大学行かないでこっちばっかり
来ている私を心配してそうおっしゃってくれたと
思うんです。
　しかし、私も当時若かったので、それを額面通
り受け取りまして、「はい、わかりました！」と言っ
てハンセン病以外の問題を調べようなんて言っ
て、例えば身体障害者たちの反差別運動ですとか、
あるいは現代の隔離って何なんだろうって調べて
たら、まだまだ精神科医療の施設は隔離なんです
よね。病院生活30年とか40年なんて人も本当にい
らっしゃったりするんです。そういった人たちの
生活や文学やアートといったものを調べて、山下
さんに「外を見てこい」って言われてから、ずっ
といろんなところを寄り道しながら歩いてきた気
がします。
　何ですかね、ハンセン病問題って不思議なもの
で、時々ふと引き寄せられることがあるんですね。
この資料館の２階の展示室に北條民雄の日記があ
ると思います。ご覧になった方いらっしゃいます
かね。大変小さな日記です。まだご覧になってい
ない方は是非後でご覧になってください。
　以前、資料館の方にご協力頂いて、実物を調査
させて頂いたことがあるんです。あれは博文館と
いう出版社が出していた日記帳なんですけれど
も、裏をめくるとアドレス帳がついているんです。
作家の日記を読む時のちょっとしたポイントって
裏から見るんです。どんな人と繋がりがあったの
かわかるのです。
　北條民雄の場合はもちろん川

かわ

端
ばた

康
やす

成
なり

の名前が書
いてあります。川端康成の鎌倉の住所が書いてあ
ります。浄妙寺の住所が書いてあって、消してあっ
て、二階堂の住所がある。川端康成が引っ越しを
したということですね。私は鎌倉の土地勘がない
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ものですから、鎌倉に住んでいる知人が遊びに来
てくれた時に、その住所を示して「どこかわか
る？」と聞いたんですね。そしたらその友人が言
うには、「あ、うちの近所です。蒲

かん

原
ばら

さんちです
ね」って言うんです。
　蒲原さんって聞いてピンと来た方はいらっしゃ
いますか？　蒲

かん

原
ばら

有
あり

明
あけ

の家です。明治大正に活躍
した詩人で、今もその住所に行くと鎌倉市の教育
委員会が出してる歴史パネルみたいなのがありま
す。「蒲原有明旧居跡（川端康成仮居跡）」って出
てます。その鎌倉の友人の家に招かれた時にその
家に行きまして、北條民雄はここに向けて手紙を
書いていたのかと思うと、何かしんみりと感じる
ところがあるんですよね。何かこうハンセン病問
題というのは時々引き寄せられるものがある。

◆忘れられない絵
荒井　今回のトーク企画のご依頼を頂いた時に、
最初は私、金陽会に関して知識がないものですか
ら、本当に私で良いんですか？　というふうに少
し渋ってしまったんですけれども、あれ待てよ金
陽会ってことは……と思いまして。私はどうして
も忘れられない絵があったんですね。それは木

きの

下
した

今
け

朝
さ

義
よし

さんという方の「収容所時代」という絵で
す。
　2003年、昭和女子大学の中の光

こう

葉
よう

博物館で「『モ
ノ』が語りかけるハンセン病問題」という企画展
がありました。どういう展示会かというと、例え
ば竹でできた杖とか、ブリキでできた義足とか、
ボタンを留める補助具とかハンセン病療養所の中
の生活道具、そういったものを展示した資料展
だったんです。それにこの作品が展示されてたん
ですよ。これが本当に衝撃でしたね。「収容所時代」
といってなんかみんな陰鬱な顔をしていますよ
ね。この絵が本当に衝撃だったんですね。
　何が衝撃だったか。ハンセン病療養所で使われ
ていた生活用具というものがいろいろ展示されて
いるんですけども、それって当時の人たちは日々
どんな気持ちで使ってたんでしょうか。そういう
生活ってどういう生活なんだろうということを、
この絵が語っているというか。それはもちろん木
下今朝義さんという一人の方から見た、療養所の

生活の中の一場面ではあるんですが、少なくとも
療養所がこのような色合いで入所者の人に見えて
いた時代があるということですよね。それをこの
絵は過不足なく語ってくれたような気がしてい
て、もうほんとにこれは忘れられない一枚となり
ました。
　ここで皆様にひとつ質問させてください。今ま
で見た中で忘れられない絵、５枚でも良いです10
枚でも良いです。ちょっと思い浮かべて頂けます
か。木村さんも。

木村　私が絵の専門家であれば、ここで有名な画
家の名画を挙げられたら良いんですけどね。今聞
かれてぱっと思い出すのは、自分が少年時代に、
母親が、私が当時夢中になっていたテレビの戦隊
モノのキャラクターの絵を描いてくれたことあり
ますね。そういう母親じゃなかったんですよ。別
にそんな絵が得意な母親でもなければ、しょっ
ちゅう絵を描いてくれたわけでもないんですが。
ある時何かの拍子に描いてくれたんですよね。そ
れがものすごく嬉しかった思い出があります。そ
ういうこと聞かれると、そういうことを思い出し
ますね。

荒井　すみません、いきなり振ってしまいまして。
みなさん忘れられない絵って、絵だけ覚えてい
るってことありますかね。見た場所とか、見た時
間とか、誰と見に行ったかとか、全部覚えてませ

木下今朝義「収容所時代」（1998年）
（熊本市現代美術館所蔵）
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んか？　忘れられない絵って多分そういうことな
んですよね。
　僕の場合は、例えば今上野の美術館でクリムト
展をやっていますけれども、ご覧になった方い
らっしゃいますかね。僕はクリムトの忘れられな
い絵が１枚あります。オーストリアのウィーンに
あるセセッションという美術館がありまして、そ
この地下に入っていくと「ベートーヴェン・フリー
ズ」という大変大きな壁画があるんですね。今上
野の美術館に精密な複製画が展示されています。
セセッションというのはウィーンの郊外にあって
トラムを乗り継いで行ってようやくたどり着く。
　何でそれを覚えているかというと、半地下に
なっていて涼しいんです。で、国宝級の絵が展示
されているのにその辺見るとヨーロッパ中のバッ
クパッカーたちがゴロゴロ寝てるんですよね
（笑）。夏で涼しいんです。絵なんか見ないで本読
んでるような若者がいたり、恋人同士が寄り添っ
て寝てたり、みんなゴロゴロしているんですよね。
それが良いなと思ったんですよね。自分もゴロゴ
ロしながら30分だったか１時間だったか時を忘れ
てぼーっと過ごした思い出があるんです。そんな
感じで、忘れられない絵との出会いっていろんな
体験と共に思い出されると思うんですよね。
　僕は、木下今朝義さんの「収容所時代」という
絵を、さっき申し上げた山下道輔さんという方と
一緒に見に行ったんですね。山下さんが「この絵
すげえなぁ」って。「これそうなんだよ」って。
山下さんってこの全生園で幼い頃から生活されて
いて、木下さんという方は九州の熊本の療養所で
過ごされている方です。療養所としては全然違う
んだけれども、通じ合うものがあったようなんで
す。この絵ってズームできますかね。バケツを持っ
てるのがおわかりになりますかね。

木村　そうですね、手にバケツを持ってますね。

荒井　食事の配給なんでしょうね。

木村　ここに、「中央炊事場」って書いてある。

荒井　「中央炊事場」と書いてあって食事の配給

な訳ですよね。療養所が本当に人数が多くって、
まだまだ生活も貧しくてという時代に、このよう
な形で食事の配給があってバケツのようなものを
持ってそれを取りに行かなくちゃいけない。これ
がすごい迫力の絵なんですね。山下さんもこれと
同じように食事の配給を経験されてるんだそうで
す。雨なんかの時は本当に大変なんだそうです。
で、みんなこういう顔になったそうです（笑）。

木村　雨の時は大変でしょうねこれは。

荒井　療養所がこのような色合いをしていた時代
があったということを、ものすごくリアルに伝え
てくれる絵ですよね。で、これが展示されていた
のが「『モノ』が語りかけるハンセン病問題」と
いう資料展で、私はこの絵と、この展示会で出会っ
てずっと忘れられずにいて、もう17年近く前にな
るのかな。それで今回このお話を頂いた時に最初
にお聞きしたのは、木下さんは絵を出されてます
か？　ということでした。
　ハンセン病問題から離れていろんな事を勉強し
ているうちに、でもやっぱりなんだかハンセン病
問題に引き寄せられてくるっていうか。いろんな
物事を考えていくとやっぱりもう１回ハンセン病
問題のことを考えなきゃいけなくなってくる。そ
れくらいハンセン病の問題というのは根が深いと
いうか裾野が広いというか考えなくてはいけない
ことがたくさんあるなと思った次第です。

木村　ありがとうございます、荒井先生。研究の
歩みを振り返りながら、いま企画展で展示してい
る金陽会のメンバーの木下さんの絵を既にご覧に
なっていたということをお話しいただきました。
　そうしましたらこのあとは、一緒に絵を見なが
ら語り合いたいんですけれども。一枚一枚見てい
くとすごく時間がかかりますので、最初にざっと、
今回展示されている絵を一通りご覧頂きたいと思
いますね。それからまた中身に入って荒井先生と
お話ししていこうと思います。あいうえお順に今
回10人の方の作品を紹介しています。

76



◆金陽会絵画展の作家たち10人（1）

木村　先ず入
いり

江
え

章
あき

子
こ

さんですね。入江さんはつい
でに言うと常設展示室の３の最後にある証言映像
のコーナーでインタビュー動画を公開しています
ので、しゃべる入江さんをご覧頂くことができま
す。入江さんは絵を描く前は短歌をずっと長いこ
とされていて、歌集を２冊出されています。それ
は図書室でもご覧頂くことが出来ます。上の証言
コーナーでも、その短歌のことや絵のことをイン
タビューで答えていらっしゃる動画を見ることが
出来ますので是非ご覧になってください。
　入江さんは伺ってみると、みんなが一緒に描く
アトリエにはあんまり出てこずに、自室で制作さ
れていることが多かったそうで、こういった静物
画が多いですよね。最初そういったことを知らず
に見てたら、何でこんなに静物画をたくさん描い
てるんだろうと思ったんですけれども、部屋で描
かれていることが多かったと。絵を通してその人
の生活とか人生っていうものの一端がよくわかる
んですよね。
　この「婦人像」も、こういう人物画がすごく多
いんですよ。これは入江さんの自画像ですかと聞
いたら、いやいやこれは自画像じゃないと。一見
して違ういろんな人の肖像画をいっぱい描いてい
るんですよね。よく聞いてみると入江さんのご主
人が自治会の渉外担当で写真をよく撮る人で、お
客さんの写真を撮っては焼き増ししてプレゼント
として送ってたというエピソードがあるんです。
そうやって今若い学生なんかがよく訪ねてくるけ
ど、写真を送っても礼状一つ寄越さないんだよっ
ていうことをよくぼやいていたってことを記憶さ
れてる入所者もいらっしゃいます。結婚式に招か
れてこういったお客さんのところに出て行くこと
もあったそうなんで、ご主人の写真を通してコ
ミュニケーションが深まるケースもあったので
しょう。そういった親しい方の実物を見て描いた
のではなくて、ご主人が撮影した写真を見ながら
この人物画を描かれていたんじゃないかと今回教
えていただきました。それは絵の制作の在り方と
しては療養所ならではというか非常に変わった在

（1）	 ここで取り上げた絵画作品については、国立ハンセン病資料館2019年度春季企画展『キャンバスに集う～菊池恵楓園・金陽会絵画展』の展
示図録を参照。

り方ですよね。ちなみに、入江さんの数ある人物
画の中から１点この女性の絵を選んだのは吉山さ
んです。なんとも言えず温かい雰囲気がしてこの
絵が好きだとおっしゃる、吉山さんのセレクトで
した。
　これは「園内風景」ですね。これは菊池恵楓園
に行ったことがある人であれば、誰もがこの場所
を特定することが出来ると思います。この中央に
描かれた楠の大木は、今も園内のシンボルですね。
右側に描かれているのは福祉課の建物で、今は青
い屋根になってますけれども、赤い屋根の前の代
の福祉の建物ですね。煙突が見えますけれどもこ
こは労働風呂と行って共同浴場、仕事をして汚れ
た体をまずここで洗ってから部屋に入るというお
風呂があったところで、一番左に描かれているの
は女性達の裁縫部、ミシン部ですね。そういった
園内労働、患者作業をさせられていた場所を描い
ているということでした。
　大

おお

山
やま

清
きよ

長
なが

さん。これは奄美出身の方で、入所以
来、二度と故郷へ帰ることが無かった方ですけど
も、「奄美の豚」、故郷の奄美なんですよね。それ
から「しまんちゅ」、これも奄美方言で島の人と
いう。これは山仕事なのか、私は海じゃないかと
思うんですが、海でもテングサ取りなんかのかっ
こうですよね。カゴを背負ってテングサを海岸で
拾いますから。これは「奄美風景」という作品で
す。この場所を知る人が見れば、奄美のどこを描
いたか特定できるそうです。そういった場所を懐
かしんで描いています。
　奥

おく

井
い

喜
き

美
み

直
なお

さん。この人も奄美の方ですね。こ
れは「アマダイ」という今回の企画展のポスター、
チラシに使わせていただきました。この方は少年
時代に発病されて入所しますが、お父さんが海の
漁師さんで、子どもの頃にお父さんと一緒に魚を
捕った思い出を背景に描いてます。これなんか端
的に「漁（奄美）」というお父さんと魚を捕って
た頃の思い出の風景ですね。「アマダイ」のほう
はもうちょっと作品として一段昇華してる絵だと
思います。でもこれも恐らく故郷の海というのが
バックグラウンドにあって初めて描かれた絵なん

77



じゃないかと思います。これは「ゲートボール」
ですね。戦後の療養所文化を代表するスポーツで
す。これはじつは吉山さんのセレクトで、奥井さ
んの絵ではこれが一番好きだって仰ってました。
ちょいちょい吉山さんセレクトが出てきます。今
回、展示する作品は、我々と吉山さんの共同で選
びました。それは非常に楽しい時間でした。
　奥

おく

井
い

紀
のり

子
こ

さんは、まだ存命ですね。先ほどの奥
井喜美直さんの奥様です。この方もアトリエには
出てこずに自室で描いていたそうです。水彩画で
すね。他の人たちは油彩が多いんですけど水彩画
で、しかも実際にご覧になると、作品がどれも小
さいことにお気づきだろうと思います。部屋で描
ける「カボチャ」とか、果物とかですね、「ポイ
ンセチア」のような、鉢植えの花とかですね、こ
ういったのが多いんです。この「カボチャ」が吉
山さんのセレクトですね。なんでこれがいいんで
すかというと、ゴッホが描いたタマネギの絵があ
りますけども、それを見ているようだとおっ
しゃっていました。ゴッホのタマネギはタマネギ
が今にも動き出しそうなんだが、この奥井紀子さ
んのカボチャも今にも動きそうじゃないかって。
奥井紀子さんの最後は「朝の風景」といいます。
菊池恵楓園は東の方面を見ると阿蘇連峰がバーッ
と見えるんですよね。部屋にこもって絵を描いた
奥井紀子さんが、今回お見せする絵の中では唯一
外を描いているのが、園から見える雄大な阿蘇の
山だったということですね。これは東の空から、
阿蘇の山越しに太陽が昇ってくるところなんで
す。
　木下今朝義さん。荒井先生の思い出の中にある
「収容所時代」を描かれた方。まず「遠足」とい
う作品です。木下さんは16歳にして入所しますけ
れども、発病によって学校にはほぼ通えない、学
校の先生から「もう学校に来るな」と言われて、
級友からもいじめられ、という少年時代だったそ
うです。その時の唯一、楽しかった小学校の思い
出、それを描いたのが「遠足」という絵ですね。
これは先ほどの「収容所時代」に似た絵ですけど
も「集団脱走」といって実際に戦前に起こった、
入所者500人の集団脱走事件を描いたものです。
とある職員が異動になって辞めるというんで、そ

の職員は戦前、入所者のためにラジオを買いそろ
える予算をつけた人で、入所者に人気があったそ
うで、辞めないでくれという嘆願のために熊本県
庁に500人の患者が脱走をして陳情に向かおうと
したところを、途中で阻止されて追い返されるん
ですけれども、その時まさに塀を乗り越えていこ
うとする時の絵ですね。これを主導したのが、入
所者によって組織された消防団で、木下さんは入
所してすぐ、この消防団にいたそうです。戦前で
すから火消しですよね。鳶の頭が先頭に立って「お
まえ等行くぜ！」といって、この塀を乗り越えて
いった。そういう場面ですね。防火水槽が手前に
描かれていますね。戦前は木造建築ですから。消
防車も塀の外から入ってきてくれません。ですか
ら火を消すための防火水槽が、かつて園の中にた
くさんあったそうですけれど今はわずかですが
残ってます。これは「家族」という絵ですね。ハ
ンセン病の人たちにとって家族というのは非常に
大きなテーマですけれども、この絵以外は全部、
熊本から借りてきましたが、この絵だけは資料館
蔵なんです。私はこの絵が好きで、なんとしても
これは皆さんに見ていただきたいと思って、これ
だけは園から借りてくるのじゃなくて資料館の収
蔵庫から出してご覧頂いてます。これもなんとも
言えない絵ですよね。この絵を見ていると、この
家族が、見てる私を射すくめているみたいな視線
を感じるんですよね。
　中

なか

原
はら

繁
しげ

敏
とし

さんです。これは「鎖」という作品で、
今も恵楓園に現存している監禁室を描いていま
す。戦前の懲戒検束権の規定が出来てから園長の
一存で反抗的な患者、あるいはルールを破った患
者を、裁判を経ずにここへ収監することが可能に
なります。各園全てにありました、多磨にもあり
ましたけども、ほとんど各園では取り壊されて存
在しませんが、恵楓園と光明園にはまだ監禁室が
現存しています。この方は天草の出身で、「次郎
岳（天草）」という絵は、やっぱり故郷を懐かし
んで描かれたものでしょう。この山の見えるとこ
ろにご実家があったそうです。これは「命」とい
う作品。中原さんは85歳で亡くなるんですけども、
遺作になった作品です。これを上でご覧になった
方はわかると思いますが非常に大きなサイズの絵
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です。今にも朽ちていく老木を描いて、しかも根
元からはひこばえって言うんですかね、新たな枝
が生まれようとしている、そういう絵ですね。こ
れは吉山さんのセレクトで、これを描き終えて中
原さんは亡くなられたそうです。
　堀

ほり

崎
さき

一
かず

雄
お

さん。自治会に長くいられた方だそう
です。水彩画が多いですね。「風景（Ⅰ）」という
作品も、非常に明るい水彩画です。「阿蘇空海」、
これも阿蘇連峰ですね。阿蘇五岳といって５つの
山を描いて、地元熊本では、お釈迦さんの涅槃図
に見立てる人が多いそうで、左が頭で、ちょうど
おへその位置から阿蘇の噴煙が出るのがお決まり
だということを聞きました。それを描いている。
　森

もり

繁
しげ

美
み

さん。「納骨堂」ですね。故郷に戻れず、
遺骨になった人たちがここへ集う場所ですね。ど
の園にもあります。多磨でもこの資料館の裏は納
骨堂になってます。これは、「園内風景」という
タイトルですけども、この檜の木立というのは恵
楓園のシンボルの植え込みです。これは「根子岳」。
阿蘇の連峰のひとつが根子岳です。森繁美さんは
色使いが独特ですよね。吉山さんも、森さんの色
彩には敵わないというふうにこの絵を見ながら
仰ってました。
　矢

や

野
の

悟
さとる

さんも存命です。ただこの矢野さんは眼
を悪くされて、絵を描けなくなってしまった方で
すね。恵楓園の周囲には開拓農家が多くて、酪農
家とうんと仲良くなって牛をずいぶん描いてま
す。酪農作業中の絵も多いです。この牛骨は、美
術のデッサンでよく使われますけども、デッサン
用の牛骨をわざわざ買ったんじゃなくて、矢野さ
んが近所の農家と交流してこの牛骨は貰ってきた
というエピソードが残ってるようです。問題はこ
の「きょうだい」という作品ですね。100号の絵で、
今回ご覧頂いてる中で一番大きな絵です。矢野さ
んにはお姉さんがいたそうです。周りのシルエッ
トをどう見るかということですよね。
　最後です。吉山安彦さん。今年90歳になられて
まだ新作を描かれてます。「陽だまり」という絵は、
金陽会のメンバーが絵を描くのに集ったアトリエ
から見た風景だそうですね。コンクリート壁が描
かれていて、この壁を越えて飛んでくる鳥が、自
由に飛び回る姿が描かれてます。なおかつその鳥

は親子です。ご存知のように療養所の内部では断
種・中絶が行われて、子どもを持つことが許され
なかった。そんな描き手が、親子の鳥をさりげな
く描き込んでいる。金陽会のメンバーが集った場
所ですので、タイトルの「陽だまり」の「陽」と
は、金陽会の「陽」でして、幾重にもいろんなこ
とがこの絵には込められています。「昼の月」と
いう作品。これは吉山さん曰く、「自分がもしこ
んな病気になっていなければ、この中央に描かれ
ているサラリーマンのように、こういう生活をし
てたかも知れない。この団地に住んでたかもしれ
ない。そんな思いで描いた」と仰ってました。ベ
ランダに一つ一つの洗濯物や布団が干してある。
これどういう思いで吉山さんが筆を入れていった
んだろうと思わされます。「潮騒」こういう絵も
多いです、幻想的な絵柄。「晩夏」は吉山さんの
自画像ですけど、背景に海を描くんですよね。恵
楓園には周りに海はありませんので、背景の海は
何ですかとお聞きしたら、吉山さん、故郷の海を
描いたんだって即座に答えられて、「海育ちです
けんね」と仰ってました。
　以上です、ここまで29作品、今展示している作
品すべてについて簡単なコメントです。

◆多くの作品が残されていることへの驚き
荒井　今回、このお話を頂戴して、金陽会のこと
を少し調べさせて頂いたり、絵を拝見したりして、
先ず驚いたのは作品がこれだけ残ってるっていう
ことです。これは奇跡的なことだと思います。
　皆様方、お手元に「第７回 心のアート展」の
チラシをお配りしました。ちょっと見ていただい
てもよろしいでしょうか。これは私が実行委員を
務めている東京精神科病院協会の主催するアート
展です。東京精神科病院協会とは都内にある私立
の精神科医療施設の連絡機関ですけども、病院の
中で描かれた作品を一堂に集めたアート展になり
ます。例えばこのアート展でいうと、２年に１回
アート展を開催しているんですが、２年前の、前
回のアート展に出た作品はもう２年後には存在し
ないなんてこともあります。１年前に描かれた絵
が存在しないなんてこともあります。素晴らしい
絵だななんて感心して、会期が終わると送ってく
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ださった人に出展作品をお返しするんですけど
も、例えば病院が保管しきれなくなってしまった
りとかですね、あるいはご本人達も自分の描いた
絵がそんなに価値があるとも思えないし、家族も
早く処分しろって言うから棄てちゃいました、と
いうことがあります。
　一方で、ハンセン病療養所の中でもいろんな記
録を見ていると、各地の療養所で絵画サークルが
行われています。ここ、多磨全生園でも古くは大
正期に一度絵画展の記録が残っています。ただそ
れらの作品っていうのはほとんど残っていないん
です。そんな中で金陽会は850点ですか？

木村　そうですね、850点です。

荒井　が、体系的に残されているということで、
これはほんとに奇跡的な事例だと思います。先ほ
ど、作品を拝見したんですけれども、パッと思い
ついたのはよほど熱心な裏方さんがいらっしゃる
だろうなということです。作品って絵を描く人だ
けでは残らないので、残すための努力をまた別に
する人が必要なんですよね。なのでそういった点
がまず一つ、驚きました。で、もうひとつなんで
すけれども、金陽会の始まったのが何年？

木村　1953（昭和28）年。予防法闘争の年です。

荒井　1953年のハンセン病療養所っていうと、多
磨全生園でいうと入所者達が自分たちでお金を出
し合って文芸誌とかを自前で作り出した時期です
ね。それまでのハンセン病療養所でも患者が文学
作品を描く、発表するっていうのは決して珍しい
ことではないんですが、基本的には園の側、施設
の側が用意した雑誌に患者の文芸が載るというも
のが多かったんだろうと思います。それが戦後に
なると、少しずつ自分たちでお金を出し合って自
分たちの雑誌を作るというような活動が行われて
いきます。
　1950年代になると、サークルのようなものが、
全国的に盛り上がるんですね。結核患者たちの文
芸サークルも盛り上がります。清瀬にある結核療
養所でもこの様な話が記録されていますし、あと

珍しいのでいうと、私は１冊だけもっている『樹
氷林』という雑誌があって、網走刑務所の受刑者
達の文芸誌なんですね。そういったものが各地で、
例えば閉ざされた場所や、社会の隅の方へ押しや
られたような人たちが自分たちで発表する、そう
いった試みがはじまったのが1950年代くらいなん
だろうと思います。だからそういった意味で金陽
会というのは、こう、いろんな意味で興味深いし
貴重な事例なんだろうなというふうに思いまし
た。

木村　ちょっと補足しますと今回ご覧頂いてる油
絵、水彩画は、かなり後の作品なんですよね。
1980年代以降の作品ばかりです。今回我々にもそ
ういう自覚もあったので、それを補うために『菊
池野』という園内誌、これは自治会で発行してい
るものですけれども、それに今回展示した10人の
作家の人たちが担当した表紙絵を、あわせて全部
ご覧頂いています。それは、それこそ1950年代か
ら表紙を、吉山さんが描いてるのが最初なんです。
そうするとこう、移り変わりがはっきりわかると
思うんですよね。最初の頃は石版印刷といって色
が２色か３色しか使えない。その色使いを工夫す
るのがミソだったんだってことを今回、吉山さん
は仰ってました。この石版印刷の直のプリントを、
複製でなくご覧いただける貴重な機会です。そう
いうふうに印刷の歩みとしてご覧頂いてもいいと
思うんです。今回展示している作品はすべて1980
年代以降の油絵なので、かなり新しいものなんで
す。それはかなり色彩も鮮やかになってます。そ
ういうふうに、『菊池野』の表紙と対照させてみ
ると時代の大きな変化がわかるんじゃないかなと
思ったりします。

荒井　まだまだ1950年代といえば、療養所の患者
達もすごく貧しかった時代だったと思うんですよ
ね。絵画って結構お金がかかるんですよね。だか
ら油絵の具が、金陽会でも使える様になったのは
いつ頃なのか。そういった物をいつ頃買える様に
なったんだろうとか、そういった点なんかもこれ
からいろいろ追いかけてみたいななんて思いま
す。
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◆言葉にできない思いをどう表現するか
荒井　いろいろ展示されている作品を拝見して、
やっぱり故郷とか家族っていうものが重要なテー
マになっている絵が多くて、その辺りがいろいろ
と考えさせられました。

木村　どれを映しましょう。

荒井　これなんかすごいですね。木下さんの「家
族」。これはもうそのまんま家族ですよね。それ
ともう一つ、故郷ですよね。家族を直接描かなく
ても、例えば故郷の風景を描いた作品が、やっぱ
り目立ちますよね。

木村　これらもそうですね。

荒井　故郷や家族を描くところが、僕にはすごく
興味深いです。どういうことかというと、僕は自
分自身が割と早くに創作の道を半ば諦めてしまっ
た、自分に創作の力ないなと思って、半分ドロッ
プアウトしてしまったんですけれども、でも芸術
家とか創作する人たちへの興味関心は尽きなく
て、いろんな方に話を聞くんですね。で、それは
文学にしても絵画にしてもそうなんだけども、ど
ういったものを描きたいと思うかっていうと、
やっぱり「うまく言葉にし得ないもの」ですね。
　例えば、柴

しば

崎
さき

友
とも

香
か

さんという作家がいますけれ
ども、芥川賞作家ですね。私が尊敬している作家
さんで、一度大学にもお越し頂いてお話を聞いた
ところ、その中でこういうふうに仰っていたのが
大変面白かった。
　例えば「お金が無かった」と「楽しかった」。
この二つを文章で接続しようとするとどうなるん
だろう。「お金が無かったけど楽しかった」。「楽
しかったけどお金が無かった」。若干意味が変わ
りますよね。「楽しかったけどお金が無かった」、
そうするとお金が無かったの方が強く出ちゃう。
「お金が無かったけど楽しかった」、今度は楽し
かったの方が若干強くなりますよね。柴崎さんは、
「お金が無い」と「楽しい」が、因果関係なしに
両方存在しているような状態を書きたい、と。「お
金が無かったけど楽しかった」でもないし、「楽

しかったけどお金が無かった」でもない。「楽し
かった」と「お金が無かった」っていうのが、唯々
そこに存在しているような瞬間を書きたいと。そ
うすると原稿用紙が100枚も200枚も必要になりま
すね。作家ってこういうことを書いてるんだと
思ってすごく感心した記憶があります。
　恐らく絵を描かれる方もそういった心情に近い
ものをお持ちなんじゃないのかなと思うんですよ
ね。どういった絵を描きたいかってうまく言葉に
出来ないですよね。柴崎友香さんも、どんな小説
を書きたいかは小説を書いて説明するしか無いと
おっしゃっていました。絵を描く方もなにか似た
ようなところがもしかしたらあるのかも知れない
な、なんていうふうに、いろんな絵を描く方達を
取材しながら感じます。
　例えば、今回の展示では故郷を描かれている方
が多いですよね。故郷というとぱっと思いつくの
は石

いし

川
かわ

啄
たく

木
ぼく

の歌なんです。『一握の砂』の中に出
て来ますね。「ふるさとの訛なつかし停車場の人
ごみの中にそを聴きにゆく」。
　停車場というのは上野駅のことで、上野駅は東
京の玄関です。石川啄木というのは岩手県の盛岡
の出身で、宮

みや

沢
ざわ

賢
けん

治
じ

と同じ盛岡中学校出身なんで
すね。盛岡から東京に出てくるので上野駅が玄関
になる訳ですよね。東京で頑張るんだけれども石
川啄木は鳴かず飛ばずです。で、やっぱり故郷の
訛が恋しくなってわざわざ上野駅へ行って、雑踏
の中に耳を傾けていると、故郷の訛が聞こえてく
ると。わざわざそれを求めて、上野駅に行ってし
まうという。やっぱり石川啄木って、故郷が恋し
かったってことですね……と、こうやって解釈し
たら駄目なんですよ（笑）。
　文学部の学生達に歌の解釈やらせるとすぐこう
やって解釈するんですよね。それは違うんだよっ
てよく言います。「ふるさとの訛なつかし停車場
の人ごみの中にそを聴きにゆく」。「聴き」に行く
んですから。故郷の人と話したいなんて一言も
言ってない。知り合いに会えるかもなんて一言も
言ってないですよね。ただただ、故郷の訛を「聴
き」に行くんです。
　石川啄木って故郷を蹴飛ばして出てきてますか
らね。こんな田舎に俺のような人間が収まるべき
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じゃ無いっていう大見得を切って東京に出てきて
ますから、おいそれとは帰れないわけですよね。
結婚したときに帰ったりするんですけどすぐに飛
び出した。だから故郷を、きっと懐かしいだろう
とは思うんですけど、でも多分知り合いには会い
たくないんだと思うんですね。なんか東京に出て
た石川さんとこの一（はじめ）さんが鳴かず飛ば
ずでうだつが上がらない生活してんじゃないか、
なんて言われて一番傷つくのは石川啄木ですか
ら。そういう人ですから。
　そうすると「ふるさとの訛なつかし停車場の人
ごみの中にそを聴きにゆく」と詠んだ石川啄木は、
故郷が好きなんでしょうかね、嫌いなんでしょう
かね。懐かしいんだけども、単純な気持ちでは振
り返れないでしょうね。でも嫌いだって突き放せ
ないんでしょうね。やっぱり好きという気持ちが
どっかにある、わざわざ聞きに行っちゃうわけで
すから。でも多分故郷の訛を聞くくらいで良いわ
けですよね。そういう感情って好き？嫌い？愛し
い？郷愁？なんて言ったら良いんでしょうかね。
何とも言えないですよね。だから歌にしたんで
しょうね。文学作品やアート作品ってこういうと
ころから生まれてくる。この感情はこうだ、とい
えないところから生まれてくると思うんです。
　ハンセン病療養所の方も、故郷っていうと、い
ろいろなドラマを抱えてらっしゃることがやっぱ
り多いですよね。もちろん家族や故郷が愛しいと
思われる方もいらっしゃるでしょう。でも愛おし
いと思うからこそ寂しくなって振り返れないって
感情もあると思うんですよね。単純に、ピュアな
気持ちでは振り返れない感情もあるかも知れない
し、あるいは、入所するときにいろんな葛藤やド
ラマがあった方もいらっしゃると思うんです。そ
うすると、純粋に好きだという気持ちだけで振り
返ることが難しい方も、恐らくいらっしゃるんだ
ろうと思います。そういう気持ちってどういう気
持ちなのかですね。うまく言葉にできないですよ
ね。だから絵を描かれるのかなって思ったりする
んですよね。
　これも、矢野さんの「きょうだい」という絵で
すけれども、何で後ろの人たちのシルエットがこ
んなに暗いんだろうとかね。あるいは木下さんの

「家族」を見せて頂けますか。じーっとこっちを
見ているんですよね。多分これ居間ですよね。１、
２、３、４、…８人の方がいらっしゃって、最初
の印象はちょっと怖いなでした。どういうこと
かって言うと８人って多分大家族一世帯分くらい
だと思うんですけども、大家族一世帯が居間に全
員そろうって１年に何回くらいですかね。そうそ
う無いように思う。

木村　明らかに過剰ですよね。

荒井　みんなこっち見て笑っているんですよね。
木下さんにとっての家族ってどんな家族だったん
だろうか。もしかしたら複雑な思いを抱えながら、
故郷というものを描かれていたんじゃ無いのかな
なんて思ったりします。

木村　そうですね。木下さんは確かに家族のテー
マを割と繰り返し描いてるんですよね。しかも決
まって大人数を描き込みますね。だからやっぱり、
執拗に家族について描く何か理由があったのは間
違いないだろうと思います。しかも木下さんのも
とには、家族がしょっちゅう面会に来られていた
そうです。ただその面会に来られてたといっても
それは園内の人がそう見てるだけで、その面会に
来られた人との関係がどうであったのかは当人に
しかわからないですよね。
　ここの資料館を作られた、全生園の自治会長も
された佐

さ

川
がわ

修
おさむ

さんがよく言われてたエピソード
で、園の中では家族が全然面会に来ない人がある
いっぽうで、ある入所者の所には引っ切りなしに
家族が面会に来ると。あんなに家族がしょっちゅ
うしょっちゅう会いに来てくれて羨ましい、と
思ってた。しかし、何のためにその家族は面会に
来てたかというと、入所者であるその人に向かっ
て、お前がいたら迷惑だから死んでくれって毎回
言いに来てたっていうことを、佐川さんがよく話
されてました。ですから面会に家族が来るからと
いって、そこでどういう会話が行われ、何を背景
にされてたかっていうのは、周りの人間には窺い
知れないものがあります。
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荒井　そういう複雑な思いを抱えていらっしゃっ
たとしても、でも描きたい故郷ってあるんですよ
ね。

木村　ええ、そうですね。

荒井　絵を描くのって、描くだけでも結構大変で
すよね。この中で絵を描かれる方っていらっしゃ
いますかね。身も蓋もない表現をすると、油絵っ
て面倒くさいですよね。それでも描こうとする、
その打ち込もうとするエネルギーみたいなものっ
ていうのがやっぱり僕はすごく惹かれるんですよ
ね。人間の自己表現の問題っていうんですかね、
そこまでしても描きたいって思うようなエネル
ギーに、すごくすごく惹かれます。

◆生きることに臨む体験
荒井　ちょっと私自身の思い出の作品を紹介させ
てください。

木村　はい、どうぞ。

荒井　これは『生きていく絵』（亜紀書房、2013年）
という本の表紙です。精神科病院の中の、アトリ
エ活動を追いかけた本です。表紙の手前に映って
いるのは、「食卓の風景」という、杉

すぎ

本
もと

たまえさ
んの作品です。お椀と茶碗と小皿と湯飲みのよう

な物ですかね。家族４人分の食器が真っ白な石膏
で作ってあって、並べられてる作品です。
　これはどういう作品かっていうと、杉本さんと
いう方はかなりシビアな虐待のある家族の中で
育ってるんです。家族が食事をしている中、自分
１人だけが食器を洗ったり片付けさせられたりし
た。団らんの中に入れてもらえなかったんですね。
それがすごく嫌な思い出としてある。食器って普
通は中がへこんでますよね。しかしこれは、へこ
んでないんですよ。器が全部縁まで埋まっていま
す。こんな食卓もう目一杯です、もうたくさんで
すっていうようなメッセージが込められているん
ですね。石膏ってすぐ欠けちゃったり傷が入った
りするんで、きれいな形をそろえるのが難しいん
ですよね。ですから構想から含めて全部で10年以
上かかってる作品です。家族とのトラウマ的な体
験をこの様な静かな作品にした。
　「さぞかしお辛かったでしょうね」と、ご本人
にお聞きしたら、本人は「いや、結構楽しかった
ですよ」って。どういうことかって言うと、元に
ある体験は、すごく辛いものだったんです。でも
石膏とかを、なんとかうまくいかないかなって工
夫したり、ああ失敗したって悔しがったり、それ
自体は悪いものではなかったようなんですね。だ
から、すごく重たい動機とかすごく暗いテーマみ
たいなものが描かれてるからと言っても、筆を持
つ手とかは、意外に充実してる瞬間もあるかも知
れない。うまくいかないって怒ったり、うまくいっ
たって喜んだり、モノを創る営み自体に大切な意
味があるようで、そういうのってどう表現したら
いんだろうって僕はすごく迷ってたんですけれど
も、ある時、すごく的確な言葉を教えてくださっ
た人がいまして。えーと無言館ってご存じ？

木村　はい、無言館。信州上田にある。

荒井　みなさん無言館ってご存じでしょうかね。
館主が窪

くぼ

島
しま

誠
せい

一
いち

郎
ろう

さんという方、水
みず

上
かみ

勉
つとむ

さんのご
子息ですね。戦没画学生達の絵を集めた無言館。
そこの館主の方に、以前心のアート展に来て頂い
て、トークイベントに出て頂いたんですね。その
時のテーマが臨床芸術。臨

りん

床
しょう

って…。
荒井裕樹『生きていく絵』（亜紀書房、2013年）

表紙
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木村　ベッドに臨むですね。

荒井　臨床医学ってありますよね。実際患者さん
のベッドまで行って、医学的なことをする、その
臨床。それを言い換えて、私たちは芸術に寄り添
うって言う意味で臨床芸術って言ったんです。そ
れを窪島先生は「誤読」されたんですね。臨

りん

生
せい

芸
術ってお読みになったんです。窪島さんは、その
直前にくも膜下出血で臨死体験をご経験されたよ
うです。魂がヒュッて抜けて、遠くの方に花火み
たいなのがチラチラしてて、というような経験を
ほんとにされた。だから臨

りん

生
しょう

を臨死の反対語と捉
えて、臨

りん

生
せい

とお読みになったんです。つまり自分
は生きているって実感する経験ですよね。
　自分は生きているって実感する経験って普段あ
んまりしないですよね。でも絵を描いたりすると、
「あー上手くいかない」、「今ちょっと上手くいっ
たかな」って、感情の起伏がやっぱりあるんです
ね。これは、精神科病院の中のアトリエなんかを
追いかけていても、身体障害の人たちの芸術活動
を追いかけていても、皆さん同じような経験をさ
れています。どれだけ動機としては辛いものがあ
ろうとしても、どっかでこう、実際に絵筆が上手
く走ったとか、色が上手くのったとか、何か手応
えのようなものを感じる瞬間って恐らくあると思
う。あるいは、我を忘れてのめり込んでしまうこ
とがある。それって多分臨生体験なんですよ。だ
からあのカボチャの絵ありましたよね。僕この絵
たまらなく好きなんですけど。木村さんはどうで
すか。

木村　今回、いろんな方に見に来ていただいて、
どの絵が好きかって聞くと、みんなばらけるんで
すよね。だからそれが面白くて。このカボチャの
絵、荒井さん好きですか。

荒井　僕、好きです。何でカボチャに打ち込んだ
ろう、と思って。だってカボチャって珍しくない
ですよね。でもそのカボチャを描きたいって沸き
立った瞬間があるはずですよね、きっと。そのカ
ボチャが愛おしいと思った瞬間が多分あるはずで
すよ。それがこういった形の作品になっていると

思うんですよね。

◆見る側の過剰な期待
荒井　木村さん、今回の企画展を企画されて、来
場者の反応として、例えば人気がある絵とか、そ
うでない絵ってやっぱりばらつきがあるんです
か。

木村　それが何か一つの作品に人気が偏らなかっ
たんです。これ、作品選びとしては成功だなと思っ
ているんです。個性的な作品がそろった。最初に
吉山さんが強調されたのは、「仲間たちの作品を
みてほしいから、グループ展だったら資料館での
展示の開催をOKするよ」ってことだったんです
よね。だから今回、吉山さんの思いと実際の来場
者の反応が上手く一致したのかななんて思ったり
してるんですけど。

荒井　見る側が何か期待したものを過剰に見よう
とすることがあるんですよね。見る側が期待した
ものを過剰に見る。時々、精神科の人たちのアー
ト展なんか手伝うんですけど、たまに聞いてびっ
くりしちゃう感想があるんですね。「思ったより
普通の絵なんですね」って。でも、また一方で、「こ
んな激しい絵描かせて大丈夫なんですか？」とい
う感想を聞くこともあります。
　「思ったより普通の絵なんですね」という感想
と、「こんな激しい絵描かせて大丈夫なんです
か？」という感想を併せるとどうなるか。これは
精神障害と言われる人たちのアート作品に対し
て、「凡庸を打ち砕くほどに新奇な物であってほ
しい」。でも、「安寧とか秩序を乱さない程度に無
害であってほしい」。つまり、珍しい物であって
ほしいんだけども無害であってほしいんだと。そ
れどういう感想なんだろうなっていろいろ悩んで
しまうこともあるんですけども、やっぱり見る側
の期待とか、もうちょっと強い言葉で言うと欲望
みたいなものがあるような気がします。
　今回の絵のチョイスっていうのは、恐らくそれ
をかなり意識されてるかも知れません。つまり、
「ハンセン病療養所の中で描かれた絵ってきっと
こういう絵でしょ」っていうふうに、見る人たち
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のイメージが一色に固まらないように、気を遣わ
れてるんじゃ…。

木村　そうですね。吉山さんがされたかも知れな
いですね。今回、あらかじめ我々が割とそういっ
た期待を込めて選んだものを、吉山さんが、「こ
れは下げよう」と仰る場面があったんです。例え
ば、吉山さんの中で「片隅の風景」とか、「捨て
られた風景」っていう連作があって、90歳になる
吉山さんの画業の中では非常にエポックとなるよ
うな作品です。つまり、捨てられたものへのハン
セン病者としての共感ということで、打ち捨てら
れたドラム缶とか、打ち捨てられた土管とかです
ね、そこに有刺鉄線が張られていてそこにカラス
がとまっていて、カラスは嫌われ者の象徴で、同
じ嫌われ者への共感で描いたって一時期公言もし
ていらした。それが代表作の連作としてあるんで
すね。それはやっぱり今回どうしても入れたくて
選んだんですよ。ところが吉山さん巧妙にそれを
落とすんですよね。「これはもう出さなくて良
い」って言うんです。その背景にある思いは多分
仰るような、何か決まった見方で見られたくない
思いっていうのがあったんじゃないかと思いま
す。

荒井　今のお話を聞いてた感覚で言うと、いろん
な色眼鏡で見られ続けてきた人が持っている、防
衛本能に近いものがあると思いますね。
　例えば皆さん、心のアート展のチラシをもう一
回見てもらっても良いですかね。以前、心のアー
ト展の出展者とお話ししていて、すごくびっくり
したというか、はっとさせられた感想があります。
その方は、ずっと女性の絵を描きたかったんだそ
うです。女性の絵を描きたかった、でも描けなかっ
た。何で描けなかったか。その方は私より、３つ
か４つ年上です。話を聞いたのはもう10年近く前
です。精神科病院の中に入院していて、働いても
いないご自身がいて、男性であると。そういった
境遇にある人間が、女性の絵を描いたらみんなど
んな目で見ると思いますかって。だから女性の絵、
ゲームとか好きなので、ゲームのキャラクターと
か描きたかった。でもこんな絵を描いたら何か犯

罪を犯すんじゃないかっていう、危ない人なん
じゃないかっていう目で見られるのが怖くって、
女性の絵が描けなかったっていうんですね。なる
べく無難な、人から変な目で見られないような絵
を描こうとか、そういったような形で、描きたい
と思うものをあんまり描くことができなかったよ
うなんですね。描いてる側って、自分が描いた絵
をどう見られるのかってやっぱり意識しながら筆
を持つんですよね。そこから自由になることって
恐らく出来ないと思いますね。

◆社会とのつながりを回復する
荒井　それはハンセン病療養所の中で絵筆を持た
れてた方達も、多分外からの視線みたいなものを
意識しながらやってたんだろうなって思うんです
ね。だってこれ療養所の中で描かれた絵と言って
も、療養所の外に出てたわけですよね。

木村　そうです。これらの絵は1980年代以降、園
の内科医の原

はら

田
だ

三
さぶ

郎
ろう

さんという医師によって、熊
本市内の画廊で合同作品展として飾られていま
す。1980年にその第１回の合同作品展があって、
以後、隔年で10回、のべ18年間ものあいだ、園外
で開催されています。それ以降の作品が来ていま
すので、今回ご覧頂いてるのは全部、社会とのつ
ながりを意識して描いてる絵です。
　多分その前と後との変化がものすごく重要で、
その一端はですね、皆さん今回の展示図録をお手
元にお持ちでしょうか。受付で配ってますので是
非お持ち帰りいただきたいんですが、今回の図録
の中にその第１回の作品展を、園を飛び出して初
めて外でやるという時の座談会と、それから18年
後の、らい予防法が廃止されて以降の、外でみん
なで絵を展示することが10回続いた後の座談会の
２本を収録して、変化がわかるようになってます。
　最初の頃は、ハンセン病療養所の入所者にとっ
て、外で画廊を借りて作品展をやることが可能だ
とはとても思えなかったと言ってます。それを、
これは素晴らしい絵だからぜひ外でやるべきだっ
てことを促した園の医師がいて、そこでの初めて
の体験、初めて社会の人に感想貰った嬉しさとか
ですね、そういうことを感激して語ってますよね。
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その１回目の時の座談会と10回目の時の座談会、
比較して是非ご覧になって見てください。社会と
のつながりを少しずつ回復していく過程といいま
すか、変化が面白いほど伝わってきます。

荒井　いわゆる障害者アートの歴史的なことを言
うと、日本で初めて完全開放性の精神科病院が営
まれたのは、東京都八王子市にあった丘の上病院
です。変な病院でしてね、ドッキリカメラって昔
ありましたよね。あれの撮影で病室貸し出したり
ですね（笑）。そこが芸術にもすごい力を入れた
んですよね。そこが30年近く前に精神科病院の中
で描かれた絵を地域の公民館で展示したんだそう
です。でも、初めのうちは警戒されて、来場者は
ほとんど来なかったという話を聞きました。

木村　それ何年頃の話ですか。

荒井　えーと、1980年代。

木村　ああ、じゃあちょうど同じ頃ですね。金陽
会の人たちが初めて外に出てって合同展を開いた
時期と。

荒井　精神科の患者たちがアート展を開いても、
地域住民が警戒して来ない。皆さんは、そんなの
ひどいって思うかも知れないですけども、社会は
それからどこまで進んだんでしょうかね。今、横
浜の方では依存症の人たちのグループホームの建
設反対運動が起こってます。ですから、進んでる
ところと、やっぱり進んでないところがあります。

◆障害者アートのマーケット化
荒井　それから、最近障害者アートなんて言われ
る業界の中ですごく危惧していることがありま
す。パラリンピックが近いですね。ものすごい勢
いで人とモノとお金が動いています。
　これには良い面もあると思います。一般就労で
きない、重度の障害がある人たちの所得を保証す
るということで、昔からそういった運動を進めて
いる方たちもいます。そういった一般就労できな
い、重度の障害がある人たちが描いた絵が、企業

のロゴとか、商品のラベルになったりして、それ
でお金が動く。今は随分大規模なプロジェクトに
なっているものもありますが、心配もしています。
　どういうことかというとですね、それまで静か
に絵を描いてきた人たちが今まで経験したことが
ない速度でお金と人が動く世界に巻き込まれてし
まうんですね。パラリンピックが終わったら今ま
でと同じペースで絵を描き続けられるのかすごく
すごく心配なんですね。
　このお祭りが終わった後、元のペースで、また
描き続けられるんだろうか。そのことをすごく心
配してます。
　それともう一つ心配なのが、アート作品を見る
時の価値観みたいなものが大きく動いて、変わっ
てきてしまっているところです。どういうこと
かっていうと、私はよく「自立度」という言い方
をします。自立度が高いとか低いっていう言い方
をします。自立度が高い資料と自立度が低い資料
があります。自立度が高い資料ってどういうもの
かというとパッとみて面白いものです。パッとみ
ておもしろい絵っていうのは、すぐに商品化され
たりして、すごくちやほやされますね。
　一方で、自立度の低い資料というのは、パッと
見た感じではわからない。何描いてあるのこれ、
とか、これどういうこと？とかっていう絵とか資
料があるんですね。でもそれも詳しい方の話を聞
くと、この絵にはこういう事情があって、いろん
なドラマがあって、豊かな物語が出てくる。その
物語により沿いながらその絵を見ていくとすごく
キラキラと輝いてくる瞬間がある。多分、資料館
の学芸員ってそういう仕事ですよね。

木村　恐れ入ります。

荒井　ほんとに僕らのような素人が、パッとみた
感じだと資料的価値が見えないものが、資料館の
学芸員さんが解説してくれるといろんな歴史がそ
こから見えてくる。そういった形で自立度が低く
て誰かの物語を必要とするような絵とか資料って
いうのが全然重宝されない。むしろこう、虐げら
れている。パッと見て面白いもの、絵になるもの
ばっかりが、先に走っていくような気がしてるん
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ですよね。
　だから、こういった形で、金陽会のように歴史
をきちんと刻んできたものを体系的に見るって、
今アートの業界の中で必要な態度かも知れないん
ですね。

◆生きる意味を他人が問う暴力
木村　そろそろ、まとめに入りましょうか。

荒井　そうですね。今回すごくいろいろ考えさせ
られました。何が考えさせられたかっていうと、
「生きるための絵」っていうタイトルにして頂い
たんですけども、例えば今回の図録とかですね、
それから資料館からも送って頂いたんですけど、
熊本市の現代美術館で以前金陽会の特集展が組ま
れた…。

木村　『これからのために―菊池恵楓園との８年
間』（熊本市現代美術館、2010年）。この図録、上
の図書室でもご覧いただけます。

荒井　これ面白いですね。何が面白いかっていう
と金陽会の人たちのアンケートが載ってるんです
よ。アンケートの質問項目で「どんな思いで絵を
描いていますか」、回答「ボケ防止」（笑）。これ
わかりますね。何かね。韜晦というか…。

木村　それ、中原繁敏さんの回答ですね。荒井先
生がおっしゃるとおり、韜晦というか、照れ隠し
に違いない。

荒井　なんで絵を描くかって多分上手く答えられ
ないですよね。私、いろんなアーティストの人た
ちに話を聞いて来たんですけども、共通した質問
を最後投げるんです。どんな質問かって言うと、
「あなたにしか描けないものって何ですか」って
聞くんです。
　私が聞いた限りその人達、必ず同じフォーマッ
トを取るんです。「私にしか出来ないことなんて
ないです。でもね…」その「でもね」からが長い
んです（笑）。もう話終わろうとしてるのにその「で
もね」からが長い。今まで聞いたのと同じくらい

の時間が流れる。なぜ絵を描くのかって上手く説
明できないことですし、これは多分説明しなくて
良いことだと思うんです。どういうことかってい
うと、絵を描くことと生きることがすごく密接に
結びついてる人たちってやっぱりいるんですよ
ね。
　何のために生きるんですかって、みなさん説明
できますか？　私は説明できないです。あなたが
生きる意味って何ですかって、私自身が自分自身
で悩んだり、近しい人と一緒に悩んだりってこと
はあります。でも、何で生きるんですかって、あ
なたが生きる意味何ですかって、第三者に説明を
求められる筋合いは無いんです。それは暴力です。
何のために生きるんですか、きちんと説明してく
ださいなんて、第三者に聞いたらこれは暴力だと
思います。
　「何のために描くのか」が「何のために生きる
のか」と同じくらい、説明するのがむずかしい人
たちもいると思います。今回拝見したのは、そう
した尊い絵だと思うんですね。それは自分でもわ
からないし、うまく説明出来ないし、でも描いて
しまう。その態度ってすごく素敵なことだと思い
ますね。

◆「障害者なんて生きる意味がない」という言説
に立ち向かう準備を
荒井　最後、皆さんにちょっとだけ嫌な話をさせ
てください。今、人が生きる意味みたいなものを、
ものすごく乱暴な形で「おまえそれを証明しろ」っ
て突きつけてくるような事件とか論調がものすご
く流行ってきています。一例を挙げると相模原事
件（2016年）がそうでした。相模原の障害者の施
設で大量殺傷事件がありましたよね。あの被告は、
重度障害者には生きる意味が無いと言い切りまし
た。あの被告、自分がやったことを正当化するた
めでしょうか、今までの、例えば障害者運動の歴
史とか、そういったものを読んでいるそうです。
　先日、とある記者から私の所に連絡がありまし
て、その被告に接見したら、これこれこういうこ
とを言っていた、どういうことか説明してくださ
いと頼まれました。そこで聞いた固有名詞にびっ
くりしました。彼の口から、その固有名が出たと
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いうことに、本当に驚きました。
　あの被告は、自分がやったことに関して、きち
んと説明すればみんなわかってくれるはずだと本
気で思っている節があります。
　司法の常識から言うと、彼はおそらく死刑にな
らざるを得ないでしょう。今まで起きた大量殺傷
事件、池田小事件の被告も、秋葉原の殺傷事件の
被告も、裁判の段階ではほとんど人生を諦めかけ
ていたところがあるのですが、でも相模原事件の
被告は事情が違うようです。真っ正面から自分の
主張を展開すると思います。
　来年（2020年）１月から公判が始まります。ど
んな報道がされるかわからないですけど、また、
「障害者なんて生きてる意味が無い」っていう彼
の主張が、報道を通じて大きく流れるかもしれま
せん。そうすると彼の主張に同調するような言葉
がSNSに溢れるかもしれません。
　ここにお集まりくださった方々は、こういった
ことに危機感を覚えてる方々も多いと思います。
闘う準備をしといたほうが良いと思います。「障
害者なんて生きてる意味無いよね」って何の良心
の呵責も無く言ってしまうような論調に対して、
闘う準備をしといた方が良いと思います。
　そういった意味においても、今回、金陽会の特
集が組まれたのはすごく大事なことだったなって
ほんとに思います。生きるために絵を必要とした
人たちがいて、自分がなぜ絵を描くのかって恐ら
く上手く説明出来ないと思うんですね。でもそれ
でも描き続けるとか、上手く表現できないものを
表現し続けるとか、そういったものに絵筆を取り
続けた人たちがやっぱりいるんですよね。恐らく
家族ともいろんな葛藤がおありになったんだろう
と思うんですけれども、例えばそれを筆にしつづ
けるとか。絵を描くことって自分にとって何なん
だろうっていうのをずーっと問い続けた人たちが
いるってことですよね。そうした人たちの絵に触
れるっていうのは、すごく重要なんだと思うんで
すよね。
　いろんな障害者差別の状況っていうのをずっと
見ていますけれども、今回、このハンセン病資料
館の中で、今この時代に必要なものをきちんと企
画してくださったような気がして、ほんとに身震

いするくらい感動しています。

木村　どうもありがとうございます。ちょうどお
時間です。ここでこのトーク企画の荒井さんをお
招きしての「生きるための絵」のトークイベント
を終了させて頂きたいと思います。今日は荒井さ
んをお招きできて、本当に良かったと思っていま
す。最初に出会った山下道輔さんへの敬意からハ
ンセン病問題に関わられて、障害者運動や、精神
科病院での自己表現に目を凝らしてこられて、非
常に大事な命の根源に触れるようなテーマにずっ
と寄り添ってこられた荒井さんと共に、金陽会に
ついてどのように論じることができるか。結果と
して、今日は大変良いお話が聞けたと思っていま
す。荒井先生、ありがとうございます。（拍手）
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太田　　明（菊池恵楓園）

【開催日】2019年６月８日
【会場】国立ハンセン病資料館　映像ホール

【太田明さん　プロフィール】
1943年11月、熊本市に生まれる。
８歳の時にハンセン病と診断され、国立療養所
菊池恵楓園に入所。
1999年から2005年まで、同園入所者自治会会長。
現在、入所者自治会副会長ならびに一般社団法
人金陽会理事。

木村　みなさんこんにちは。現在、企画展示室に
て春季企画展「キャンバスに集う～菊池恵楓園・
金陽会絵画展」を開催中です。その関連イベント
といたしまして、今日はいよいよ熊本の菊池恵楓
園から、入所者自治会の副会長さんで、かつ金陽
会の理事をされています太

おお

田
た

明
あきら

さんをお招きし
て、講演会を開催します。企画展では10人の絵画
作家の作品をご覧頂いていますが、今日は太田さ
んに、その10人の作家さんたちの思い出や、その
背景にあるものを存分に語っていただきますので
どうぞご期待ください。それでは太田さんを拍手
でお迎えください。（拍手）

◆菊池恵楓園の文化活動と絵画サークル「金陽会」
のあゆみ
　熊本から参りました、太田でございます。よろ
しくお願いいたします。この席に座るのは３年前
2016（平成28）年の12月でしたか、そのときのトー
クイベントが野球談義でございまして、「嗚呼、
新良田教室野球部!!」以来でございまして、その
節は、黒尾学芸部長さんに大変お世話になりまし
た。今回は木村学芸員さんからのご要望で、再び
このお席に登板することになりましたのでよろし
くお願いいたします。
　今日は野球の話ではなくて絵画の話をするわけ
ですけれども、私自身子どもの時分から野球も好

きだし絵も好きだし、そういったことでこの二つ
は私の人生を豊かにしてくれた一つの大きな人生
のツールだったかなという風に感じております。
　今日の私の話は、まず菊池恵楓園における主な
文化活動を通して、金陽会の歩みを紹介したいと
思います。その次に金陽会を支えてくれた方々の
紹介をしたいと思います。そしてメインテーマで
あります金陽会の仲間たちの紹介をさせていただ
き、これから金陽会作家たちへズームインをした
いと思っております。最後に金陽会の作品の評価
を述べ、私の講演を締めたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。
　まずは恵楓園おける主な文化活動と、金陽会の
歩みについてお話をしたいと思います。戦前の療
養所では俳句、それから短歌、そういった文化活
動が盛んでございまして、恵楓園でも1913（大正
２）年に「草の花俳句会」、それから1924（大正
13）年には、檜

ひ

の影
かげ

短歌会が結成されておりまし
て、1926（大正15）年には文芸誌『檜の影』とい
う雑誌が創刊されております。
　当時の療養所では、病める者の生きる道は、宗
教か文芸に進路を求める他に望みがなかったので
す。恵楓園においても、早くから文芸を奨励し患
者の精神生活の向上発展に努めるという歴史がご
ざいます。特に1924（大正13）年に内

うち

田
だ

守
もり

人
と

先生
が医局に赴任されて以来、短歌を作る人が非常に

［講演録］
講演会「金陽会の作家たち、その素顔」
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多くなってきました。当時の『檜の影』創刊号、
現在の『菊池野』ですけれども、当時の『檜の影』
創刊号には次のようなことが書かれています。
「芸術に国境がないように、私ども天刑病として
も、…自分たちのことを天刑病と言っているんで
すね。…天刑病としても大自然に抱擁され、芸術
に親しみゆくことを許されるに相違ありません。
私どもは健康な人々の思い及ぼすことのできない
苦しみ、悲しみを体験しております。その耐えが
たい精神的苦痛と忍びがたい寂しさを、私どもは
俳句や短歌によって自ら慰め、自ら楽しんでいる
ところであります。このやるせない現実の悲哀は
ただ、大自然の懐に抱かれ、芸術の殿堂にひれ伏
すことによって融和されるのであります」。
　1933（昭和８）年には島

しま

田
だ

尺
しゃく

草
そう

が歌集『一握の
藁』を発刊しています。これはおそらく全国の療
養所で最初の歌集だったと記録されています。以
来、アララギの会員が非常に増えていきました。
　戦後まもなく、療養所もようやく民主主義と平
和というものが訪れました。1946（昭和21）年に
は日本国憲法が公布され、特効薬プロミンの登場
ということで入所者にとって、療養所にとって、
大きな福音となったわけであります。
　恵楓園では1946（昭和21）年に患者文化協会と
いうものが発足いたしまして、翌年1947（昭和
22）年には菊花展、あるいは運動会、花見踊り、
盆踊りなどが催されております。1949（昭和24）
年になりますと新劇研究会、あるいは文教管弦楽
団も結成されております。オーケストラもありま
した。そして1953（昭和28）年になりますとこの
絵画グループ金陽会が結成された訳であります。
　その中で、彼らの文化活動をサポートしてくれ
る園内の職員の方が登場することになります。例
えば文教管弦楽団を指導していただきました塚

つか

本
もと

章
あきら

先生、それから金陽会を指導していただきまし
た渡

わた

辺
なべ

茂
しげ

麿
まろ

、この方は精神病棟の看護長さんでし
た。それから原

はら

田
だ

三
さぶ

郎
ろう

内科医師、そういった方々
が入所者の文化活動を支援してくださることにな
りました。特に原田先生は1976（昭和51）年、閉
校になりました恵楓園分校をアトリエとして利用
しその後、県内各地で次々と金陽会の絵画展を企
画・開催してくださいました。

　そういうことでずっときたわけですけれども、
昭和40年代後半になりますと、園内にもいわゆる
３Cブーム（カー、クーラー、カラーテレビ）と
いうものが起きまして、軽症の方は外出労務をす
る方が増えていきます。園内の文化活動というも
のは一時期停滞期を迎えることになりまして、夏
の納涼盆踊り大会も中断する、そういう時期もご
ざいました。1976（昭和51）年、自治会50年を迎
えるわけですけれども、1976（昭和51）年発行の
自治会50年誌を見ると、次のようなことが書いて
あります。
「文芸にスポーツに、園創立以来、あるときは見
る影もなく衰退し、あるときは目覚ましく発展を
遂げ、この50年を過ごして参りました。しかしな
んと言っても、我々の文化活動の最大の収穫は、
自治会の創立と全患協の結成、この二つではない
でしょうか」。
　また昭和50年代に入りますと、園内ではゲート
ボール、それからカラオケが非常にブームになり
ました。当時の全患協支部長会議でも、会議の議
案書は忘れてもカラオケのテープは忘れるなと、
そういう有様でございました。
　私は1985（昭和60）年に自治会の役員に就任し
て以来、まず最初に取り組んだのは、伝統的な恵
楓音頭による盆踊り大会の復活でありました。そ
れから菊花展、絵画展、写真展、生け花展を中心
とした秋の文化祭の復活、それから全国友園カラ
オケ交歓会、あるいは全国友園囲碁大会、それか
ら全国友園ゲートボール大会と次々に開催させて
いただきました。
　このように入所者たちは長い療養生活の中でも
それぞれ精神的苦悩や肉体的苦痛、そして経済的
な困窮を乗り越えて文化の花を咲かせてきたわけ
でありまして、療養所の文化活動は非常に多彩で
豊かなものがございました。
　平成に入りますと1994（平成６）年には文化会
館を建設しまして、この中に金陽会のアトリエを
設置しました。おそらく療養所の中にアトリエが
あるのは恵楓園だけではないでしょうか。1998（平
成10）年には熊本県立美術館において記念すべき
第10回の金陽会絵画展を開催しております。そし
て2001（平成13）年には恵楓会館が落成いたしま
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して秋の文化祭が非常に盛況になったということ
でございます。2002（平成14）年になりますと熊
本市現代美術館の南

みなみ

嶌
しま

宏
ひろし

学芸課長が恵楓園を初め
て訪問されまして、この金陽会の作品を見て、「こ
れぞ光の絵画だ」ということで、その芸術的な価
値を認めてくださいました。そして翌年2003（平
成15）年には熊本市現代美術館におきまして第１
回の金陽会光の絵画展を開催することに至ったわ
けであります。平成の時代になって金陽会の作品
というものは内外から高い評価を得るようになっ
たわけであります。

◆金陽会を支えた人びと
　特に園内において絵画会のお世話をしてくれま
した２人の職員の存在というのは非常に大きかっ
たですね。
　１人は看護長でありました渡辺茂麿先生、この
人は画歴も数十年と言うことで、伊藤画伯に師事
しデッサンや油彩を正式に勉強された方で、園内
で入所者に対してデッサンあるいは油絵の具の溶
き方を手ほどきいたしまして、絵心を育てた恩人
であります。
　それから原田三郎先生。内科医長でした。園内
の分校の跡を先生方に交渉して教室の一部を借り
てデッサン教室を開設してくれましてアトリエを
設置いたしました。当時、立派な石膏像を囲みな
がら木炭画を数人の方たちが描きながら色々と熱
気のある絵画活動をされていました。
　原田先生はいずれ、熊本市内で絵画展をやろう
ということで、早速1980（昭和55）年には金陽会
初の園外展、それを熊日画廊でやったんですね。
そういったことで入所者は療養所の中におりなが
ら、絵はすでに社会復帰を果たしたと、そういう
ことでございます。

◆入江章子さん
　いよいよこれから今日の講演のメインになりま
す、金陽会の仲間たち10名についてご紹介したい
と思います（1）。これから絵を紹介しながら、皆さ
ん方にご紹介したいと思います。

（1）	 ここで取り上げた絵画作品については、国立ハンセン病資料館2019年度春季企画展『キャンバスに集う～菊池恵楓園・金陽会絵画展』の展
示図録を参照。

　それではまず入
いり

江
え

章
あき

子
こ

さんの作品を紹介したい
と思います。入江章子さんは1922（大正11）年、
三重県の上野市に生まれました。現在上野市は伊
賀市、伊賀の忍者で有名な、上野市の出身でござ
いまして、1940（昭和15）年に長島愛生園に入所
し、戦後、1949（昭和24）年に菊池恵楓園に転園
された方でございます。残念ながら2011（平成
23）年に89歳で逝去されました。
　章子さんは県内でも実力派の歌人としても知ら
れておりまして、1987（昭和62）年には処女歌集
『青天』を、また1999（平成11）年には第２歌集『辰
砂の壷』も上梓されております。そして2003（平
成15）年には第31回熊本県芸術功労者ということ
で表彰されています。多分これは日航ホテルだっ
たと思います。私も一緒に同行させていただきま
した。
　彼女の作品というものは非常に女性らしい柔ら
かさ、それから調和を持った雰囲気のある作品が
多いわけでございますが、彼女の短歌の生涯の
テーマは「ハンセン病との戦い」、それから「法
律によるいわれなき偏見からの解放」、そういっ
たものを実現していくための日々であったと言わ
れておりまして、こういった、短歌に込める思い
というものが絵画の作品にどのように反映されて
いるかは非常に興味のあるところだと思います。
　入江さんのところにはたくさん学生さんが訪問
されておりました。この「婦人像」もそのうちの
お一人でございます。入江さんの絵のモチーフは
静物、それから人物画が多いんですけれども、園
内風景もさりげなく描かれております。
　今回展示されている「園内風景」。これは恵楓
園のシンボルともいえる大楠を背景に、福祉室周
辺を描いた作品でございまして、これは恵楓園の
昭和30年代の頃です。大楠は今でも空高く、緑豊
かに存在していますし、福祉センターは今もござ
います。他の建物は全て壊されておりまして、楠
の右側に自治会事務所が設置されております。実
はこの楠の木の下は野辺送りの場所でございまし
て、彼女もこの楠の下で野辺送りされたわけでご
ざいます。
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　章子さんはご主人の入
いり

江
え

信
しん

さんと共に恵楓園の
文化人の一人でございましたし、むしろ私は入江
章子さんよりもご主人の入江信さんと交流が深く
て、実は私の前任のカメラ会の代表が入江信さん
であり、自治会の渉外関係の役員も入江信さんで、
私は入江信さんのお仕事、趣味も全部引き継いだ
ということで現在に至っております。

◆大山清長さん
　それから次に大

おお

山
やま

清
きよ

長
なが

さん。この方は1923（大
正12）年、鹿児島県奄美大島の生まれで、残念な
がら2015（平成27）年、92歳で逝去されておりま
す。残された作品は10点と、メンバーの中では最
も少ない方なんですけれども、大山さんの代表作
は、らい予防法が廃止された1996（平成８）年に
描かれたこの「奄美の豚」ですね。これは金陽会
の作品の中でも最も人気のある作品であります。
　実は大山さんの園名は大

おお

川
かわ

一
はじめ

だったんですね。
1996（平成８）年、らい予防法が廃止されたその
年を機会に、園名の大川一から本名の大山清長に
カミングアウトされました。その中で描かれたの
がこの絵でありまして、多分この豚は前進する、
前に進む、そういった大山さんのこれからの生き
様を示す、そういった絵じゃないかなと思ってい
ます。
　というのも奄美では古くから養豚が盛んであり
まして、といってもこの白い豚というのは非常に
珍しかったと言われています。ほとんど黒豚なん
ですね。でも大山さんの実家ではこの白い豚が飼
われていたということです。ですから多分この白
い豚と言うのは大山さん自身ではなかったろうか
なと思っています。この中央からやや前の方に、
左側に寄っております。これから前に進むぞとい
う、そういう意気込みですね。そういうことだと
思っています。
　昨年2018（平成30）年に奄美で金陽会の絵画展
「ふるさと奄美に帰る展」を開催いたしました。
最終日には大山さんの息子さんが姿を見せてくれ
ました。実子の息子さん、この父親の絵をどのよ
うな思いで見たのだろうかなと思います。非常に
色彩が豊かですね。「奄美風景」、これは現実の岬
ですね。ふるさとを思いながら描いた作品が非常

に多いです。

◆奥井喜美直さん
　次に奥

おく

井
い

喜
きみ

美
なお

直さん。この方は1932（昭和７）年、
鹿児島県の奄美大島の生まれでございまして、
2008（平成20）年に76歳でお亡くなりになりまし
た。48年間、菊池恵楓園に在園されました。年長
にもかかわらず岡山の長島愛生園にあった邑久高
等学校第４期生として入学されましたが残念なが
ら中途退学されました。
　奥井さんは金陽会きっての理論家でございまし
て、その人柄と抽象化された才能を反映した非常
に重厚な味わいが、見る人を惹きつける作品が多
いです。吉山安彦さんとお２人でずっと金陽会を
リードされた方です。
　昨年2018（平成30）年３月、「ふるさと奄美に
帰る展」では、７歳違いの妹さんが奥井さんの絵
を何度も見に来られたそうであります。７人兄弟
の奥井さんは生涯にわたって家族との関係はずっ
と続いておりました。ずっと手紙のやりとりもさ
れていたそうであります。奥井さんは今、海を臨
むふるさとの集落で懐かしい人たちと一緒に眠っ
ておられます。
　奥井さんが残された作品は200点以上で非常に
多いわけでございますけれども、やはりふるさと
奄美をテーマにした漁、あるいは魚の絵が非常に
多いですね。奥井さんの絵というのは色彩が豊か
で濃厚なものがありまして、心和む作品が多いで
す。
　この「アマダイ」ですね。まさかこれを木村さ
んがポスターに使用するとは。非常に画期的、びっ
くりしました。この「アマダイ」がポスターにな
り、パンフレットに紹介され、私たちは、ある意
味では改めてこの作品の意味というのを教えられ
ました。多分これは夫婦ですよね。奥さんと共に
仲むつまじく療養所の中で生活するということで
ございますし、夫婦の仲の良さというものが表現
された絵だと思います。
　彼はよく『菊池野』にもエッセイを残しており
ます。彼は『菊池野』にこんな文章を残しており
ます。
「絵は私に満足と豊かな喜びを与えてくれました。
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絵を愛するが故に、小鳥と囁き、人の哀れみを知
り、詩を読むことを教えてくれました」。
　奥井さんは高校に行かれまして私の先輩でもあ
る方ですけれども、大変本格的な絵を描かれる方
でしたね。自分はセザンヌを目指すんだと言って
おられました。そういった方であります。

◆奥井紀子さん
　次が奥様の奥

おく

井
い

紀
のり

子
こ

さんですね。紀子さんは
1941（昭和16）年佐賀県の生まれで現在78歳で、
現在はセンター（第２センター）というところで
生活されております。
　紀子さんの作品は水彩画が非常に多いですね。
花や果物など作品を数多く残しておられます。紀
子さんの絵には夫であった奥井喜美直さんの影響
が多分に見られまして、ご自宅で一緒に描かれて
いたせいかも知れません。
　10年前にご主人の奥井喜美直さんを亡くされて
以来、残念ながら紀子さんは絵筆をとっておられ
ません。多分、お２人で描くことが楽しみであり
生き甲斐であったかもしれません。彼女の作品は
どこまでも明るく、そして無邪気です。

◆木下今朝義さん
　それから次が木

きの

下
した

今
け

朝
さ

義
よし

さんです。木下さんは
1914（大正３）年宮崎県生まれですね。実は僕の
親父も1914（大正３）年生まれなんですけれども、
この木下今朝義さんはなんと99歳まで生きられま
した。もう一歩で100歳だったんですけれどもね。
残念ながら2014（平成26）年、99歳で逝去されま
した。
　この方はですね、1931（昭和６）年に入所され
ています。でも木下さんは若い頃から野球もし、
それから自治会の農園部で働きながらよく野菜を
作っておられました。よく園内の給食棟にそう
いった野菜類を出荷されておりました。
　木下さんは絵筆をとったのは60歳を過ぎてから
でした。それは大山清長さんの影響が非常に大き
かった訳です。大山清長さんの作品を見て自分も
絵を描きたくなったということです。
　この木下今朝義さんの「遠足」なんですけれど
もこれは木下さんの代表作であります。この「遠

足」という作品は、彼は６歳で発病したんですけ
れども、彼の唯一の、６歳の時の小学校の遠足の
思い出を描いた作品です。彼がこの絵を描いたの
は実に82歳の時でした。82歳の時にこういった６
歳の時を思い出しながら絵を描くというのは、よ
ほど印象深かったのだと思いますね。ただ唯一の
遠足を、82歳の時にこの絵を描いたのですからね。
吉山さんに言わせるとこの作品は恵楓園の宝、金
陽会の宝であると非常に高く評価されておりま
す。
　次の「集団脱走」、これは非常に社会的な絵で
ありますけれども、実は1932（昭和７）年１月17
日に実際におきた事件でありまして、塚本主事留
任運動に関わる、いわゆる集団患者脱走事件を
テーマにした作品ですね。彼が入所したのが1931
（昭和６）年です。翌年の1932（昭和７）年にこ
の事件に遭遇した訳なんですね。入所したばかり
の17歳の彼の目に映った衝撃というのは、相当大
きなことだったと思います。この「九」と描いて
あるのは、法被の「九」は九州療養所の法被なん
ですね。青年会、婦人会、たくさんの女性の顔が
映っているのが非常に印象的で、この時の婦人会
の力というのが強かったんですね。塚本主事は女
性の方に非常に人気のあった方だったんじゃない
でしょうか。留任運動を起こしたんですけれども、
残念ながら他の施設に転勤されました。そういっ
た作品です。これを絵に残すということは、木下
今朝義さんの印象に残った事柄だったのでしょ
う。それはそうでしょう、17歳というのは最も多
感な年頃ですから、現実にこういったことを目の
前にしてですね、そのショックというのは非常に
大きかったと思います。戦前、職員の中には、患
者さんの方に寄り添う職員もおったんですよ。非
常に少なかったですけどね。一国家公務員として
30年40年を定年退職まで、公務員として、あまり
患者さんと接触もなくという方も結構見られます
けどね。それはそれとして公務員の生き方なんで
しょうけれども。中には患者さんのサイドに寄り
添いながら、そういった職員の方も戦前も戦後も
おられましたですね。多分これは木下さん自身が、
塚本主事に大きな愛惜があって、こうした作品と
して残しておきたかったんじゃないかなと僕は推
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測しておりますけれども。そういった作品です。
非常に社会的な、歴史上の一コマを油絵で残して
くれました。
　これは「家族」という作品ですね。これはセン
ターの居室ですね。木下さんの家族はたくさん面
会に来られています。この頃になると、センター
も鉄筋コンクリートで生活のレベルもかなり改善
されて療養所の生活というのも非常に安定してき
た頃の作品ですね。子どもたちと一緒の非常に和
やかな風景ですね。こうした家族との交流があっ
て良かったと思います。99歳まで生きたというこ
とは大変なことだと思います。

◆中原繁敏さん
　次が中

なか

原
はら

繁
しげ

敏
とし

さんですけれども、中原さんは
1926（大正15）年熊本県の天草生まれですね。
1958（昭和33）年に菊池恵楓園に入所されました
ので、既に33歳でした。ですからふるさとには奥
さんがおるし子どもさんもおられたでしょう。そ
ういった状況で入所されたってことはかなりの決
断が要るでしょう。2014（平成26）年に85歳で逝
去されました。
　彼の今回の展示作品の「鎖」という作品は、
2000（平成12）年に制作された作品でして、この
頃ちょうど、当時ハンセン病国賠訴訟の真っ最中
でありました。多分その裁判の影響だと思うんで
すけれども、この鎖で閉じ込められた監禁室、実
はこれ、現物が恵楓園に今も残っております。こ
の監禁室はらい予防法が廃止されてもなお、不条
理な差別、偏見によって自分たちは自由に身動き
がとれずに暮らしている、そういった様を多分彼
は描いたんだろうと思います。監禁室に鎖をです
ね巻き付けているということは、まだまだハンセ
ン病の偏見・差別は払拭されていませんよ、ハン
セン病問題まだ残っていますよということだと思
いますね。これも３年前に、できるだけ昔の資材
をそのまま残しながら改修工事させていただきま
した。いわゆる恵楓園の歴史的建造物の１つであ
ります。この監禁室にはのべ300人くらい収監さ
れました。いわゆる患者の無断外出、それから職
員に対する反抗的な患者、それから園内の治安を
乱した者、そういった者をここに監禁しておりま

した。懲戒検束規定というものがありまして、施
設長にそういった権限が付与されておりました。
２週間、３週間、１ヶ月、減食処分だとか監禁処
分を受けました。ほとんど無断外出、いわゆる患
者の外出を防止するために設けられた監禁室です
ね。これは全国の療養所にあります。今これ残っ
ているのは邑久光明園と菊池恵楓園だけだと思い
ます。これも歴史的建造物としてこれからも保存
していきたいと考えております。
　この「次郎岳」というのは天草の風景です。私
もこの次郎岳の上に何回か登ったことがありま
す。これに登ると中原さんの故郷の御所浦の島を
見ることができます。実はその御所浦だけまだ橋
が架かっておりません。かえで号という船に乗っ
て三角港に連れられて療養所に入ったということ
ですね。「次郎岳」というのは思い出深い彼のふ
るさとの絵の一つでございます。
　この「命」、これは中原さんの絶筆です。2014（平
成26）年ですから、まさに彼が亡くなったその年
に描かれた作品です。恵楓園には桜の老木が非常
にたくさんございまして、台風によってよく倒れ
て木はそのまま放置されることがあります。多分
やがて訪れる自分の命、自分の死を予感して描い
た作品ではなかろうかと思っています。非常にた
くましいです。たくましい古木ですね。彼の作品
というのは非常に濃厚でありますし、この「命」
にも、彼の命というテーマそのものが、深い意味
が込められている作品です。多分彼は自分の死を
予感したんじゃないでしょうか。また「再生」と
いうこともあったかも知れませんけれども、非常
にこのタイトルは意味深なところがありますね。
　中原さんは吉山さんと同郷でした。同じ天草の
出身です。ですから吉山さんに勧められて絵筆を
とったということです。中原さんが絵を描いたの
も非常に晩年になってからでありました。

◆堀崎一雄さん
　次は堀

ほり

崎
さき

一
かず

雄
お

さんですけれども、堀崎さんは
1927（昭和２）年に熊本県に生まれました。2014
（平成26）年に87歳で逝去されました。
　堀崎さんは1981（昭和56）年から1987（昭和
62）年まで６年間にわたって全患協中央執行委員
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として、この多磨全生園の本部に勤務されました。
僕もこの頃役員をやってまして東京出張の折はよ
く堀崎さんからご馳走になったり、車で案内して
いただいたりしたことをよく覚えております。
　堀崎さんの作品というのは19点と少なく、その
内油絵も５点でありましてかなり作品が少ないで
す。彼は作家活動というよりも自治会活動が長
かったですね。
　むしろ彼は私の印象では若い頃から演劇青年
だったんですね。彼が絵を描いたところはあまり
見たことがないです、実際は。多分自宅で描かれ
た作品が多いと思いますけれども、彼の作品とい
うのは水彩画が多く、非常に透明感がある作品が
多いですね。特に風景画、熊本県出身で阿蘇など
そういった作品が多いですね。風景画を得意とし
ました。
　彼は自治会の闘士というか自治会の活動家とい
うより、非常に物静かな紳士でしたね。堀崎さん
にはもっともっと油絵を描いてほしかったです。
堀崎さんも自治会役員として色々活躍されたけれ
ども、自治会役員としてはかなり不遇な時代があ
りました。彼が全患協本部の中執（中央執行委員）
から恵楓園に帰園した時にはもう、恵楓園の自治
会執行部はいわゆる政権が交代しておりまして、
彼は帰っても座るポストが無かったですね。その
ポストに座っていたのは誰かというと実は私が
座っていました。それで非常に何ともいえぬ思い
をしたわけですけれども。でもまぁ、堀崎さんは
その後自治会の役員としてのポストは無かったん
ですけれども、長い間図書係主任ということで図
書室に勤めて頂きました。

◆森繁美さん
　それから森

もり

繁
しげ

美
み

さんですけれども、森繁美さん
は1930（昭和５）年長崎県の生まれで2005（平成
17）年に75歳で亡くなりました。
　彼はいつも補聴器を耳に当てて少年のような微
笑みを見せておりました。全く他の人には描けな
い、嫌みの無い独特な絵を描いておられました。
非常に異色の作家でもありました。繁美さんの作
品もかなり人気があります。
　時に山の絵が多かったんですけれども、その

フォルムというのは独特で個性に溢れておりまし
て、この展示作品の「根子岳」はたくさん描いて
おりますけれども、彼の代表作の一つであります。
彼独特のフォルムですよね。この色彩も。
　彼はスケッチに出かけても決してその現場では
スケッチをされません。なぜかと尋ねますと、頭
を指して「全部この風景は頭の中に入っている」
と言われまして、アトリエで絵を描いておられま
した。そういったことで周囲の人たちは「おまえ
は天才だ」といってびっくりしておりました。
　森さんも実はかなり手がご不自由で、なかなか
チューブから絵の具を出すのもご苦労があって、
それでもゲートボールが好きでよくゲートボール
されておりまして、愛称は「繁美ちゃん、繁美ちゃ
ん」と言われて、非常に明るくてひょうきんな方
でたまに興が乗ると一人でよく踊っておられまし
た。お酒を飲むとよく踊られるんですね。非常に
憎めない方でありました。
　中原さんとは良き親友であり良き飲み友達だっ
たんです。1930（昭和５）年生まれで。75歳で亡
くなって残念です。
　この「納骨堂」も実際の納骨堂を描かれていま
す。今この納骨堂は、改修しましたので、ちょっ
と入り口が絵と変わってますけれども。これは
キャンバスに直接、絵の具を塗られたんですね。
両脇の白っぽいのがどうも人骨というか人の頭と
いいますか、これだけたくさんの人が亡くなった
よということを表現されていると言うんですね。
　森繁美さんは自分が多分この納骨堂に入るから
これを描いたのかなぁと、俺はこの納骨堂に眠っ
ているから、ということを表現されているのかな
と思いますけれども、森さんが亡くなったら実は
ご遺族の方がご遺骨を持って行かれました。
　恵楓園は1909（明治42）年の創立以来今年（2019
年）で110周年になりますけれども、この間のべ
3,800名の方が亡くなっているんです。その中で
この納骨堂に今ご遺骨として納められているのが
1,334体です。約３分の２がご遺族の方がご遺骨
を引き取っていかれたということは全国的に異例
で、他の療養所では3,000、4,000、5,000とほとん
どの方のご遺骨は納骨堂に眠っていますけど、恵
楓園の場合は非常に交通アクセスがいいのか啓発
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が進んでいるのか知りませんけれども、ご遺族の
方が引き取っていかれるケースが多いんですね。

◆矢野悟さん
　次は、矢

や

野
の

悟
さとる

さんですね。この方は1942（昭和
17）年大分県の日田市生まれですね。現在77歳で、
実は第３センターという不自由者棟でご健在で
す。ただ残念ながら２年前に失明されまして、も
う絵を描くことはできません。
　彼とは子どもの頃から同じ少年舎で起居を共に
した間柄です。学年では２つ彼が上でしたけれど
も、彼とはかなり付き合いがありました。
　よく彼と連れだって熊本市内に映画を観に行っ
たことを覚えています。昭和30年代の話ですけれ
ども、洋画を観た帰りには20円のうどんを食べて、
自転車で帰りました。熊本市内から恵楓園まで
ちょうど12キロある道のりを、自転車で帰りまし
た。彼は、バート・ランカスターのファンだった
んですね。いまバート・ランカスター知ってる人
は少ないと思いますけど。
　彼は、大人になったら映画の看板描きになりた
いとよく言っていました。実は彼の父親も絵が得
意で不自由者棟におられました。よく園内で花札
の絵を描いておられました。矢野さんは、通常「大
野明夫」と言われまして、「あきおちゃん、あき
おちゃん」といってですね、あきお君と一緒に、
僕も矢野さんのお父さんの花札の絵を、いわゆる
猪鹿蝶の絵を描くのをよく手伝っておりました。
最後は卵の卵白で花札のツヤを出すんですね。そ
の時の花札をとっておけば良かったなぁと思って
ますけれども。トランプよりも花札の方が面白
かったですね。
　実は彼も中学校卒業すると社会復帰されまし
て、残念ながら再発をして再入所して、再入所し
てから本格的に絵を描き始めたんです。残念なが
ら15年ほど前から段々と目が不自由になりまし
て、絵を断念せざるを得なくなりました。彼には
もっともっと大作を描いてほしかったです。
　彼の今回の展示作「きょうだい」も非常に人気
のある作品です。このきょうだいは実は２歳上の
お姉さんですね。２人きょうだいだったんですけ
れども、２歳上のお姉さんと愛犬が描かれている

絵です。この２人の後ろに描いている大人の黒い
シルエットがあるんですけれども、１、２、３、
４…、５人ですかね、黒いシルエットがあるんで
すけれども、「おい、矢野さんこれあんたの家族
か？　あんたの両親か？」と聞いたんですよ。そ
したら彼いわく、「いやいや、後ろの黒いシルエッ
トは絵の構成上描いたものであって、自分たちが
大きくなったらあの位の背の高さになるんだろう
なという大人のイメージを描いたもの」だそうで、
家族とは全然関係なくてあくまでも２歳年上の姉
さんとの思い出を描いたわけですね。
　今も姉さんは、大分の日田におられてご健在で
すけれども、面会に来られることはありません。
非常に仲の良かったきょうだいだったと思います
ね。彼がこの「きょうだい」の絵を残したのはや
はり、姉に対する思いというのを、絵として残し
たかったんじゃないですかね。
　とにかく矢野さんも、父親譲りの絵が得意で、
小学校時代から賞もたくさんもらったと言ってま
した。
　彼とは中学卒業以来ずっと別れてますんで、彼
が社会復帰してどういう生活されたか分かりませ
んけれども、まぁ、非常に苦労したそうです。一
番困るのは保証人がいなかったこと。ありとあら
ゆる仕事をしたと言っていました。一か所にあま
り長く勤めると自分の病歴がばれるんじゃないか
と思ってだいたい１年か２年で次々と職を変えた
ということでした。彼は社会復帰しても苦労した
んだなぁと思います。今も相変わらず頭もしっか
りとしてましてセンターに行くと色々話をしてく
れます。

◆吉山安彦さん
　最後が吉

よし

山
やま

安
やす

彦
ひこ

さんです。吉山さんは1929（昭
和４）年熊本県天草の生まれです。現在90歳です。
今年2019（平成31）年卒寿を迎えられまして、今
年３月には初の画集「月の記憶」を自費出版され
ました。そして４月には近くの画廊喫茶で卒寿記
念油彩画展を約１ヶ月間開催いたしました。彼は
現在でも創元会の会友として県内外で活躍する現
役の作家です。90歳の現役の作家です。「令和の
時代になっても俺は描き続ける」と意気軒昂であ
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ります。
　展示作に「陽だまり」という作品があるんです
けれども、これは恵楓園の分校の裏手にある北側
のコンクリート壁を描いたもので、現在でも東西
500メートル残っていて、患者逃走防止のために
作られた言わば隔離の壁であり、入所者にとって
は厚い壁であります。彼は小鳥を描いているんで
すけれども、小鳥のように自由に羽ばたきたい
なぁという思いをこめて、この絵を描いたそうで
す。
　現在このコンクリートは東西500メートル残っ
ていますが、これも全面補修をして吹き付けを
行って今はきれいになっています。ボロボロだっ
たんですけどね。５年前でしたかね、補修工事さ
せて頂きました。これも恵楓園の歴史的建造物の
一つだと思っております。まさに我々にとっては
厚い壁でしたけれども、今では防音と防犯のため
に役に立っています。
　この裏側に市道が走っているんですけれども、
この市道の先には本田技研だとかSONY、富士フ
イルム、三菱電機だとかいろんな企業が進出して
おりまして、大体熊本県の工場出荷額の半分はこ
のコンクリート壁の裏を通って出荷されておりま
す。
　この分校そのものは1976（昭和51）年に閉校に
なって以来、全部の教室をアトリエとしてずっと
利用させて頂きました。私はこの学校で小学２年
から中学卒業まで７年間学びまして岡山の高校に
行ったんですけれども、教室からいつもこの風景
を見ていました。いつか私もこの塀を乗り越えて
見せるぞということで、いつもそういう思いでし
たね。まぁおかげさまで高校も大学も行くことが
できました。そういう思い出深い、私としても少
年の頃を思い出す絵ですね。
　吉山さんは名実共にこの金陽会のリーダーであ
り、その存在というものは非常に大きなものがご
ざいます。もし彼がいなかったら、金陽会の作品
というものは亡失をし、散逸してしまっていただ
ろうというのは間違いの無いところであります。
　私も吉山さんと長い付き合いでございまして、
年はかなり違うんですけれども、自治会の印刷所
でも９年間一緒に仕事をさせて頂きました。

　この印刷所が閉鎖後も吉山さんら10人ほどで山
の会というのを作ってですね、九州、四国、中国
の山をずっと登りました。一番の思い出は1991（平
成３）年富士登山ですね。屋久島にも登りました
し大山にも登りました。私は写真を撮り、彼は山
の絵をかいておりました。楽しかったですね。元
気があったなぁと思って。
　とにかく吉山さんは絵を愛し、歌を愛し、山を
愛した非常に心優しい先輩でした。彼はカラオケ
も踊りもうまいですね。今でも吉山さんとは親し
くお付き合いさせて頂いております。
　もし恵楓園で文化勲章があればおそらく彼が第
１号の文化勲章の該当者になると思っています。
恵楓園の文化活動の中で彼の活躍というものは非
常に大なるものがございます。
　先日、５月27日の熊本出張中の木村さんと、大
高さんと一緒に、吉山さんの90歳のお祝いをホテ
ルで一緒にさせて頂いて、喜んで頂きました。楽
しいひとときでした。その時木村さんとは今日の
講演会の打ち合わせをさせて頂いたんですけれど
も、できれば吉山さんが講演して頂ければ一番良
かったんですけれども、何しろどうも飛行機に乗
るのがちょっと……というような感じで、まぁ
90歳ですから、じゃあ代わりに私がということで、
こういう企画になったわけです。
　吉山さんは90歳でもまだ現役で、一生懸命頑
張っておられます。ただもう運転は辞めろと言っ
ております。多分免許証は返納したと思うんです
けれども吉山さんの車庫にはまだ車が残っており
まして、もう彼は運転することは無いと思ってお
りますし、私たちもそれを望んでおります。
　吉山さんがこうしてご健在ということは、大変
ありがたく思っていますし、今日の金陽会絵画展
がこうして開催できるのも彼のおかげだと考えて
おります。

◆まとめ　金陽会作品に対する評価
　最後に、今日の私の講演をひとつまとめてお話
を終わりたいと思います。戦後も隔離政策がずっ
と続いたわけです。療養所の中は非常に暗くて貧
しかったです。そういった療養所の中でもただひ
たすらに、生きるために絵を描き続けた人々がい
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たということです。
　金陽会には、約20名の方がおられました。今日
はその内10名の方しかご紹介できませんけれど
も。隔離政策という厳しく制限された生活の中で、
生きる喜びを追い求めたその姿というものは非常
に私は尊いと思いますし、まさにそこに人間の尊
厳を私は見る思いが致します。
　彼ら金陽会の仲間たちは全く専門の美術教育も
受けておりません。そしてまた特別な絵の師を持
つこともありませんでした。言わば独学の精神に
おいて、誰にもこびること無く、その我流を貫き
通した。そしてそれぞれが、独自の表現を極めて
いったということですね。どれも非常に個性ある
作品で、楽しくもあり、愉快な絵だと、僕は思っ
ています。
　彼らにとって絵を描くことだけが、絶対隔離と
いう闇の中で、この世に生を受けた、その自己存
在を示す方法でもあり、暗い闇の中で光を求め続
けていったというその生き方に、非常に敬意を表
したいと思います。彼らは人生を諦めなかったと
いうことです。
　彼らの作品はどこまでも純粋で素直であり、そ
してまた静穏でもありました。彼らの長い創作活
動は恵楓園の文化活動の歴史におきましてもその
花を咲かせ、大きな足跡を残してくれました。私
どもはこの貴重な文化遺産を今後とも生きた証と
してハンセン病問題の普及啓発に生かしていきた
いと思っております。引き続き皆様方のご理解と
ご支援をよろしくお願いしたいと思います。
　現在、恵楓園では社会交流会館の再リニューア
ルを計画いたしておりまして、彼らの金陽会の作
品850点をそこに収蔵し、ギャラリーも設けたい
と思っております。３年後には完成いたします。
今回この資料館に展示されている作品はその850
点の中のわずか30点です。３年後に是非、恵楓園
の社会交流会館に訪問頂きまして、彼らの作品を
観て頂ければ幸いです。どうも本日はご清聴あり
がとうございました。（拍手）
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国立ハンセン病資料館研究紀要　執筆要項

１．内　容	 本紀要は、当館職員が、事業に伴う調査・研究等の成果を報告・公開する場、または当館
の事業の目的に即した内容を有する研究論文を掲載する場とする。
原稿は、原則として他出版物に未掲載のものとする。

２．種　別	 掲載原稿の種類・分量の目安は下記のとおりとする（すべて図表・写真等含）
①研究論文：400字詰原稿用紙換算で40枚（16,000字）～ 80枚（32,000字）程度
②研究ノート ：400字詰原稿用紙換算で20枚（8,000字）～ 40枚（16,000字）程度
③書評：400字詰原稿用紙換算で20枚（8,000字）～ 40枚（16,000字）程度
④研究動向／資料紹介：400字詰原稿用紙換算で10枚（4,000字）～ 30枚（12,000字）程度
⑤評伝／聞き書き：400字詰原稿用紙換算で10枚（4,000字）～ 30枚（12,000字）程度

３．構　成	 原稿に必須の構成要素は下記の通りとする。
■研究論文／研究ノート：題名、著者名、本文、脚注（引用・参考文献等　以下同）
■書評：題名、著者名、本文、脚注、対象書籍・論文等の著者名、題名、出版元、出版年
■研究動向／資料紹介／評伝／聞き書き：題名、著者名、本文、脚注

４．書　式　　
本　文：Ａ４用紙タテ、横書き、１段組、40字×30行　※縦書きを希望の場合は要別途

連絡。
脚　注：文末に一括記載　脚注以外に別途参考文献を記載する場合は、脚注の後に一括

記載。
（発行に際しては、脚注は該当箇所ページ末に配置）
脚注・引用もしくは参考文献の書式は原則として下記のとおり。
ａ．脚注：本文該当箇所に註番号を上付（□□□（1））で示し、脚注欄に（1）

…として記載。
ｂ．引用もしくは参考文献：
単行書…著者もしくは編者 『書名』（出版社または発行者、発行年）
論　文…著者 「論文名」（編者 『書名または雑誌名』 出版社または発行者、
発行年）
脚注で引用箇所を示す場合はページを記載のこと。

図表・写真等：本文と別途作成し、完全版下にて入稿する。図表・写真タイトルは本文
と別途作成し、配置希望箇所および掲載にあたっての留意事項と共に、
本文中（プリントアウトした原稿等）にて指示する。大きさはタテ25.0㎝、
ヨコ16.8㎝の範囲内に収まるように設定すること（図版タイトル・説明
等を図版等に併記する場合はそれらを上記範囲に含む）。図表・写真等
は出典を明記する。転載等にかかる権利処理等の責任は全て該当原稿の
著者に在する。
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５．投　稿

言　語：日本語（ただし全文日本語訳・訳者名を付して提出する場合はその他言語でも
可）

形　式：①メール添付にて送付（word、一太郎、テキスト形式　のいずれか）
②郵送の場合は、CD-ROM等のデジタル媒体にword、一太郎、テキスト形式
のいずれかにて保存した原稿を１点提出。その際は必ずプリントアウトした
原稿を同封する。

送付先 ：国立ハンセン病資料館内研究紀要担当宛
〒189-0002　�東京都東村山市青葉町4-1-13　国立ハンセン病資料館　事業課
TEL 042-396-2909　FAX 042-396-2981
（メールアドレス等は当館内事業課に問い合わせのこと）

投稿者：原則として当館職員とする。但し当館事業課において依頼を決定した場合はそ
の限りでない。

６．校　正	 原則として著者校正は初校のみとする。

７．採否および審査

原稿の採否にかかる審査は、必要に応じて当館運営委員等による査読を行い、体裁等につ
いては研究紀要編集担当（事業課）が決定する。なお採否にかかわらず、原稿は返却しな
い。

８．著作権の所在

掲載された原稿他著作物の著作権（財産権）は、国立ハンセン病資料館に帰属する。

９．その他	 上記以外の内容については、研究紀要担当（事業課）が決定する。

2010年12月　作成
2012年９月　一部改訂
2019年８月　一部改訂
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